
《ID102600A 不利益 公共施設マネジメント課，教育総務課 地方自治法第 238 条の 4 第 9 項》 

 

不利益処分 ／ 処分基準  個票（紀の川市） 

 

＜個票情報＞  

所 管 部 署 公共施設マネジメント課，教育総務課 

適用日（掲載日） 平成 30 年 4月 1日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 行政財産の使用許可の取消し 

処  分  権  者 市長。ただし、教育財産については教育長。 

根 拠 規 定 地方自治法第 238 条の 4第 9項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 地方自治法第 238 条の 4第 9項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

（行政財産の管理及び処分） 

第 238 条の４ 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これ

を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又

はこれに私権を設定することができない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度におい

て、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

(１) 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定め

る堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土

地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有

し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と１棟の建物を区分

して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普通

地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認め

る者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

(２) 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政

財産である土地の上に１棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地

を貸し付ける場合 

(３) 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通

地方公共団体以外の者と１棟の建物を区分して所有するためその者（当該建

物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の

適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し

付ける場合 

(４) 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地

（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余

裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外

の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法に

よる管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し付



けるとき（前３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

(５) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経

営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その

者のために当該土地に地上権を設定するとき。 

(６) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使

用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者の

ために当該土地に地役権を設定するとき。 

３ 前項第２号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受け

た者が当該土地の上に所有する１棟の建物の一部（以下この項及び次項におい

て「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとする

ときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管理する普通

地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める

者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行

政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合

について準用する。 

５ 前３項の場合においては、次条第４項及び第５項の規定を準用する。 

６ 第１項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する

ことができる。 

８ 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法

（平成３年法律第 90 号）の規定は、これを適用しない。 

９ 第７項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは

公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為がある

と認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すこ

とができる。 

【基準】 

上記の条文による。 

 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

聴聞の付与 

備          考 

 

 設    定    日 平成 31 年 3月 31 日 
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)�����pqrstuv,	

� � h i	
jklmFGnZ[\]Z >̂ wZ\@]4

xyLzdUVP]{Z|]w}~4

�		�		�		�	

���44����4

Z\@]4������Sw�j�HL���H���w�Ln�L��S���

L��S�������^� ¡¢T�£L�H�¤¥¦4

§4¨^L��S©©ª�«w������¬w®������S¯°Tlm

±²�L³´µS¶·¸^L�H�¤¥��¹lº»¬¼½¾¿T�À¬w

]{¾�£T��ÁS��w�ÂÃ�Sw�j�HL���H���w�Ln

�L��S���L��S�������^� ¡¢T�£L�H�¤¥��

�¢T��¹¾ÀT¦4

Ä4¨ÅZ§ÆL��¬w¨§^L�HSÇÈ�_`¢T¦�LÉÊS¯È�w

Z [\]ZË^ÌÍZÎ^ÏÐk:Ñ�¿TL¬wÐ]{Ñ�Ò·ÓÔTÕL�

¢T¦4

Ë4¨Ä^S�£TÕLLÖ©wZ×^»¬Z§^L�HLØÙÌÍÚÛSH�

ÜÝÞ�^¬w®�H�¤¥������L]{Y��ßànZ |<|]Lá

Z×^L��S���¸�¤¢T�HS¿â�¬w¸^L�ãa¾�£T¦4

äå_æ4

çèL]éÌÍå_��S�T¦4

4

ê ë ì í	

4

pqrstuv	

jkUînZ@o]Z |̂ Z>ïS®�wº`ðñ4



�������������

�

������������� ��	
�����
�



������������	
���������������������� !�"#�$%�&'�()*���+*�,-�

�

�	
./�0�./12��3456�789�

:

;34<=>�

?  @ A� BCDEFGHI

JKL5MNL9�OPQRSTUVI

;./�WX>�

�	
./�YZ� B[\]^_`ab_cdeOI

.��/��f��g� hiI

j k l m� nopqrs^tuvwxy_z{_|}_cdt~�w���U�Q��Q�I

;./120�������>�

1 2 l m� nopqrs^tuvwxy_z{_|}_cdt~�w���U�Q��Q�I

.��/��1��2�

���II����I

�B[\]^t�wnopq��_��_G��I

� U�Q�I����C~_i����� ��C~_i¡�t� ¢£¤¥_i

¦§nopqrs^tu¨©§ª«¬®¦¯�°¦±²³´_µ¶¬®¦

·¸�¹´_º»t¼½¾_�e§¿¥°¦ÀÁtÂ�wB[Ã�ÄwuÅÆ

ÃÇw\]��\ÈÉÊË�Ì�OÌ�}wÍ_�ÎÏÐ_����U�Ñ�tu

¨©ÒB[\]^ÓÔ¨ÕË�t�wnopq��_��ÈG��w|}Ö×Ã

ÇwÔØ}wÔÙ¦§Ð_��Å_Ú�O_Û�tÜÝÙ§ÅÆÞÆÅ_xy

_z{t~�wßàÌ�}wÔÐát¼½§âãB[\]^t�wnopq�

�_��ÈG��w|}Ö×äcdÈåæävÆçäèä¨ËI

éIê�_ëìtu¨©§����C~_i¬®¦��� ��C~_i°¦

� ¢£¤¥_i¦§B[\]^_íîb§ïîb§DEbÅ_Ú_B[\]

^È`½aÕb�ð����ñ�tu¨©ÒB[\]^_`abÓÔ¨ÕË�t

Â§B[\]^_`aï_òó_ôõÈö}wÐÔÃÌÙwËI

÷I����C~_i¬®¦��� ��C~_i°¦� ¢£¤¥_i¦§

nopqrs^tu¨©§B[\]^t�wnopq��_��ÈG��w|

}øù_Ö×ÃÇwÔØ}wÔÙ¦§�OÌ�}wúûtüæ§B[\]^_

`abtÂ§ðtýþwcd_Õÿ�OÌ�}wÍ_ÈåÄ�ÙÐÔÈeÄ

wÐÔÃÌÙwËI

���IB[\]^_`aï_��°¦��_��_�	
�°¦��I

�é�IB[\]^_�§ª�§��§��§��°¦F�_�	��°¦�

�I

�÷�IB[\]^_ï�ëï_��°¦Å_��I

ñI����C~_i¬®¦��� ��C~_i°¦� ¢£¤¥_i¦§

ê�_cdÈåÄ�ÙÐÔÈeÄw|}Ö×ÃÇwÔØ}wÔÙ¦§B[\]

^_`abtÂ§B[\]^_DE_��t�¨© !Èö}wÐÔÃÌÙ

wËI



���������	
��������������������� !	

"#$%&�	'()*+�,-�. !/0+�1�

23/4�

56�78�9�1�

�

: ; < =>

�

?@ABCDE>

�

F>>>>>>>>>>;>

�

>G>>>>H>>>>I> JKLMNONPQ�
R



�����������	
���������������������� !" #$ %&�'(�)*+���,+�-.�

�

	
�/0�1�/023��4567 89:�

;

<45=>?�

@ � A B� CDEFGHIJ

KLM6NOM:�PQRSTUVWJ

</0 XY?�

	
�/0 Z[� \]^_`abcdHebfgbhibjkJ

/��0��l��m� noJ

p q r s� \]^_tuvwxyz{|b}~bfgbhiw��z���VVV��V�J

</0231�������?�

2 3 r s� \]^_tuvwxyz{|b}~bfgbhiw��z���VVV��V�J

/��0��2��3�

���JJ����J

�n��obt�hiv�J

� VVV�Jn��o��\]^_`a����zx����z� ��\]^_

`a���¡f¢£wx¤¥¦�§cd¨©zx����z�ªg«�z�¬

�®¯b°±²�³±²�EF²w´¡�\]^_`abcd§He�z

fgµ¶·¸¹wx¤¥�º»�¬�®¯b¼½�}¾�b¿µ¶·hi§

ÀÁÂ ¦�§jk�z¦��Ã zÄJ

ÅJ��b¢£wx¤¥�ÆÇÈÉÊt��\]^_`abcd§He�zfg

ËÌbµ¶��z�ªgz� ��Í«Î�bÏ�wÐzjk§�z¦��Ã

 zÄ¦b¢£wx¤¥�º»jk§¡f� ��ÑÒw��bÓ§n��ow

ÔÊ¡·y�Õ·«·¤ÄJ

ÖJ×ØÙo�ÚÛ}¾Üov��n��o�ÆÇÈÉÊtÝ«¶Þ��ß

f� ���à�bÏ�wÐzjk§�z¦��Ã zÄ¦b¢£wx¤¥��

��áâbÏ�§ãä�zÄJ

åæãçJ

Ûèb�éwÐzÄJ

J

ê ë ì í�

J

��������

J



�������������

�

������������� ��	
�����
�



������������	
��������������������

�

�	
������������ !"#$%&�

'

(� )*+�

, - . /� 012345

678!9:8&�;<=>?@ABC5

(��#DE+�

�	
��#FG� HIJKLMNOPQNRLST5

������U��V� WX5

Y Z [ \� ]^_`abBcdbBe5

(�����fghijkl+�

� � [ \� ]^_`abBcdbBe5

�����������

mno55pqno5

rHIJKsLtuv5

bBcd5WwxXyzNR{M|Q}~����L��O���HIJK{M|

�s~yz�L��LT�O���zNR{�����s��~Q�5

�5WwxXyzNR{M|�����L��O���HIJK{M|�s~yz

�L��LT�O���z�LM|�NRL�O���Q��{����Q�

s��~Q�5

��� 5

¡¢Ld£OPQ�5

5

¤ ¥ ¦ §�

5

fghijkl�

�¨©ªabB=db«eb@¬O�®z¯°±²5

³����������¥�

5

�́ ����\����8� ;<=B?=A=BC5
'



������������	
��������������������

�

�	
������������ !"#$%&�

'

(� )*+�

, - . /� 012345

678!9:8&�;<=>?@ABC5

(��#DE+�

�	
��#FG� HIJKLMNLOPQRS5

������T��U� VW5

X Y Z [� \]^_`aBbcade5

(�����fghijkl+�

� � Z [� \]^_`aBbcade5

�����������

mno55pqno5

rstHIuOvwx5

aBbc5VyzW{|K}~J��������O������stHI~J�

�u�{|�O�LO������|K}~�����u�����5

�5VyzW{|K}~J������O������stHI~J��u�{|

�O�LO������|�OJ��K}OL�MN���L~PQ����

u�����5

�� ¡5

¢£Oc¤�¥��5

5

¦ § ¨ ©�

5

fghijkl�

�ª«¬`aB=cadea@�®N¯|°±²³5

´����������§�

5

�µ����[����8� ;<=B?=A=BC5
'



������������	
��������������������

�

�	
������������ !"#$%&�

'

(� )*+�

, - . /� 012345

678!9:8&�;<=>?@ABC5

(��#DE+�

�	
��#FG� HIJKLMNOKPQORS5

������T��U� VW5

X Y Z [� \]^_`aBbcaBd5

(�����efghijk+�

� � Z [� \]^_`aBbcaBd5

�����������

lmn55opmn5

qHIrsORSt5

a Bbc5VuvWwxyz{O|HIO}~��zKP�J��L�����

wx��RSO���zx{OLMNx{OJ��KPOQ������QO

���w���RS���������5

�5�dO�n���RS�O����O��wx�� ¡¢£��¤¥¦O�

���5

§¨©ª5

«¬Oc����5

5

® ¯ ° ±�

5

efghijk�

²³}´`aB=caµda@¶�·�¸x¹º»¼5

½����������̄ �

5

�¾����[����8� ;<=B?=A=BC5
'



������������	
�����������������

�

�	
������������� !"#$%�

&

'��()*�

+ , - .� /01234

567 897%�:;<=>?@A4

'��"BC*�

�	
��"DE� FGHIJKLJMN4

������O��P� QR4

S T U V� FGHIWXYZ[4

'�����\]^_`ab*�

� � U V� FGHIWcd:Xe[fXee[4

�����������

ghi44jkhi4

lKLJMNm4

XYZ[4inJFGHIopqrJFGHIlsituvwxyz{Jx|z}m

~d���pfFGHI~����op�J�����f�:Ji�z���

x��fKL~MN�z�����z}���f���J��f�����x�

�f�JL�~���z������ �¡�z��p�J|��� }4

¢£¤¥4

¦§J[¨©ª£¤«ix�z}4

4

¬  ® ¯�

4

\]^_`ab�

d�°±WX@e[XY²X>³x´µ�f¶�·¸4

¹�����������

4

�º����V����7� :;»=e?e@A4
&



����������	
��	����	�������������	

	


��� 	!	� "#		$%&'()*+	

,

-$%./0	

1 2 3 4	 56789:

;<=&>?=+	@ABCDEFG:

-� (HI0	


��� (JK	 LMCNOPQOROST:

�		 		U		V	 WX:

Y Z [ \	 ]^_`abc@dFBe:

-� "#!fghijkl0	

" # [ \	 ]^_`abc@dFBe:

�		 		"		#	

mnT::opnT:

qrstuvwxTyO]^_`z{|}stuvwx~�O]^_`vwxC

N�xPQORO���:

d FBe:LM�{|ad F�ed��d��O�Tv�xLMCNO�P���

��x�OLMO��v�����������v��d�{|��d�vT

�x�Oz�v ¡¢x£¤¤¥��¦§v¨��|���v ¡¢xv©�

�z�vª«xR��P¢x¬O¤�®¯OPQ|c°¥�±:

²³´µ:

¶·Oe¸¹º³´�Tv�x±:

:

» ¼ ½ ¾	

:

fghijkl	

:

¿										¼	

:

	À				\				=	 @A�CÁEÁFG:
,



�����������	
������������������������

�

	
�� �!�� "#��$%&'()*+�

,

-$%./0�

1 2 3 4� 56789:

;<=&>?=+�@ABCDEFG:

-� (HI0�

	
�� (JK� L@MNOPQRSTUVWXY:

��� ��Z��[� \]:

^ _ ` a� bcdefgh@iFjkilm:

-� "#!nopqrst0�

" # ` a� bcdefgh@iFjkilm:

��� ��"��#�

uvw::xyvw:

z{|}~M��w�Tbcde����|}~M����TbcdeM��C

���UVM���������:

iFjk:\��]��bcdeM��C���UVT�UM���M�����

��Y�����bcdeM��C���UV� ¡¢Q�£M¤�¢�¥¦

T��� ¡�§�¨�©�ª�«T¬®�¯°±M²Q¢¥¦T��� 

¡³´�§�¨��Lµ�����P���¶Y�¨��·��¸:

¹:bcdeM��C���UV� ¡¢Q�£��º»P¼½�Pª¢¾mT

¿wMÀ�L@MNOÁ�������PQ����\��]��bcdeM

��C���UVT�U�Â�W�XY�¨��·��¸:

ÃÄÅÆ:

ÇÈTkÉ��ÄÅ¿wMÀ�¸:

:

Ê Ë Ì Í�

:

nopqrst�

hÎÏÐfiFÑkilmiDÒMÓ»��ÔÕÖ×:

Ø����������Ë�

:



������������� �����	�
��




《 ID111700A 不利益環境衛生課墓地、 埋葬等に関する法律第 19 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 墓地等の経営許可の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 墓地、 埋葬等に関する法律第1 9条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 墓地、 埋葬等に関する法律第1 9条

■設定 □未設定

［施設の整備改善その他の強制処分命令〕
第1 9条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認

めるときは、 墓地、 納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、 又はその全部若
しくは 一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第1 0 条の規定による許可を

処 分 基 準 取り消すことができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID113310A 不利益環境衛生課旅館業法第 7条の2第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 公衆衛生 上又は善良の風俗の保持 上必要な措置の命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 旅館業法第7条の 2第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 旅館業法第7条の 2第2項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID113320A 不利益環境衛生課旅館業法第 7条の2第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 旅館業の停止命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 旅館業法第7条の 2 第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 旅館業法第7条の 2 第 3項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID211950A 不利益環境衛生課動物の愛護及び管理に関する法律第 24条の2第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 勧告に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の 2第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の 2

■設定 □未設定

（第1種動物取扱業者であった者に対する勧告等）
第24条の 2 都道府県知事は、 第1種動物取扱業者について、 第13条第1項若

しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき又は第1 9条第
1項の規定により登録を取り消したときは、 その者に対し、 これらの事由が生
じた日から 2年間は、 期限を定 めて、 動物の不適正な飼養又は保管により動物
の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全 上の支障が生ずる
ことを防止するた め必要な勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、 前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかったときは、 その者に対し、 期限を定 めて、 その
勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 3 都道府県知事は、前 2項の規定の施行に必要な限度において、第13条第1項
若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失い、 又は第1 9条第1
項の規定により登録を取り消された者に対し、 飼養施設の状況、 その飼養若し
くは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求 め、 又はそ
の職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、
飼養施設その他の物件を検査させることができる。

4 前条第2項及び第3項の規定は、 前項の規定による立入検査について準用す
る。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID225910A 不利益環境衛生課浄化槽法第 7条の2第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 設憧後等の水質検査についての勧告に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法第7条の 2第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 浄化槽法第7条の 2

■設定 □未設定

（設置後等の水質検査についての勧告及び命令等）
第7条の 2 都道府県知事は、 前条第1項の規定の施行に関し必要があると認 め

るときは、 浄化槽管理者に対し、 同 項の水質に関する検査を受けることを確保
するた めに必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、 浄化槽管理者が前条第1項の規定を遵守していないと認 め
る場合において、 生活環境の保全及び公衆衛生 上必要があると認 めるときは、
当該浄化槽管理者に対し、 相当の 期限を定 めて、 同 項の水質に関する検杏を受

処 分 基 準 けるべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、 前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、 正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該浄化槽管理者に対
し、 相当の 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが
できる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 3 号により適用除外

聴聞・弁明手続



和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID225920A 不利益環境衛生課浄化槽法第 12条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 浄化槽の使用停止命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法第12条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I浄化槽法第12条

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

■設定 □未設定

（保守点検又は清掃についての改善命令等）
第12条 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生 上必要があると認 めると

きは、 浄化槽管理者、 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業と
する者、 浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、 浄化槽
の保守点検又は浄化槽の清掃について、 必要な助言、 指導又は勧告をすること
ができる。

2 都道府県知事は、 浄化槽の保守点検の技術 上の基準又は浄化槽の清掃の技術
上の基準に従って浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認 め

るときは、 当該浄化槽管理者、 当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保
守点検を業とする者、 浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理
者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、
又は当該浄化槽管理者に対し、 10日 以内の 期間を定 めて当該浄化槽の使用の停
止を命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

行政手続法第13条第2項第 3 号により適用除外



和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID225930A 不利益環境衛生課浄化槽法第 12 条の2 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 定 期検査についての勧告に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法第12条の 2 第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 浄化槽法第12条の 2

■設定 □未設定

（定 期検査についての勧告及び命令等）
第12条の 2 都道府県知事は、 第11 条第1項の規定の施行に関し必要があると

認 めるときは、 浄化槽管理者に対し、 同 項本文の水質に関する検査を受けるこ
とを確保するた めに必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、浄化槽管理者が第11条第1項の規定を遵守していないと認
める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生 上必要があると認 めるときは、

当該浄化槽管理者に対し、 相当の 期限を定 めて、 同 項本文の水質に関する検査
処 分 基 準 を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3 都道府県知事は、 前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、 正当な理
由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該浄化槽管理者に対
し、 相当の 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが
できる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 3 号により適用除外

聴聞・弁明手続



和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID225940A 不利益環境衛生課浄化槽法第 12 条の8 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 排水設備設憧又は水洗便所改造の命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法第12条の 8第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 浄化槽法第12条の 8

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID226050A 不利益環境衛生課浄化槽法第 41 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 浄化槽の清掃について必要な指示

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法第 41条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 浄化槽法第 41条第1項

■設定 □未設定

（指示、 許可の取消し、 事業の停止等）
第 41条 市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生 上必

要があると認 めるときは、 当該浄化槽消掃業者に対し、 必要な指示をすること
ができる。

2 市町村長は、 浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業
者の能力が第 36条第1号の基準に遥合しなくなったとき、又は浄化槽清掃業者
が次の各号の 一に該当するときは、 その許可を取り消し、 又は6月以内の 期間
を定 めてその事業の全部若しくは 一部の停止を命ずることができる。

処 分 基 準 (1) 第12条第2項の命令に違反したとき。
(2) 不正の手段により第 35条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第 36条第2号イ、 ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなっ

たとき。
(4) 第 37条の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 前項の指示に従わず、 情状特に重いとき。

3 第 35条第 4項の規定は、 前項の規定による処分をした場合に準用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID226100A 不利益環境衛生課浄化槽法第 41条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 浄化槽清掃業の許可の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法第 41条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
浄化槽法第12条第2項、 第 35条第1項、 第 36条第2 号イ ・ ハ ・ホ～ヌ、 第 37

基 準 規 定 条
環境省関係浄化槽法施行規則第11条

■設定 □未設定

（指示、 許可の取消し、 事業の停止等）
第 41条 市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生 上必

要があると認 めるときは、 当該浄化槽清掃業者に対し、 必要な指示をすること
ができる。

2 市町村長は、 浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業
者の能力が第 36条第1 号の基準に道合しなくなったとき、又は浄化槽清掃業者
が次の各 号の 一に該当するときは、 その許可を取り消し、 又は6月以内の 期間
を定 めてその事業の全部若しくは 一部の停止を命ずることができる。

処 分 基 準 (1) 第12条第2項の命令に違反したとき。
(2) 不正の手段により第 35条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第 36条第2 号イ、 ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなっ

たとき。
(4) 第 37条の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 前項の指示に従わず、 情状特に重いとき。

3 第 35条第 4項の規定は、 前項の規定による処分をした場合に準用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID226150A 不利益環境衛生課浄化槽法附則第 11 条第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定既存単独処理浄化槽についての勧告に係る措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 浄化槽法附則第11条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 浄化槽法附則第11条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID256270A 不利益環境衛生課土壌汚染対策法第 3条第 8項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土
地の調杏の報告命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 土壌汚染対策法第 3条第8項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 土壌汚染対策法第 3条、 第 55条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID256450A 不利益環境衛生課土壌汚染対策法第 7条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 汚染除去等計画の提出命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 土壌汚染対策法第7条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 土壌汚染対策法第7条、 第 55条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID256460A 不利益環境衛生課土壌汚染対策法第 7条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 汚染除去等計画の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 土壌汚染対策法第7条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 土壌汚染対策法第7条、 第 55条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID314900A 不利益環境衛生課 地球温暖化対策の推進に関する法律第 22 条の3 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 地 域脱炭素化促進事業計画の認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 地 球温暖化対策の 推進に関する法律第22条の 3第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 地 球温暖化対策の 推進に関する法律第22条の2第 3項、 第22条の 3第 3項

■設定 □未設定

（ 地 域脱炭素化促進事業計画の変更等）
第22 条の 3 前条第 3項の認定を受けた者 （ 以 下 「認定 地 域脱炭素化促進事業

者 」 とい う。） は、 当該認定に係る 地 域脱炭素化促進事業計画を変更しよ うとす
るときは、 地 方公共 団体実行計画 協議会が 組織されているときは当該 地 方公共
団体実行計画 協議会にお ける 協議を経て、 環境省令 ・ 農林水 産省令 ・経済産業

省令 • 国土交通省令で定 めるとこ ろにより、 計画策定 市町村の認定を受けな け
れ ばならない。 た だし、 環境省令 ・ 農林水 産省令 ・経済産業省令 ・ 国士交通省令
で定 める 軽微な変更については、 この限りでない。

2 認定 地 域脱炭素化促進事業者は、 前項た だし 書の 環境省令 ・ 農林水 産省令 ・
経済産業省令 ・ 国土交通省令で定 める 軽微な変更をしたときは、 遅滞なく、 そ
の旨を計画策定 市町村に届け 出な けれ ばならない。

処 分 基 準 3 計画策定 市町村は、 次の各 号のいずれかに該当すると認 めるときは、 前条第
3項の認定を取り消すことができる。
(1) 認定 地 域脱炭素化促進事業者が前条第 3項の認定に係る 地 域脱炭素化促

進事業計画 （第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届
出があったときは、 その変更後の もの。 以 下 「認定 地 域脱炭素化促進事業計
画 」 とい う。） に従って 地 域脱炭素化促進事業を行っていないとき。

(2) 認定 地 域脱炭素化促進事業計画が前条第 3項第1 号から第 3 号までのい
ずれかに該当しない ものとなったとき。

4 計画策定 市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、 遅滞なく、
その旨を、 関係行政機関の 長及び関係 地 方公共 団体の 長に 通知するとと もに、
公表する ものとする。

5 前条第 3項から第 1 7項までの規定は、第1項の規定による変更の認定につい
て準用する。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID200600A 不利益環境衛生課， 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 7条の3》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課， 廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 一般廃棄物 収集運搬業 ・処分業の事業の停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の 3

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の 3
0紀の 川 市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条

■設定 □未設定

（事業の停止）
第7条の 3 市町村長は、 一般廃棄物 収集運搬業者又は 一般廃棄物処分業者が次

の各 号のいずれかに該当するときは、 期 間を定 めてその事業の全部又は 一部の
停止を命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基 づく処分に違反する行 為 （ 以下 「違反行

為」 とい う。） をしたとき、 又は他 人に対して違反行 為をすることを要求し、

処 分 基 準 依頼し、 若しくは 唆し、 若しくは他 人が違反行 為をすることを助 けたとき。
(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第7条第 5項第3 号

又は第1 0 項第3 号に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 第7条第 11 項 （前条第2項において準用する場合を 含む。） の規定によ

り当該許可に付した条件に違反したとき。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID200700A 不利益環境衛生課， 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 7条の4》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課， 廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 一般廃棄物 収集運搬業 ・処分業の許可の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の 4

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の 4
0紀の 川 市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条

■設定 □未設定

（許可の取消し）
第7条の 4 市町村長は、 一般廃棄物 収集運搬業者又は 一般廃棄物処分業者が次

の各 号のいずれかに該当するときは、 その許可を取り消さな けれ ばならない。
(1) 第7条第 5項第 4 号 ハ若しくは 二 （第25条から第27条まで若しくは第

32 条第1項 （第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。） の規定に
より、又は 暴力 団員による不当な行 為の防止等に関する法律の規定に違反し、
刑に処せられたことによる場合に限る。） 又は 同 号 チに該当するに 至ったと

き。
(2) 第7条第 5項第 4 号 リから ルまで （ 同 号 ハ若しくは 二 （第25条から第27
条までの規定により、 又は 暴力 団員による不当な行 為の防止等に関する法律

処 分 基 準 の規定に違反し、 刑に処せられたことによる場合に限る。） 又は 同 号 チに係る
ものに限る。） のいずれかに該当するに 至ったとき。

(3) 第7条第 5項第 4 号 リから ルまで （ 同 号ホに係る ものに限る。） のいずれ
かに該当するに 至ったとき。

(4) 第7条第 5項第 4 号イから 卜まで又は リから ルまでのいずれかに該当す
るに 至ったとき （前 3 号に該当する場合を除く。）。

(5) 前条第1 号に該当し 情状が特に重いとき、 又は 同 条の規定による処分に
違反したとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項若しくは第6項の許可 （ 同 条第2項又は
第7項の許可の 更 新を 含む。） 又は第7条の 2第1項の変更の許可を受けたと
き。

2 市町村長は、 一般廃棄物 収集運搬業者又は 一般廃棄物処分業者が 飢条第2 号
又は第3 号のいずれかに該当するときは、 その許可を取り消すことができる。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID203910A 不利益 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の3 第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 産業廃棄物処理施設の設憧許可の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3

■設定 □未設定

（許可の取消し）
第15条の 3 都道府県知事は、次の各 号のいずれかに該当するときは、 当該 産業

廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さな けれ ばならない。
(1) 産業廃棄物処理施設の設 囲者が第 14 条第 5項第2 号イから へまでのい
ずれかに該当するに 至ったとき。

(2) 前条第3 号に該当し 情状が特に重いとき、 又は 同 条の規定による処分に
違反したとき。

(3) 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の 2の6第1項の変
処 分 基 準 更の許可を受けたとき。

2 都道府県知事は、 前条第1 号、 第2 号若しくは第 4 号のいずれかに該当する
とき、又は特定 産業廃棄物 最終処分場の設置者が第15条の 2の 4において 読み
替 えて準用する第 8条の 5第1項の規定による 維持管理 積立金の 積立てをして

いないときは、当該 産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消す
ことができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID204500A 不利益 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の3》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 3

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 3

処 分 基 準

■設定 □未設定

（改善命令）
第1 9条の 3 次の各 号に 掲 げる場合において、 当該各 号に定 める者は、 当該 一般

廃棄物又は 産業廃棄物の適正な処理の 実施を確保するた め、 当該保管、 収集、
運搬又は処分を行った者 （事業者、 一般廃棄物 収集運搬業者、 一般廃棄物処分

業者、 産業廃棄物 収集運搬業者、 産業廃棄物処分業者、 特 別管理 産業廃棄物 収
集運搬業者、 特 別管理 産業廃棄物処分業者及び 無害 化処理認定業者 （ 以 下この

条において 「事業者等 」 とい う。） 並びに 国外廃棄物を 輸入した者 （事業者等を
除く。） に限る。） に対し、 期限を定 めて、 当該廃棄物の保管、 収集、 運搬又は処
分の 方法の変更その他必要な措置を 講ずべきことを命ずることができる。

(1) 一般廃棄物処理基準 （特 別管理 一般廃棄物にあっては、 特 別管理 一般廃
棄物処理基準） が適用される者により、 当該基準に適合しない 一般廃棄物の
収集、 運搬又は処分が行われた場合 （第3 号に 掲げる場合を除く。） 市町村
長

(2) 産業廃棄物処理基準又は 産業廃棄物保管基準 （特 別管理 産業廃棄物にあ
っては、 特 別管理 産業廃棄物処理基準又は特 別管理 産業廃棄物保管基準） が
適用される者により、 当該基準に適合しない 産業廃棄物の保管、 収集、 運搬
又は処分が行われた場合 （次 号に 掲げる場合を除く。） 都道府県知事

(3) 無害 化処理認定業者により、 一般廃棄物処理基準 （特 別管理 一般廃棄物
にあっては、 特 別管理 一般廃棄物処理基準） 又は 産業廃棄物処理基準 （特 別
管理 産業廃棄物にあっては、 特 別管理 産業廃棄物処理基準） に適合しない 一

般廃棄物又は 産業廃棄物の当該認定に係る 収集、 運搬又は処分が行われた場
合 環境 大 臣

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID204700A 不利益 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の4》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 4

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
廃棄物の処理及び消掃に関する法律第19条の 4第1項 •第2項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第15条

■設定 □未設定

（措 僅命令）
第1 9条の 4 一般廃棄物処理基準 （特 別管理 一般廃棄物にあっては、特 別管理 一

般廃棄物処理基準） に適合しない 一般廃棄物の 収集、 運搬又は処分が行われた
場合において、 生活環境の保全 上支障が生じ、 又は生ずるおそれがあると認 め
られるときは、 市町村長 （前条第3号に 掲 げる場合にあっては、 環境 大 臣。 第
1 9条の 7において 同 じ。） は、必要な限度において、 当該 収集、 運搬又は処分を
行った 者 （第6条の 2第1項の規定により当該 収集、 運搬又は処分を行った 市
町村を除く ものとし、 同 条第6項若しくは第7項又は第7条第14項の規定に違

処 分 基 準 反する委託により当該 収集、 運搬又は処分が行われたときは、 当該委託をした
者を 含む。 次条第1項及び第19条の 7において 「処分 者等 」 とい う。） に対し、
期限を定 めて、 その支障の除去又は 発生の防止のた めに必要な措置 （ 以 下 「支
障の除去等の措 僅」 とい う。） を 講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令をするときは、 環境省令で定 める事項を記 載した命令
書を 交付しな けれ ばならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID205010A 不利益 廃棄物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の7第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 処分者等に対する生活環境の保全 上の支障の除去等の 費用 負担

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 7第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 7第1項 •第2項

■設定 □未設定

（生活環境の保全 上の支障の除去等の措置）
第19条の 7 第19条の 4第1項に規定する場合において、 生活環境の保全 上の

支障が生じ、 又は生ずるおそれがあり、 かつ、 次の各 号のいずれかに該当する
と認 められるときは、 市町村長は、 自らその支障の除去等の措置の全部又は 一

部を 講ずることができる。 この場合において、 第2 号に該当すると認められる
ときは、 相当の 期限を定 めて、 当該支障の除去等の措置を 講ずべき旨及びその
期限までに当該支障の除去等の措 罹を 講じないときは、 自ら当該支障の除去等

の措置を 講じ、 当該措置に要した 費用を 徴収する旨を、 あらかじ め、 公告しな
けれ ばならない。
(1) 第 1 9 条の 4第1項の規定により支障の除去等の措置を 講ずべきことを

命 ぜられた処分者等が、 当該命令に係る 期限までにその命令に係る措置を 講
じないとき、 講じて も 十分でないとき、 又は 講ずる見込みがないとき。

処 分 基 準 (2) 第 1 9 条の 4第1項の規定により支障の除去等の措置を 講ずべきことを
命じよ うとする場合において、 過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ず
べき処分者等を確知することができないとき。

(3) 第 1 9 条の 4の 2第1項の規定により支障の除去等の措置を 講ずべきこ
とを命 ぜられた認定業者が、 当該命令に係る 期限までにその命令に係る措 慨
を 講じないとき、 講じて も 十分でないとき、 又は 講ずる見込みがないとき。

(4) 緊急に支障の除去等の措置を 講ずる必要がある場合において、第1 9条の
4第1項又は第 1 9 条の 4の 2第1項の規定により支障の除去等の措置を 講

ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 市町村長は、前項 （第3 号に係る部分を除く。） の規定により 同 項の支障の除

去等の措 屑の全部又は 一部を 講じたときは、 当該支障の除去等の措置に要した
費用について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該処分者等に 負担させるこ

とができる。
3 市町村長は、 第1項 （第3 号に係る部分に限る。） の規定により 同 項の支障の



除去等の措置の全部又は 一部を 講じたときは、 当該支障の除去等の措置に要し
た 費用について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該認定業者に 負担させる
ことができる。

4 市町村長は、第1項 （第 4 号に係る部分に限る。） の規定により 同 項の支障の
除去等の措置の全部又は 一部を 講じた場合において、第1 9条の 4の 2第1項各
号のいずれに も該当すると認 められるときは、 当該支障の除去等の措置に要し

た 費用の全部又は 一部について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該認定業
者に 負担させることができる。 この場合において、 当該認定業者に 負担させる
費用の 額は、当該 一般廃棄物の 性状、 数量、 収集、 運搬又は処分の方法その他の

事 情から みて 相当な 範囲内の ものでな けれ ばならない。
5 前 3項の規定により 負担させる 費用の 徴収については、 行政 代執行法 （ 昭和
23年法律第 43 号） 第 5条及び第6条の規定を準用する。

6 第1項の規定により 同 項の支障の除去等の措置の全部又は 一部を 講じた場合
において、 当該支障の除去等の措置が特定 一般廃棄物 最終処分場の 維持管理に
係る ものであるときは、 市町村長は、 当該特定 一般廃棄物 最終処分場に係る第

8条の 5第6項に規定する者 （ 以 下この項において 「設置者等 」 とい う。） 及び
機構にあらかじ め 通知した 上で、 当該支障の除去等の措置に要した 費用に 充て
るた め、 その 費用の 額の 範囲内で、 当該特定 一般廃棄物 最終処分場に係る 維持
管理 積立金を当該設置者等に 代わって取り 戻すことができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID205020A 不利益 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の7 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 認定業 者に対する生活環境の保全 上の支障の除去等の 費用 負担

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 7第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 7第 3項

■設定 □未設定

（生活環境の保全 上の支障の除去等の措置）
第19条の 7 第19条の 4第1項に規定する場合において、 生活環境の保全 上の

支障が生じ、 又は生ずるおそれがあり、 かつ、 次の各 号のいずれかに該当する
と認 められるときは、 市町村長は、 自らその支障の除去等の措置の全部又は 一

部を 講ずることができる。 この場合において、 第2 号に該当すると認められる
ときは、 相当の 期限を定 めて、 当該支障の除去等の措置を 講ずべき旨及びその
期限までに当該支障の除去等の措 罹を 講じないときは、 自ら当該支障の除去等

の措置を 講じ、 当該措置に要した 費用を 徴収する旨を、 あらかじ め、 公告しな
けれ ばならない。
(1) 第 1 9 条の 4第1項の規定により支障の除去等の措置を 講ずべきことを

命 ぜられた処分 者等が、 当該命令に係る 期限までにその命令に係る措置を 講
じないとき、 講じて も 十分でないとき、 又は 講ずる見込みがないとき。

処 分 基 準 (2) 第 1 9 条の 4第1項の規定により支障の除去等の措置を 講ずべきことを
命じよ うとする場合において、 過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ず
べき処分 者等を確知することができないとき。

(3) 第 1 9 条の 4の 2第1項の規定により支障の除去等の措置を 講ずべきこ
とを命 ぜられた認定業 者が、 当該命令に係る 期限までにその命令に係る措 慨
を 講じないとき、 講じて も 十分でないとき、 又は 講ずる見込みがないとき。

(4) 緊急に支障の除去等の措置を 講ずる必要がある場合において、第1 9条の
4第1項又は第 1 9 条の 4の 2第1項の規定により支障の除去等の措置を 講

ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 市町村長は、前項 （第3 号に係る部分を除く。） の規定により 同 項の支障の除

去等の措 屑の全部又は 一部を 講じたときは、 当該支障の除去等の措置に要した
費用について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該処分 者等に 負担させるこ

とができる。
3 市町村長は、 第1項 （第3 号に係る部分に限る。） の規定により 同 項の支障の



除去等の措置の全部又は 一部を 講じたときは、 当該支障の除去等の措置に要し
た 費用について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該認定業者に 負担させる
ことができる。

4 市町村長は、第1項 （第 4 号に係る部分に限る。） の規定により 同 項の支障の
除去等の措置の全部又は 一部を 講じた場合において、第1 9条の 4の 2第1項各
号のいずれに も該当すると認 められるときは、 当該支障の除去等の措置に要し

た 費用の全部又は 一部について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該認定業
者に 負担させることができる。 この場合において、 当該認定業者に 負担させる
費用の 額は、当該 一般廃棄物の 性状、 数量、 収集、 運搬又は処分の方法その他の

事 情から みて 相当な 範囲内の ものでな けれ ばならない。
5 前 3項の規定により 負担させる 費用の 徴収については、 行政 代執行法 （ 昭和
23年法律第 43 号） 第 5条及び第6条の規定を準用する。

6 第1項の規定により 同 項の支障の除去等の措置の全部又は 一部を 講じた場合
において、 当該支障の除去等の措置が特定 一般廃棄物 最終処分場の 維持管理に
係る ものであるときは、 市町村長は、 当該特定 一般廃棄物 最終処分場に係る第

8条の 5第6項に規定する者 （ 以 下この項において 「設置者等 」 とい う。） 及び
機構にあらかじ め 通知した 上で、 当該支障の除去等の措置に要した 費用に 充て
るた め、 その 費用の 額の 範囲内で、 当該特定 一般廃棄物 最終処分場に係る 維持
管理 積立金を当該設置者等に 代わって取り 戻すことができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID205030A 不利益 廃棄 物対策課 廃棄 物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の7 第 4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1廃棄物対策課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 緊急の場合の認定業者に対する生活環境の保全 上の支障の 除去等の 費用 負担

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 7第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の 7第 4項

■設定 □未設定

（生活環境の保全 上の支障の 除去等の措置）
第19条の 7 第19条の 4第1項に規定する場合において、 生活環境の保全 上の

支障が生じ、 又は生ずるおそれがあり、 かつ、 次の各 号のいずれかに該当する
と認 められるときは、 市町村長は、 自らその支障の 除去等の措置の全部又は 一

部を 講ずることができる。 この場合において、 第2 号に該当すると認められる
ときは、 相当の 期限を定 めて、 当該支障の 除去等の措置を 講ずべき旨及びその
期限までに当該支障の 除去等の措 罹を 講じないときは、 自ら当該支障の 除去等

の措置を 講じ、 当該措置に要した 費用を 徴収する旨を、 あらかじ め、 公告しな
けれ ばならない。
(1) 第 1 9 条の 4第1項の規定により支障の 除去等の措置を 講ずべきことを

命 ぜられた処分者等が、 当該命令に係る 期限までにその命令に係る措置を 講
じないとき、 講じて も 十分でないとき、 又は 講ずる見込みがないとき。

処 分 基 準 (2) 第 1 9 条の 4第1項の規定により支障の 除去等の措置を 講ずべきことを
命じよ うとする場合において、 過失がなくて当該支障の 除去等の措置を命ず
べき処分者等を確知することができないとき。

(3) 第 1 9 条の 4の 2第1項の規定により支障の 除去等の措置を 講ずべきこ
とを命 ぜられた認定業者が、 当該命令に係る 期限までにその命令に係る措 慨
を 講じないとき、 講じて も 十分でないとき、 又は 講ずる見込みがないとき。

(4) 緊急に支障の 除去等の措置を 講ずる必要がある場合において、第1 9条の
4第1項又は第 1 9 条の 4の 2第1項の規定により支障の 除去等の措置を 講

ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 市町村長は、前項 （第3 号に係る部分を 除く。） の規定により 同 項の支障の 除

去等の措 屑の全部又は 一部を 講じたときは、 当該支障の 除去等の措置に要した
費用について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該処分者等に 負担させるこ

とができる。
3 市町村長は、 第1項 （第3 号に係る部分に限る。） の規定により 同 項の支障の



除去等の措置の全部又は 一部を 講じたときは、 当該支障の除去等の措置に要し
た 費用について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該認定業者に 負担させる
ことができる。

4 市町村長は、第1項 （第 4 号に係る部分に限る。） の規定により 同 項の支障の
除去等の措置の全部又は 一部を 講じた場合において、第1 9条の 4の 2第1項各
号のいずれに も該当すると認 められるときは、 当該支障の除去等の措置に要し

た 費用の全部又は 一部について、 環境省令で定 めるとこ ろにより、 当該認定業
者に 負担させることができる。 この場合において、 当該認定業者に 負担させる
費用の 額は、当該 一般廃棄物の 性状、 数量、 収集、 運搬又は処分の方法その他の

事 情から みて 相当な 範囲内の ものでな けれ ばならない。
5 前 3項の規定により 負担させる 費用の 徴収については、 行政 代執行法 （ 昭和
23年法律第 43 号） 第 5条及び第6条の規定を準用する。

6 第1項の規定により 同 項の支障の除去等の措置の全部又は 一部を 講じた場合
において、 当該支障の除去等の措置が特定 一般廃棄物 最終処分場の 維持管理に
係る ものであるときは、 市町村長は、 当該特定 一般廃棄物 最終処分場に係る第

8条の 5第6項に規定する者 （ 以 下この項において 「設置者等 」 とい う。） 及び
機構にあらかじ め 通知した 上で、 当該支障の除去等の措置に要した 費用に 充て
るた め、 その 費用の 額の 範囲内で、 当該特定 一般廃棄物 最終処分場に係る 維持
管理 積立金を当該設置者等に 代わって取り 戻すことができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日
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《ID146900A 不利益 高齢介護課 社会福祉法第 71条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 社会福祉施設の基準適合命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第71条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第71条

■設定 □未設定

（改善命令）
第 71 条 都道府県知事は、 第 62条第1項の規定による届出をし、 若しくは 同 条

第2項の規定による許可を受けて 社会福祉事業を経営する者の施設又は第 68
条の 2第1項若しくは第2項の規定による届出をして 社会福祉事業を経営する

処 分 基 準 者の施設が、 第 65条第1項又は第 68条の 5第1項の基準に適合しないと認 め
られるに 至ったときは、 その事業を経営する者に対し、 当該基準に適合するた
めに必要な措置を 採るべき旨を命ずることができる。

【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市軽費老人ホ ー ム及び 老人福祉 セ ン タ ー 実地指導要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《ID178900A 不利益 高齢介護課 老人福祉法第 10条の4第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 老人居宅生活支援事業等に係る措置の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 老人福祉法第1 0 条の 4第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 老人福祉法第1 0 条の 4第1項

■設定 □未設定

（ 居宅にお ける 介護等）
第1 0 条の 4 市町村は、 必要に 応じて、 次の措置を 採ることができる。

(1) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す
る 訪間介護、 定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪間介護 看護 （ 厚生 労働省令で定 める部
分に限る。 第20 条の 8第 4項において 同 じ。） 若しくは 夜 間対 応型訪問介護
又は第1 号 訪間事業を 利用することが 著しく 困難であると認 めるときは、 そ
の者につき、 政令で定 める基準に従い、 その者の 居宅において第 5条の 2第
2項の 厚生 労働省令で定 める 便 宜を供 与し、 又は当該 市町村 以外の者に当該
便 宜を供 与することを 委託すること。

(2) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す

処 分 基 準 る 通所 介護、 地 域密着型通所 介護、 認知 症対 応型通所 介護若しくは 介護 予防
認知 症対 応型通所 介護又は第1 号 通所事業を 利用することが 著しく 困難であ
ると認 めるときは、 その者 （ 養 護者を 含む。） を、 政令で定 める基準に従い、
当該 市町村の設置する 老人デイ サ ー ビス セ ン タ ー若しくは第 5条の 2第3項
の 厚生 労働省令で定 める施設 （ 以 下 「老人デイ サ ー ビス セ ン タ ー等 」とい う。）
に 通わせ、 同 項の 厚生 労働省令で定 める 便 宜を供 与し、 又は当該 市町村 以外
の者の設憧する 老人デイ サ ー ビス セ ン タ ー等に 通わせ、 当該 便 宜を供 与する
ことを 委託すること。

(3) 65 歳 以上の者であって、 養 護者の 疾病その他の理由により、 居宅におい
て 介護を受けることが 一 時的に 困難となった ものが、 やむを 得ない事由によ
り 介護保 険法に規定する 短期 入所生活介護又は 介護 予防短期 入所生活介護を
利用することが 著しく 困難であると認 めるときは、 その者を、 政令で定 める

基準に従い、 当該 市町村の設置する 老人短期 入所施設若しくは第 5条の 2第
4項の 厚生 労働省令で定 める施設 （ 以 下 「老人短期 入所施設等 」 とい う。） に



短期 間 入所させ、 養 護を行い、 又は当該 市町村 以外の者の設置する 老人短期
入所施設等に 短期 間 入所させ、 養 護することを委託すること。

(4) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障 宮があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す
る 小規 模多機能型居宅介護又は 介護 予防小規 模多機能型居宅介護を 利用する
ことが 著しく 困難であると認 めるときは、 その者につき、 政令で定 める基準
に従い、 その者の 居宅において、 又は第 5条の 2第 5項の 厚生 労働省令で定
める サ ー ビスの 拠点に 通わせ、若しくは 短期 間 宿泊させ、当該 拠点において、
同 項の 厚生 労働省令で定 める 便 宜及び機能訓練を供 与し、 又は当該 市町村 以
外の者に当該 便 宜及び機能訓練を供 与することを委託すること。

(5) 65 歳 以上の者であって、 認知 症 （ 介護保 険法第 5条の 2第1項に規定す
る認知 症をい う。 以 下 同 じ。） であるた めに日 常生活を 営 むのに支障がある も
の （その者の認知 症の 原 因となる 疾患が 急性の状 態にある者を除く。） が、 や
むを 得ない事 山により 同 法に規定する認知 症対 応型共 同 生活介護又は 介護 予
防認知 症対 応型共 同 生活介護を 利用することが 著しく 困難であると認 めると

きは、 その者につき、 政令で定 める基準に従い、 第 5条の 2第6項に規定す
る 住居において 入 浴、 排せつ、 食事等の 介護その他の日 常生活上の 援助を行
い、 又は当該 市町村 以外の者に当該 住居において 入 浴、 排せつ、 食事等の 介
護その他の日 常生活上の 援助を行 うことを委託すること。

(6) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す
る 複合 型サ ー ビス （ 訪問介護等 （定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪問介護 看護にあっ
ては、 厚生 労働省令で定 める部分に限る。） に係る部分に限る。 第20 条の 8
第 4項において 同 じ。） を 利用することが 著しく 困難であると認 めるときは、
その者につき、 政令で定 める基準に従い、 第 5条の 2第7項の 厚生 労働省令
で定 める サ ー ビスを供 与し、 又は当該 市町村 以外の者に当該 サ ー ビスを供 与
することを委託すること。

2 市町村は、 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日
常生活を 営 むのに支障がある ものにつき、 愉項各 号の措置を 採る ほか、 その福
祉を 図るた め、 必要に 応じて、日 常生活上の 便 宜を 図るた めの用 具であって 厚

生 労働大臣が定 める ものを 給付し、 若しくは 貸与し、 又は当該 市町村 以外の者
にこれを 給付し、 若しくは 貸与することを委託する措置を 採ることができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

老人福祉法第12条の 2により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID179000A 不利益 高齢介護課 老人福祉法第 10条の4第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 日 常生活用 具の 給付等の措置の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 老人福祉法第1 0 条の 4第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 老人福祉法第1 0 条の 4第2項

■設定 □未設定

（ 居宅にお ける 介護等）
第1 0 条の 4 市町村は、 必要に 応じて、 次の措置を 採ることができる。

(1) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す
る 訪間介護、 定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪間介護 看護 （ 厚生 労働省令で定 める部
分に限る。 第20 条の 8第 4項において 同 じ。） 若しくは 夜 間対 応型訪問介護
又は第1 号 訪間事業を 利用することが 著しく 困難であると認 めるときは、 そ
の者につき、 政令で定 める基準に従い、 その者の 居宅において第 5条の 2第
2項の 厚生 労働省令で定 める 便 宜を供 与し、 又は当該 市町村 以外の者に当該
便 宜を供 与することを 委託すること。

(2) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す

処 分 基 準 る 通所 介護、 地 域密着型通所 介護、 認知 症対 応型通所 介護若しくは 介護 予防
認知 症対 応型通所 介護又は第1 号 通所事業を 利用することが 著しく 困難であ
ると認 めるときは、 その者 （ 養 護者を 含む。） を、 政令で定 める基準に従い、
当該 市町村の設置する 老人デイ サ ー ビス セ ン タ ー若しくは第 5条の 2第3項
の 厚生 労働省令で定 める施設 （ 以 下 「老人デイ サ ー ビス セ ン タ ー等 」とい う。）
に 通わせ、 同 項の 厚生 労働省令で定 める 便 宜を供 与し、 又は当該 市町村 以外
の者の設憧する 老人デイ サ ー ビス セ ン タ ー等に 通わせ、 当該 便 宜を供 与する
ことを 委託すること。

(3) 65 歳 以上の者であって、 養 護者の 疾病その他の理由により、 居宅におい
て 介護を受けることが 一 時的に 困難となった ものが、 やむを 得ない事由によ
り 介護保 険法に規定する 短期 入所生活介護又は 介護 予防短期 入所生活介護を
利用することが 著しく 困難であると認 めるときは、 その者を、 政令で定 める

基準に従い、 当該 市町村の設置する 老人短期 入所施設若しくは第 5条の 2第
4項の 厚生 労働省令で定 める施設 （ 以 下 「老人短期 入所施設等 」 とい う。） に



短期 間 入所させ、 養 護を行い、 又は当該 市町村 以外の者の設置する 老人短期
入所施設等に 短期 間 入所させ、 養 護することを委託すること。

(4) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障 宮があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す
る 小規 模多機能型居宅介護又は 介護 予防小規 模多機能型居宅介護を 利用する
ことが 著しく 困難であると認 めるときは、 その者につき、 政令で定 める基準
に従い、 その者の 居宅において、 又は第 5条の 2第 5項の 厚生 労働省令で定
める サ ー ビスの 拠点に 通わせ、若しくは 短期 間 宿泊させ、当該 拠点において、
同 項の 厚生 労働省令で定 める 便 宜及び機能訓練を供 与し、 又は当該 市町村 以
外の者に当該 便 宜及び機能訓練を供 与することを委託すること。

(5) 65 歳 以上の者であって、 認知 症 （ 介護保 険法第 5条の 2第1項に規定す
る認知 症をい う。 以 下 同 じ。） であるた めに日 常生活を 営 むのに支障がある も
の （その者の認知 症の 原 因となる 疾患が 急性の状 態にある者を除く。） が、 や
むを 得ない事 山により 同 法に規定する認知 症対 応型共 同 生活介護又は 介護 予
防認知 症対 応型共 同 生活介護を 利用することが 著しく 困難であると認 めると

きは、 その者につき、 政令で定 める基準に従い、 第 5条の 2第6項に規定す
る 住居において 入 浴、 排せつ、 食事等の 介護その他の日 常生活上の 援助を行
い、 又は当該 市町村 以外の者に当該 住居において 入 浴、 排せつ、 食事等の 介
護その他の日 常生活上の 援助を行 うことを委託すること。

(6) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日 常生活
を 営 むのに支障がある ものが、 やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定す
る 複合 型サ ー ビス （ 訪問介護等 （定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪問介護 看護にあっ
ては、 厚生 労働省令で定 める部分に限る。） に係る部分に限る。 第20 条の 8
第 4項において 同 じ。） を 利用することが 著しく 困難であると認 めるときは、
その者につき、 政令で定 める基準に従い、 第 5条の 2第7項の 厚生 労働省令
で定 める サ ー ビスを供 与し、 又は当該 市町村 以外の者に当該 サ ー ビスを供 与
することを委託すること。

2 市町村は、 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上の 障害があるた めに日
常生活を 営 むのに支障がある ものにつき、 愉項各 号の措置を 採る ほか、 その福
祉を 図るた め、 必要に 応じて、日 常生活上の 便 宜を 図るた めの用 具であって 厚

生 労働大臣が定 める ものを 給付し、 若しくは 貸与し、 又は当該 市町村 以外の者
にこれを 給付し、 若しくは 貸与することを委託する措置を 採ることができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

老人福祉法第12条の 2により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID1791OD A 不利益 高齢介護課 老人福祉法第 11条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 養 誰老人ホ ー ム等 への 入所措憧等の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 老人福祉法第11条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
老人福祉法第11条第1項
0紀の 川 市老人ホ ー ム入所判定事務取扱要 領第 4条

■設定 □未設定

（ 老人ホ ー ム ヘの 入所等）
第11条 市町村は、 必要に 応じて、 次の措憧を 採らな けれ ばならない。

(1) 65 歳 以上の者であって、 環境 上の理由及び経済的理由 （政令で定 める も
のに限る。）により 居宅において 養 護を受けることが 困難な ものを当該 市町村
の設置する 養 護 老人ホ ー ムに 入所させ、 又は当該 市町村 以外の者の設置する
養 護 老人ホ ー ムに 入所を委託すること。

(2) 65 歳 以上の者であって、 身体上又は 精神上 著しい 障害があるた めに 常時
の 介護を必要とし、 かつ、 居宅においてこれを受けることが 困難な ものが、
やむを 得ない事由により 介護保 険法に規定する 地 域密着型介護 老人福祉施設

又は 介護 老人福祉施設に 入所することが 著しく 困難であると認 めるときは、
その者を当該 市町村の設置する特 別養 護 老人ホ ー ムに 入所させ、 又は当該 市
町村 以外の者の設置する特 別養 護 老人ホ ー ムに 入所を委託すること。

処 分 基 準 (3) 65 歳 以上の者であって、 養 護者がないか、 又は 養 護者があって もこれに
養 護させることが不適当であると認 められる ものの 養 護を 養 護受託者 （ 老人
を 自 己の 下に 預つて 養 誰することを 希望する者であって、 市町村長が適当と
認 める ものをい う。 以 下 同 じ。） の う ち政令で定 める ものに委託すること。

2 市町村は、 前項の規定により 養 護 老人ホ ー ム若しくは特 別養 護 老人ホ ー ムに
入所させ、 若しくは 入所を委託し、 又はその 養 護を 養 護受託者に委託した者が
死亡した場合において、その 葬 祭 （ 葬 祭のた めに必要な処理を 含む。 以 下 同 じ。）

を行 う者がないときは、 その 葬 祭を行い、 又はその者を 入所させ、 若しくは 養
護していた 養 護 老人ホ ー ム、 特 別養 護 老人ホ ー ム若しくは 養 護受託者にその 葬
祭を行 うことを委託する措置を 採ることができる。

0紀の ） 1 | 市老人ホ ー ム入所判定事務取扱要 領
（措置変更）

第 4条 入所措置の要 否判定に係る措置変更の事務については、 次による。



(1) 福祉事務所 長は、 原則として 毎年4月1日 現在の 入所者全 員の日 常生活動
作等の状況を 把握するた め、 4 月末日までに関係 老人福祉施設 長に日 常生活

動 作等記 録 票 （ 様式第 3 号）の提出を求 め、 措置基準により 入所 継続の要 否を
総合 的に見直す。

(2) 福祉事務所 長は、前 号により 入所要件に適合しないと みなされる者につい
て、 審査 票を 作成して委員 会に判定を 依頼する。

(3) 委員 会の委員 長は、判定 結果を 審査 票に記 載の 上、福祉事務所 長に報告す
る。

(4) 福祉事務所 長は、前 号による委員 会の報告を 励案して 人所 継続の要 否を 決
定する。

(5) 福祉事務所 長は、 人所 継続を要しないと 決定した者については、要措置変
更者 台帳 （ 様式第 4 号）に記 載し、 措置の廃止又は変更の事務を行 う。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

老人福祉法第12条の 2により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID179700A 不利益 高齢介護課 老人福祉法第 28条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 入所措置 費用の 徴収

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 老人福祉法第28条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
老人福祉法第28条第1項

基 準 規 定 0 老人福祉法第28条の規定に基 づく 負担金徴収規則第 3条、 第7条、 別表第1、
別表第2

■設定 □未設定

（ 費用の 徴収）
第28条 第1 0条の 4第1項及び第11条の規定による措置に要する 費用について

は、 これを支弁した 市町村の 長は、 当該措置に係る者又はその 扶養 義務者 （ 民
法 （ 明 治29年法律第89 号） に定 める 扶養 義務者をい う。 以 下 同 じ。） から、そ
の 負担能力に 応じて、 当該措置に要する 費用の全部又は 一部を 徴収することが
できる。

2 前項の規定による 費用の 徴収は、 徴収されるべき者の 居住地又は 財産所 在地
の 市町村に 嘱託することができる。

第 4 章の 2 有 料老人ホ ー ム

0 老人福祉法第28条の規定に基 づく 負担金徴収規則

処 分 基 準 （ 負担金の月額）
第 3 条 被措置者に係る 負担金の月額は、 その月にお ける 被措置者に係る措置 費

の支弁額を限度として、 次の各 号に 掲 げる者の 区分に 応じ、 当該各 号に定 める
額とする。
(1) 法第10 条の 4第1項各 号又は第11 条第1項第2 号の規定による 被措置

者 介護保 険法 （ 平成9年法律第123 号）の規定に基 づき 訪間介護等に関する
給付を受ける者が 負担する 額に 相当する 額

(2) 法第11条第1項第1 号の規定による 養 護 老人ホ ー ム被措置者及び 同 項第
3 号の規定による 養 護委託による 被措置者 別表第1により 算定した 額

2 扶養 義務者に係る 負担金の月額は、 その月にお ける 被措置者 （前項第2 号に 掲
げる者に限る。 以下この項並びに次条第1項及び第2項において 同 じ。 ）に係る

措置 費の支弁額の 2分の 1 の 額を限度として、 別表第2により 算定した 額とす
る。

3 月の 中途で 老人ホ ー ム等に措置され、又は措置 解除された者に係るその措置さ



れ、 又は措置 解除された日の 属する月の分の 負担金の月額は、 前 2項に規定す
る 負担金の月額に当該月の 実措置日 数を当該月の 実日 数で除した 数を 乗じて 得
た 額 (1 円未 満の 端数は 切り 捨てる ものとする。 ）とする。
（ 負担金の 徴収）

第7条 福祉事務所 長は、前月分の 負担金について 毎月1 0日までに 納入 通知 書を
発しな けれ ばならない。

2 被措置者又はその 扶養 義務者は、前項の 負担金を指定の 期日までに 納付しな け
れ ばならない。

別表第1 省 略
別表第2 省 略

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID239800A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 22条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 被保 険者に対する不正 利得の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第22条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第22条第1項

■設定 □未設定

（不正 利得の 徴収等）
第22条 偽りその他不正の行 為によ って保 険給付を受けた者があるときは、 市町

村は、その者からその 給付の 価額の全部又は 一部を 徴収することができる ほか、
当該 偽りその他不正の行 為によ って受けた保 険給付が第 51 条の 3第1項の規
定による特定 入所者 介護 サ ー ビス 費の支給、第 51条の 4第1項の規定による特
例特定 入所者 介護 サ ー ビス 費の支給、第 61条の 3第1項の規定による特定 入所
者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給又は第 61 条の 4第1項の規定による特例特定 入
所者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給であるときは、 市町村は、 厚生 労働大 臣の定 め
る基準により、 その者から当該 偽りその他不正の行 為によ って支給を受けた 額
の 1 0 0 分の 20 0 に 相当する 額 以 下の 金額を 徴収することができる。

2 前項に規定する場合において、 訪間看護、 訪間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 通所 リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン若しくは 短期 入所 療養 介護、 定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪問介護

処 分 基 準 看護又は 介護 予防訪問看護、 介護 予防訪間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 介護 予防通所
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン若しくは 介護 予防短期 入所 療養 介護についてその 治療の必

要の 程度につき 診断する 医師その他 居宅サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー

ビス、 地 域密着型サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー ビス、 施設 サ ー ビス又
は 介護 予防サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー ビスに従事する 医師又は 歯科
医 師が、 市町村に提出されるべき 診断 書に虚偽の記 載をしたた め、 その保 険給

付が行われた ものであるときは、 市町村は、 当該 医師又は 歯科 医 師に対し、 保
険給付を受けた者に 連帯して 同 項の 徴収金を 納付すべきことを命ずることがで

きる。
3 市町村は、 第 41 条第1項に規定する指定 居宅サ ー ビス事業者、 第 42条の 2

第1項に規定する指定 地 域密着型サ ー ビス事業者、第 46条第1項に規定する指
定 居宅介護支援事業者、 介護保 険施設、第 53条第1項に規定する指定 介護 予防
サ ー ビス事業者、第 54条の 2第1項に規定する指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビ
ス事業者又は第 58条第1項に規定する指定 介護 予防支援事業者 （ 以 下この項に



おいて 「指定 居宅サ ー ビス事業者等 」 とい う。） が、 偽りその他不正の行 為によ
り第 41条第6項、 第 42条の 2第6項、 第 46条第 4項、 第 48条第 4項、 第 51
条の 3第 4項、 第 53条第 4項、 第 54条の 2第6項、 第 58条第 4項又は第 61
条の 3第 4項の規定による支払を受けたときは、 当該指定 居宅サ ー ビス事業者
等から、 その支払った 額につき 返還させるべき 額を 徴収する ほか、 その 返還さ
せるべき 額に 10 0 分の 40 を 乗じて 得た 額を 徴収することができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID239900A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 22条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 虚偽 診断 書による不正 利得の 徴収命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第22条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第22条第2項

■設定 □未設定

（不正 利得の 徴収等）
第22条 偽りその他不正の行 為によ って保 険給付を受けた者があるときは、 市町

村は、その者からその 給付の 価額の全部又は 一部を 徴収することができる ほか、
当該 偽りその他不正の行 為によ って受けた保 険給付が第 51 条の 3第1項の規
定による特定 入所者 介護 サ ー ビス 費の支給、第 51条の 4第1項の規定による特
例特定 入所者 介護 サ ー ビス 費の支給、第 61条の 3第1項の規定による特定 入所
者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給又は第 61 条の 4第1項の規定による特例特定 入
所者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給であるときは、 市町村は、 厚生 労働大 臣の定 め
る基準により、 その者から当該 偽りその他不正の行 為によ って支給を受けた 額
の 1 0 0 分の 20 0 に 相当する 額 以 下の 金額を 徴収することができる。

2 前項に規定する場合において、 訪間看護、 訪間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 通所 リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン若しくは 短期 入所 療養 介護、 定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪問介護

処 分 基 準 看護又は 介護 予防訪問看護、 介護 予防訪間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 介護 予防通所
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン若しくは 介護 予防短期 入所 療養 介護についてその 治療の必

要の 程度につき 診断する 医師その他 居宅サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー

ビス、 地 域密着型サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー ビス、 施設 サ ー ビス又
は 介護 予防サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー ビスに従事する 医師又は 歯科
医 師が、 市町村に提出されるべき 診断 書に虚偽の記 載をしたた め、 その保 険給

付が行われた ものであるときは、 市町村は、 当該 医師又は 歯科 医 師に対し、 保
険給付を受けた者に 連帯して 同 項の 徴収金を 納付すべきことを命ずることがで

きる。
3 市町村は、 第 41 条第1項に規定する指定 居宅サ ー ビス事業者、 第 42条の 2

第1項に規定する指定 地 域密着型サ ー ビス事業者、第 46条第1項に規定する指
定 居宅介護支援事業者、 介護保 険施設、第 53条第1項に規定する指定 介護 予防
サ ー ビス事業者、第 54条の 2第1項に規定する指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビ
ス事業者又は第 58条第1項に規定する指定 介護 予防支援事業者 （ 以 下この項に



おいて 「指定 居宅サ ー ビス事業者等 」 とい う。） が、 偽りその他不正の行 為によ
り第 41条第6項、 第 42条の 2第6項、 第 46条第 4項、 第 48条第 4項、 第 51
条の 3第 4項、 第 53条第 4項、 第 54条の 2第6項、 第 58条第 4項又は第 61
条の 3第 4項の規定による支払を受けたときは、 当該指定 居宅サ ー ビス事業者
等から、 その支払った 額につき 返還させるべき 額を 徴収する ほか、 その 返還さ
せるべき 額に 10 0 分の 40 を 乗じて 得た 額を 徴収することができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID240000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 22条第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 居宅サ ー ビス事業者等の 費用 返納命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第22条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第22条第 3項

■設定 □未設定

（不正 利得の 徴収等）
第22条 偽りその他不正の行 為によ って保 険給付を受けた者があるときは、 市町

村は、その者からその 給付の 価額の全部又は 一部を 徴収することができる ほか、
当該 偽りその他不正の行 為によ って受けた保 険給付が第 51 条の 3第1項の規
定による特定 入所者 介護 サ ー ビス 費の支給、第 51条の 4第1項の規定による特
例特定 入所者 介護 サ ー ビス 費の支給、第 61条の 3第1項の規定による特定 入所
者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給又は第 61 条の 4第1項の規定による特例特定 入
所者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給であるときは、 市町村は、 厚生 労働大 臣の定 め
る基準により、 その者から当該 偽りその他不正の行 為によ って支給を受けた 額
の 1 0 0 分の 20 0 に 相当する 額 以 下の 金額を 徴収することができる。

2 前項に規定する場合において、 訪間看護、 訪間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 通所 リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン若しくは 短期 入所 療養 介護、 定 期 巡回 ・ 随時対 応型訪問介護

処 分 基 準 看護又は 介護 予防訪問看護、 介護 予防訪間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 介護 予防通所
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン若しくは 介護 予防短期 入所 療養 介護についてその 治療の必

要の 程度につき 診断する 医師その他 居宅サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー

ビス、 地 域密着型サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー ビス、 施設 サ ー ビス又
は 介護 予防サ ー ビス若しくはこれに 相当する サ ー ビスに従事する 医師又は 歯科
医 師が、 市町村に提出されるべき 診断 書に虚偽の記 載をしたた め、 その保 険給

付が行われた ものであるときは、 市町村は、 当該 医師又は 歯科 医 師に対し、 保
険給付を受けた者に 連帯して 同 項の 徴収金を 納付すべきことを命ずることがで

きる。
3 市町村は、 第 41 条第1項に規定する指定 居宅サ ー ビス事業者、 第 42条の 2

第1項に規定する指定 地 域密着型サ ー ビス事業者、第 46条第1項に規定する指
定 居宅介護支援事業者、 介護保 険施設、第 53条第1項に規定する指定 介護 予防
サ ー ビス事業者、第 54条の 2第1項に規定する指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビ
ス事業者又は第 58条第1項に規定する指定 介護 予防支援事業者 （ 以 下この項に



おいて 「指定 居宅サ ー ビス事業者等 」 とい う。） が、 偽りその他不正の行 為によ
り第 41条第6項、 第 42条の 2第6項、 第 46条第 4項、 第 48条第 4項、 第 51
条の 3第 4項、 第 53条第 4項、 第 54条の 2第6項、 第 58条第 4項又は第 61
条の 3第 4項の規定による支払を受けたときは、 当該指定 居宅サ ー ビス事業者
等から、 その支払った 額につき 返還させるべき 額を 徴収する ほか、 その 返還さ
せるべき 額に 10 0 分の 40 を 乗じて 得た 額を 徴収することができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID240400A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 30 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 職権による要 介護状 態 区分の変更の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 30 条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第 30 条
介護保 険法施行規則第 44条第1項 ・第2項、 第 45条、 第 46条

■設定 □未設定

第 30 条 市町村は、要 介護認定を受けた 被保 険者について、その 介護の必要の 程
度が 低下したことにより当該要 介護認定に係る要 介護状 態 区分 以外の要 介護状
態 区分に該当するに 至ったと認 めるときは、 要 介護状 態 区分の変更の認定をす

ることができる。 この場合において、 市町村は、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろ
により、 当該変更の認定に係る 被保 険者に対しその 被保 険者 証の提出を求 め、
これに当該変更の認定に係る要 介護状 態 区分及び次項において準用する第27

処 分 基 準 条第 5項後 段の規定による認定 審査 会の 意見 （ 同 項第2 号に 掲 げる事項に係る
ものに限る。） を 記載し、 これを 返付する ものとする。

2 第27条第2項から第6項まで及び第7項前 段並びに第28条第 5項から第 8
項までの規定は、 前項の要 介護状 態 区分の変更の認定について準用する。 この
場合において、 これらの規定に関し必要な技術 的読替 えは、 政令で定 める。
【基準】
上 記の条 文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り



備 考

設 定 日 平成 3 1年3月 3 1日



《 ID240500A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 31 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 要 介護認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 31条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第 31条
介護保 険法施行規則第 47条第1項 ・第2項、 第 48条

■設定 □未設定

（要 介護認定の取消し）
第 31条 市町村は、要 介護認定を受けた 被保 険者が次の各 号のいずれかに該当す

るときは、 当該要 介護認定を取り消すことができる。 この場合において、 市町
村は、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 当該取消しに係る 被保 険者に対し

その 被保 険者 証の提出を求 め、 第27 条第7項各 号に 掲 げる事項の 記載を消 除
し、 これを 返付する ものとする。
(1) 要 介護者に該当しなくなったと認 めるとき。
(2) 正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する第27条第

2項の規定による調査 （第24条の 2第1項第2 号又は前条第2項若しくは次

処 分 基 準 項において準用する第28条第 5項の規定により委託された場合にあっては、
当該委託に係る調査を 含む。） に 応じないとき、又は前条第2項若しくは次項
において準用する第27 条第3項た だし 書の規定による 診断命令に従わない
とき。

2 第27条第2項から第 4項まで、第 5項前 段、第6項及び第7項前 段並びに第
28条第 5項から第 8項までの規定は、 前項第1 号の規定による要 介護認定の取
消しについて準用する。 この場合において、 これらの規定に 閲し必要な技術 的
読替 えは、 政令で定 める。

【基準】
上 記の条文による。

参 考 資 料



聴聞の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各 号の規定に該当し、 適用 除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID240900A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 33 条の3 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 職権による要支援状 態 区分の変更の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 33条の 3第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第 33条の 3
介護保 険法施行規則第 55条の 4第1項 •第2項、 第 55条の 5、 第 55条の 6

■設定 □未設定

第 33条の 3 市町村は、要支援認定を受けた 被保 険者について、その支援の必要
の 程度が 低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状 態 区分 以外の要支
援状 態 区分に該当するに 至ったと認 めるときは、 要支援状 態 区分の変更の認定

をすることができる 。 この場合において、 市町村は、 厚生 労働省令で定 めると
こ ろにより、 当該変更の認定に係る 被保 険者に対しその 被保 険者 証の提出を求
め、 これに当該変更の認定に係る要支援状 態 区分及び次項において準用する第

処 分 基 準 32条第 4項後 段の規定による認定 審査 会の 意見 （ 同 項第2 号に 掲 げる事項に係
る ものに限る 。） を 記載し、 これを 返付する ものとする 。

2 第28条第 5項から第 8項まで並びに第 32条第2項から第 5項まで及び第6
項前 段の規定は、 前項の要支援状 態 区分の変更の認定について準用する 。 この
場合において、 これらの規定に関し必要な技術 的読替 えは、 政令で定 める 。
【基準】
上 記の条 文による 。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り



備 考

設 定 日 平成 3 1年3月 3 1日



《 ID241000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 34 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 要支援認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 34条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第 34条
介護保 険法施行規則第 56条第1項 •第2項、 第 57条

■設定 □未設定

（要支援認定の取消し）
第 34条 市町村は、要支援認定を受けた 被保 険者が次の各 号のいずれかに該当す

るときは、 当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、 市町
村は、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 当該取消しに係る 被保 険者に対し

その 被保 険者 証の提出を求 め、 第 32 条第6項各 号に 掲 げる事項の 記載を消 除
し、 これを 返付する ものとする。
(1) 要支援者に該当しなくなったと認 めるとき。
(2) 正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する第 32条第

2項の規定により準用される第27条第2項の規定による調査 （第24条の 2

処 分 基 準 第1項第2 号又は前条第2項若しくは次項において準用する第28 条第 5項
の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を 含む。） に 応
じないとき、又は次項において準用する第 32条第2項の規定により準用され
る第27条第3項た だし 書の規定による 診断命令に従わないとき。

2 第28条第 5項から第 8項まで並びに第 32条第2項、 第3項、 第 4項飢段、
第 5項及び第6項前 段の規定は、 前項第1 号の規定による要支援認定の取消し
について準用する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技術 的読替
えは、 政令で定 める。

【基準】
上 記の条文による。

参 考 資 料



聴聞の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各 号の規定に該当し、 適用 除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID243900A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 63 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 刑事施設等に 拘禁された場合の 給付制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 63条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第 63条

■設定 □未設定

（保 険給付の制限）
第 63 条 刑事施設、 労役場その他これらに準ずる施設に 拘禁された者について

は、 その 期 間に係る 介護 給付等は、 行わない 。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による 。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID244000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 64条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 故意の場合の 給付制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 64条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第 64条

■設定 □未設定

第 64条 市町村は、 自 己の 故意の 犯罪行 為若しくは重 大な 過失により、 又は正当
な理由なしに 介護 給付等対 象サ ー ビスの 利用若しくは 居宅介護 住宅改 修費若し
くは 介護 予防住宅改 修費に係る 住宅改 修の 実施に関する指示に従わないことに
より、 要 介護状 態等若しくはその 原 因となった事 故を生じさせ、 又は要 介護状

処 分 基 準 態等の 程度を 増進させた 被保 険者の当該要 介護状 態等については、 これを支給
事由とする 介護 給付等は、 その全部又は 一部を行わないことができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID244100A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 65条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 市町村が行 う調査に 応じなかった場合の 給付制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 65条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第 65条

■設定 □未設定

第 65条 市町村は、 介護 給付等を受ける者が、 正当な理由なしに、 第23条の規
定による求 め （第24条の 2第1項第1号の規定により委託された場合にあって
は、 当該委託に係る求 めを 含む。） に 応ぜず、 又は 答弁を 拒んだときは、 介護 給
付等の全部又は 一部を行わないことができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID244200A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 66 条第 1 項 • 第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 険料滞納の場合の支払方法の変更

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 66条第1項 •第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
介護保 険法第 66条

基 準 規 定 介護保 険法施行令第 30 条、 第 31条
介護保 険法施行規則第 98条、 第 99条、 第1 0 0 条、 第1 01条、 第102条

■設定 □未設定

（保 険料滞納者に係る支払方法の変更）
第 66条 市町村は、保 険料を 滞納している第1 号 被保 険者である要 介護 被保 険者

等 （ 原子爆弾被爆者に対する 援護に関する法律 （ 平成6年法律第 117 号） によ
る 一般疾病 医療費の支給その他 厚生 労働省令で定 める 医療に関する 給付を受け
ることができる ものを除く。） が、当該保 険料の 納期限から 厚生 労働省令で定 め
る 期 間が経過するまでの 開に当該保 険料を 納付しない場合においては、 当該保
険料の 滞納につき 災害その他の政令で定 める特 別の事 情があると認 める場合を

除き、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 当該要 介護 被保 険者等に対し 被保
険者 証の提出を求 め、 当該 被保 険者 証に、第 41条第6項、第 42条の 2第6項、

第 46条第 4項、 第 48条第 4項、 第 51条の 3第 4項、 第 53条第 4項、 第 54条
の 2第6項、 第 58条第 4項及び第 61条の 3第 4項の規定を適用しない旨の記

処 分 基 準 載 （ 以 下この条及び次条第3項において 「支払方法変更の記 載」 とい う。） をす
る ものとする。

2 市町村は、 前項に規定する 厚生 労働省令で定 める 期 間が経過しない場合にお
いて も、 同 項に規定する政令で定 める特 別の事 情があると認 める場合を除き、
同 項に規定する要 介護 被保 険者等に対し 被保 険者 証の提出を求 め、 当該 被保 険

者 証に支払方法変更の記 載をすることができる。
3 市町村は、 前 2項の規定により支払方法変更の記 載を受けた要 介護 被保 険者

等が 滞納している保 険料を 完納したとき、 又は当該要 介護 被保 険者等に係る 滞
納額の 著しい 減少、 災害その他の政令で定 める特 別の事 情があると認 めるとき

は、 当該支払方法変更の記 載を消除する ものとする。
4 第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記 載を受けた要 介護 被保 険者

等が、当該支払方法の変更の記 載がなされている 間に受けた指定 居宅サ ー ビス、
指定 地 域密着型サ ー ビス、 指定 居宅介護支援、 指定施設 サ ー ビス等、 指定 介護
予防サ ー ビス、 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス及び指定 介護 予防支援に係る



居宅介護 サ ー ビ ス 費の支給、 地 域密着型介護 サ ー ビ ス 費の支給、 居宅介護 サ ー

ビス計画 費の支給、 施設 介護 サ ー ビス 費の支給、 特定 入所者 介護 サ ー ビ ス 費の
支給、 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給、 地 域密着型介護 予防サ ー ビ ス 費の支給、 介
護 予防サ ー ビス計画 費の支給及び特定 入所者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給につい

ては、 第 41条第6項、 第 42条の 2第6項、 第 46条第 4項、 第 48条第 4項、
第 51条の 3第 4項、 第 53条第 4項、 第 54条の 2第6項、 第 58条第 4項及び
第 61条の 3第 4項の規定は適用しない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID244300A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 67 条第 1 項 • 第 2 項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 険料滞納の場合の保 険給付の支払いの 一 時差止 め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 67条第1項 •第2項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞
介護保 険法第 67条第1項 •第2項

基 準 規 定 介護保 険法施行令第 30 条、 第 32条第1項
介護保 険法施行規則第1 0 0 条、 第1 03条、 第1 0 4条、 第1 0 5条

■設定 □未設定

（保 険給付の支払の 一 時差止）
第 67条 市町村は、保 険給付を受けることができる第1 号 被保 険者である要 介護

被保 険者等が保 険料を 滞納しており、 かつ、 当該保 険料の 納期限から 厚生 労働
省令で定 める 期 間が経過するまでの 間に当該保 険料を 納付しな い場合にお いて
は、 当該保 険料の 滞納につき 災害その他の政令で定 める特 別の事 情があると認
める場合を除き、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 保 険給付の全部又は 一

部の支払を 一 時差し 止 める ものとする。
2 市町村は、 前項に規定する 厚生 労働省令で定 める 期 間が経過しな い場合にお

いて も、 保 険給付を受けることができる第1 号 被保 険者である要 介護 被保 険者
等が保 険料を 滞納して いる場合にお いては、 当該保 険料の 滞納につき 災害その

処 分 基 準 他の政令で定 める特 別の事 情があると認 める場合を除き、 厚生 労働省令で定 め
るとこ ろにより、 保 険給付の全部又は 一部の支払を 一 時差し 止 めることができ
る。

3 市町村は、 前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記 載を受けて
いる要 介護 被保 険者等であ って、 前 2項の規定による保 険給付の全部又は 一部

の支払の 一 時差止がなされて いる ものが、 なお 滞納して いる保 険料を 納付しな
い場合にお いては、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 あらかじ め、 当該要
介護 被保 険者等に 通知して、 当該 一 時差止に係る保 険給付の 額から当該要 介護
被保 険者等が 滞納して いる保 険料額を 控除することができる。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

行政手続法第 1 3条第 2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成 3 1年3月 3 1日



《 ID244400A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 67 条第 3 項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 険給付一 時差止 めに係る保 険給付額からの 滞納保 険料額の 控除

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 67条第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第 67条第 3項
介護保 険法施行規則第1 0 6条

■設定 □未設定

（保 険給付の支払の 一 時差止）
第 67条 市町村は、保 険給付を受けることができる第1 号 被保 険者である要 介護

被保 険者等が保 険料を 滞納しており、 かつ、 当該保 険料の 納期限から 厚生 労働
省令で定 める 期 間が経過するまでの 間に当該保 険料を 納付しない場合において
は、 当該保 険料の 滞納につき 災害その他の政令で定 める特 別の事 情があると認
める場合を除き、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 保 険給付の全部 又は 一

部の支払を 一 時差し 止 める ものとする。
2 市町村は、 前項に規定する 厚生 労働省令で定 める 期 間が経過しない場合にお

いて も、 保 険給付を受けることができる第1 号 被保 険者である要 介護 被保 険者
等が保 険料を 滞納している場合においては、 当該保 険料の 滞納につき 災害その

処 分 基 準 他の政令で定 める特 別の事 情があると認 める場合を除き、 厚生 労働省令で定 め
るとこ ろにより、 保 険給付の全部 又は 一部の支払を 一 時差し 止 めることができ
る。

3 市町村は、 前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記 載を受けて
いる要 介護 被保 険者等であって、 前 2項の規定による保 険給付の全部 又は 一部
の支払の 一 時差止がなされている ものが、 なお 滞納している保 険料を 納付しな
い場合においては、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 あらかじ め、 当該要
介護 被保 険者等に 通知して、 当該 一 時差止に係る保 険給付の 額から当該要 介護
被保 険者等が 滞納している保 険料額を 控除することができる。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

行政手続法第 1 3条第 2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成 3 1年3月 3 1日



《 ID244500A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 68 条第 4 項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 険料滞納の場合の第二号 被保 険者に対する保 険給付の支払いの 一 時差止 め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 68条第 4項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞
介護保 険法第7条第 6項、 第 68条第1項 •第2項 • 第 3項 •第 4項

基 準 規 定 介護保 険法施行令第 30 条、 第 32条
介護保 険法施行規則第1 0 0 条、 第1 07条、 第1 08条、 第1 0 9条

■設定 □未設定

（ 医療保 険各法の規定による保 険料等に 未 納がある者に対する保 険給付の 一 時
差止）

第 68条 市町村は、保 険給付を受けることができる第2 号 被保 険者である要 介護
被保 険者等について、 医療保 険各法の定 めるとこ ろにより当該要 介護 被保 険者

等が 納付義務又は 払込義務を 負 う保 険料 （ 地方 税法 （ 昭和25年法律第226 号）
の規定による 国民健康保 険税を 含む。）又は 掛金であってその 納期限又は 払込期
限までに 納付しなかった もの （ 以 下この項及び次項において 「未 納医療保 険料
等 」 とい う。） がある場合においては、 未 納医療保 険料等があることにつき 災害
その他の政令で定 める特 別の事 情があると認 める場合を除き、 厚生 労働省令で
定 めるとこ ろにより、 当該要 介護 被保 険者等に対し 被保 険者 証の提出を求 め、
当該 被保 険者 証に、第 41条第6項、第 42条の 2第6項、第 46条第 4項、第 48

処 分 基 準 条第 4項、 第 51条の 3第 4項、 第 53条第 4項、 第 54条の 2第6項、 第 58条
第 4項及び第 61 条の 3第 4項の規定を適用しない旨並びに保 険給付の全部又
は 一部の支払を 差し 止 める旨の記 載 （ 以 下この条において 「保 険給付差止の記
載」 とい う。） をすることができる。

2 市町村は、 前項の規定により保 険給付差止の記 載を受けた要 介護 被保 険者等
が、 未 納医療保 険料等を 完納したとき、 又は当該要 介護 被保 険者等に係る 未 納
医療保 険料等の 著しい 減少、 災害その他の政令で定 める特 別の事 情があると認
めるときは、 当該保 険給付差止の記 載を消除する ものとする。

3 第 66条第 4項の規定は、第1項の規定により保 険給付差止の記 載を受けた要
介護 被保 険者等について準用する。

4 市町村は、 第1項の規定により保 険給付差止の記 載を受けた要 介護 被保 険者
等について、 保 険給付の全部又は 一部の支払を 一 時差し 止 める ものとする。

5 市町村は、 要 介護 被保 険者等についての保 険給付差止の記 載に関し必要があ
ると認 めるときは、 当該要 介護 被保 険者等の 加入する 医療保 険者 （当該要 介謹



参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

被保 険者等が全 国健康保 険協会の管 掌する健康保 険の 被保 険者 （健康保 険法第
3条第 4項に規定する 任意継続 被保 険者を除く。）若しくはその 被扶養者又は 船
員保 険の 被保 険者 （ 船員保 険法第2条第2項に規定する 疾病任意継続 被保 険者

を除く。） 若しくはその 被扶養者である場合には、 厚生 労働大 臣とし、当該要 介
護 被保 険者等が 国民健康保 険法の定 めるとこ ろにより 都道府県が当該 都道府県
内の 市町村とと もに行 う 国民健康保 険 （ 以 下 「 国民健康保 険」 とい う。） の 被保
険者である場合には、 市町村とする。 以 下この条において 同 じ。） に対し、 当該

要 介護 被保 険者等に係る 医療保 険各法の規定により 徴収される保 険料 （ 地方 税
法の規定により 徴収される 国民健康保 険税を 含む。）又は 掛金の 納付状況その他
厚生 労働省令で定 める事項について、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 当

該要 介護 被保 険者等の 加入する 医療保 険者に対し、 情報の提供を求 めることが
できる。
【基準】
上記の条文による。

行政手続法第 13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

設 定 日 I 平成31年3月31 13 



《 ID244600A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 69 条第 1 項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 険料滞納の場合の保 険給付の 額の 減額等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第 69条第1項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞
介護保 険法第 69条

基 準 規 定 介護保 険法施行令第 33条、 第 34条、 第 35条
介護保 険法施行規則第111条、 第112条、 第113条

■設定 □未設定

（保 険料を 徴収する権 利が消 滅した場合の保 険給付の特例）
第 69条 市町村は、 要 介護認定、 要 介護 更 新認定、 第29条第2項において準用

する第27条第7項若しくは第 30 条第1項の規定による要 介護状 態 区分の変更
の認定、 要支援認定、 要支援更 新認定、第 33条の 2第2項において準用する第
32 条第6項若しくは第 33 条の 3第1項の規定による要支援状 態 区分の変更の
認定 （ 以下この項において 単に 「認定 」 とい う。） をした場合において、 当該認
定に係る第1 号 被保 険者である要 介護 被保 険者等について保 険料徴収権消 滅期
間 （当該 期間に係る保 険料を 徴収する権 利が 時効によって消 滅している 期間に
つき政令で定 めるとこ ろにより 算定された 期間をい う。 以 下この項において 同
じ。） があるときは、 厚生 労働省令で定 めるとこ ろにより、 当該要 介護 被保 険者
等の 被保 険者 証に、 当該認定に係る第27条第7項後 段 （第28条第 4項及び第

処 分 基 準 29条第2項において準用する場合を 含む。）、 第 30 条第1項後 段若しくは第 35
条第 4項後 段又は第 32条第6項後 段 （第 33条第 4項及び第 33条の 2第2項に
おいて準用する場合を 含む。）、 第 33条の 3第1項後 段若しくは第 35条第2項
後 段若しくは第6項後 段の規定による記 載に 併せて、 介護 給付等 （ 居宅介護 サ

ー ビス計画 費の支給、 特例 居宅介護 サ ー ビス計画 費の支給、 介護 予防サ ー ビス
計画 費の支給及び特例 介護 予防サ ー ビス計画 費の支給、 喬額介護 サ ー ビ ス 費の
支給、 高額医療合 算介護 サ ー ビ ス 費の支給、 高額介護 予防サ ー ビ ス 費の支給及
び 託額医療合 算介護 予防サ ー ビ ス 費の支給並びに特定 入所者 介護 サ ー ビ ス 費の

支給、 特例特定 入所者 介護 サ ー ビ ス 費の支給、 特定 入所者 介護 予防サ ー ビス 費
の支給及び特例特定 入所者 介護 予防サ ー ビス 費の支給を除く。）の 額の 減額を行

う旨並びに 高額介護 サ ー ビ ス 費、 高額医療合 算介護 サ ー ビ ス 費、 高額介護 予防
サ ー ビ ス 費及び 高額医療合 算介護 予防サ ー ビ ス 費並びに特定 入所者 介護 サ ー ビ
ス 費、 特例特定 入所者 介護 サ ー ビ ス 費、 特定 入所者 介護 予防サ ー ビ ス 費及び特

例特定 人所者 介護 予防サ ー ビ ス 費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がと



られる 期間 （ 市町村が、 政令で定 めるとこ ろにより、 保 険料徴収権消 滅期間に
応じて定 める 期間をい う。 以 下この条において 「給付額減額期間 」 とい う。） の

記 載 （ 以下この条において 「給付額減額等の記 載」 とい う。） をする ものとする。
た だし、 当該要 介護 被保 険者等について、 災害その他の政令で定 める特 別の事
情があると認 めるときは、 この限りでない。

2 市町村は、 前項の規定により 給付額減額等の記 載を受けた要 介護 被保 険者等
について、 同 項た だし 書の政令で定 める特 別の 事情があると認 めるとき、 又は
給付額減額期間が経過したときは、 当該 給付額減額等の記 載を消除する ものと

する。
3 第1項の規定により 給付額減額等の記 載を受けた要 介護 被保 険者等が、 当該

記 載を受けた日の 属する月の 翌月の 初日から当該 給付額減額期間が経過するま
での間に 利用した 居宅サ ー ビス （これに 相当する サ ー ビスを 含む。 以 下この条
において 同 じ。）、 地 域密着型サ ー ビス （これに 相当する サ ー ビスを 含む。 以 下
この条において 同 じ。）、 施設 サ ー ビス、 介護 予防サ ー ビス （これに 相当する サ

ー ビスを 含む。 以 下この条において 同 じ。）及び 地 域密着型介護 予防サ ー ビス （こ
れに 相当する サ ー ビスを 含む。 以 下この条において 同 じ。） 並びに行った 住宅改
修に係る次の各 号に 掲 げる 介護 給付等について当該各 号に定 める規定を 遮用す

る場合 （第 49条の 2又は第 59条の 2の規定により 読み替 えて適用する場合を
除く。） においては、これらの規定 中 「1 0 0 分の 90 」 とあるのは、 「1 0 0 分の 70 」
とする。
(1) 居宅介護 サ ー ビ ス 費の 支給 第 41 条第 4項第1 号及び第2 号並びに第

43条第1項、 第 4項及び第6項
(2) 特例 居宅介護 サ ー ビ ス 費の 支給 第 42条第3項並びに第 43条第1項、

第 4項及び第6項
(3) 地 域密着型介護 サ ー ビ ス 費の 支給 第 42 条の 2第2項各 号 並びに第 43

条第1項、 第 4項及び第6項
(4) 特例 地 域密着型介護 サ ー ビ ス 費の 支給 第 42 条の 3第2項並びに第 43

条第1項、 第 4項及び第6項
(5) 施設 介護 サ ー ビス 費の 支給 第 48条第2項
(6) 特例施設 介護 サ ー ビ ス 費の 支給 第 49条第2項
(7) 介護 予防サ ー ビ ス 費の 支給 第 53 条第2項第1 号及び第2 号並びに第

55条第1項、 第 4項及び第6項
(8) 特例 介護 予防サ ー ビ ス 費の 支給 第 54条第3項並びに第 55条第1項、

第 4項及び第6項
(9) 地 域密着型介護 予防サ ー ビ ス 費の 支給 第 54 条の 2第2項第1 号及び

第2 号並びに第 55条第1項、 第 4項及び第6項
(1 0) 特例 地 域密着型介護 予防サ ー ビ ス 費の 支給 第 54 条の 3第2項並びに

第 55条第1項、 第 4項及び第6項
(11) 居宅介護 福祉用 具購入 費の 支給 第 44条第3項、 第 4項及び第7項
(12) 介護 予防福祉用 具購入 費の 支給 第 56条第3項、 第 4項及び第7項
(13) 居宅介護 住宅改 修費の 支給 第 45条第3項、 第 4項及び第7項
(14) 介護 予防住宅改 修費の 支給 第 57条第3項、 第 4項及び第7項

4 第1項の規定により 給付額減額等の記 載を受けた要 介護 被保 険者等が、 当該
記 載を受けた日の 属する月の 翌月の 初日から当該 給付額減額期間が経過するま
での間に 利用した 居宅サ ー ビス、 地 域密着型サ ー ビス、 施設 サ ー ビス、 介護 予
防サ ー ビス及び 地 域密着型介護 予防サ ー ビス並びに行った 住宅改 修に係る前項

各 号に 掲 げる 介護 給付等について当該各 号に定 める規定を適用する場合 （第 49
条の 2第1項又は第 59 条の 2第1項の規定により 読み替 えて適用する場合に
限る。） においては、第 49条の 2第1項又は第 59条の 2第1項の規定により 読
み替えて 遁用するこれらの規定 中 「10 0 分の 80 」 とあるのは、 「10 0 分の 70 」 と



する。
5 第1項の規定により 給付額減額等の記 載を受けた要 介護 被保 険者等が、 当該

記 載を受けた日の 属する月の 翌月の 初日から当該 給付額減額期 間が経過するま
での 間に 利用した 居宅サ ー ビス、 地 域密着型サ ー ビス、 施設 サ ー ビス、 介護 予
防サ ー ビス及び 地 域密着型介護 予防サ ー ビス並びに行った 住宅改 修に係る第3
項各 号に 掲 げる 介護 給付等について当該各 号に定 める規定を適用する場合 （第
49条の 2第2項又は第 59条の 2第2項の規定により 読み替 えて適用する場合
に限る。） においては、第 49条の 2第2項又は第 59条の 2第2項の規定により
読み替 えて 滴用するこれらの規定 中 「10 0 分の 70 」 とあるのは、 「10 0 分の 60 」

とする。
6 第1項の規定により 給付額減額等の記 載を受けた要 介護 被保 険者等が、 当該

記 載を受けた日の 属する月の 翌月の 初日から当該 給付額減額期 間が経過するま
での 間に受けた 居宅サ ー ビス、 地 域密着型サ ー ビス、 施設 サ ー ビス、 介護 予防
サ ー ビス及び 地 域密着型介護 予防サ ー ビスに要する 費用については、第 51条第
1項、 第 51条の 2第1項、 第 51条の 3第1項、 第 51条の 4第1項、 第 61条
第1項、第 61条の 2第1項、第 61条の 3第1項及び第 61条の 4第1項の規定
は、 滴用しない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和2年3月31日



《 ID245200A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 78 条の9 第 3 項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第78条の 9第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 I 介護保 険法第78条の 9第1項 • 第 3項

処 分 基 準

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第78条の 9 市町村長は、指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、次の各 号に 掲 げる

場合に該当すると認 めるときは、 当該指定 地 域密着型サ ー ビス事業者に対し、
期限を定 めて、 それ ぞれ当該各 号に定 める措置をとるべきことを勧告すること

ができる。
(1 ) 第 78 条の 2第 8項の規定により当該指定を行 うに当たって付された条

件に従わない場合 当該条件に従 うこと。
( 2 )  当該指定に係る事業所の従業者の知 識若しくは技能又は 人員について第

78 条の 4第1項の 市町村の条例で定 める基準若しくは 同 項の 市町村の条例
で定 める 員 数又は 同 条第 5項に規定する指定 地 域密培型サ ー ビスに従事する
従業者に関する基準を 満たしていない場合 当該 市町村の条例で定 める基準
若しくは当該 市町村の条例で定 める 員 数又は当該指定 地 域密普型サ ー ビスに
従事する従業者に関する基準を 満たすこと。

( 3 )  第 78 条の 4第2項又は第 5項に規定する指定 地 域密着型サ ー ビスの事
業の設備及び 運営に関する基準に従って適正な指定 地 域密着型サ ー ビスの事
業の 運営をしていない場合 当該指定 地 域密着型サ ー ビスの事業の設備及び
運営に関する基準に従って適正な指定 地 域密着型サ ー ビスの事業の 運営をす

ること。
(4 ) 第 78 条の 4第7項に規定する 便 宜の提供を適正に行っていない場合

当該 便 宜の提供を適正に行 うこと。
2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた

指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が 同 項の 期限 内にこれに従わなかったときは、
その旨を公表することができる。

3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定 地 域密着型サ ー ビス事業
者が、 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該指
定 地 域密着型サ ー ビス事業者に対し、 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をと



るべきことを命ずることができる。
市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し

な けれ ばならない。

【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31 13 



《 ID245300A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 78 条の10》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者の指定取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第78条の 1 0

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第78条の 1 0
介護保 険法施行令第 35条の 2、 第 35条の 3、 第 35条の 4、 第 35条の 5

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第 78 条の 10 市町村長は、 次の各 号の いずれかに該当する場合にお いては、 当

該指定 地 域密着型サ ー ビス事業者に係る第 42 条の 2第1項本文の指定を取り
消し、 又は 期 間を定 めてその指定の全部若しくは 一部の効力を停止することが
できる。
(1) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、第78条の 2第 4項第 4 号の 2から第

5 号の 2まで、 第 9 号 （第 5 号の 3に該当する者のある ものであるときを除
く。）、第1 0 号 （第 5 号の 3に該当する者のある ものであるときを除く。）、第
11 号 （第 5 号の 3に該当する者であるときを除く。） 又は第12 号 （第 5 号の
3に該当する者であるときを除く。） の いずれかに該当するに 至ったとき。

(2) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、第78条の 2第6項第3 号から第3 号
の 4までの いずれかに該当するに 至ったとき。

処 分 基 準 (3) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、第78条の 2第 8項の規定により当該
指定を行 うに当たって付された条件に違反したと認 められるとき。

(4) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、 当該指定に係る事業所の従業者の知
識若しくは技能又は 人員につ いて、第78条の 4第1項の 市町村の条例で定 め

る基準若しくは 同 項の 市町村の条例で定 める 員 数又は 同 条第 5項に規定する
指定 地 域密着型サ ー ビスに従事する従業者に関する基準を 満たすことができ
なくなったとき。

(5) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、第78条の 4第2項又は第 5項に規定
する指定 地 域密着型サ ー ビスの事業の設備及び 運営に関する基準に従って適
正な指定 地 域密着型サ ー ビ スの事業の 運営をすることができなくなったと
き。

(6) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、第78条の 4第 8項に規定する 義務に
違反したと認 められるとき。

( 7 )  指定 地 域密着型サ ー ビス事業者 （ 地 域密着型介護 老人福祉施設 入所者生



活介護を行 う ものに限る。） が、 第28条第 5項 （第29条第2項、 第 30 条第
2項、 第 31条第2項、 第 33条第 4項、 第 33条の 2第2項、 第 33条の 3第
2項及び第 34条第2項において準用する場合を 含む。 第84条、第 92条、第
1 0 4条及び第114条の6において 同 じ。） の規定により調査の委託を受けた場
合において、 当該調 壺の 結果について 虚偽の報告をしたとき。

(8) 地 域密着型介護 サ ー ビ ス 費の 請求に関し不正があったとき。
(9) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、第78条の 7第1項の規定により報告

又は 帳簿書類の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わず、 又は 虚偽の報
告をしたとき。

(1 0) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、
第78条の 7第1項の規定により 出 頭を求 められてこれに 応ぜず、 同 項の規定
による質 間に対して 答弁せず、 若しくは 虚偽の 答弁をし、 又は 同 項の規定に
よる検査を 拒み、 妨 げ、 若しくは 忌避したとき。 た だし、 当該指定に係る事
業所の従業者がその行 為をした場合において、 その行 為を防止するた め、 当
該指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が 相当の 注意及び 監督を尽くしたときを除
く。

(11) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、 不正の手段により第 42条の 2第1項
本文の指定を受けたとき。

(12) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、 この法
律その他 国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定 める もの又は
これらの法律に基 づく命令若しくは処分に違反したとき。

(13) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者に係る 老人福祉法第29条第18項の規定
による 通知を受けたとき。

(14) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が、 居宅サ
ー ビス等に関し不正又は 著しく不当な行 為をしたとき。

(15) 指定 地 域密着型サ ー ビス事業者が法 人である場合において、 その 役員等
の う ちに指定の取消し又は指定の 全部若しくは 一部の効力の停止をしよ うと
するとき前 5年以 内に 居宅サ ー ビス等に関し不正又は 著しく不当な行 為をし
た者があるとき。

(16) 指定 地 域密着型サ ー ビ ス事業者が法 人でない事業所である場合におい
て、 その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは 一部の効力の停止を
しよ うとするとき前 5年以内に 居宅サ ー ビス等に関し不 正又は 著しく不当な
行 為をした者であるとき。

【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監壺要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 令和4年3月31 13 





《ID245600 A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 83条の2第 3項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 居宅介護支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第83条の 2第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第83条の 2第 3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第83条の 2 市町村長は、指定 居宅介護支援事業者が、次の各 号に 掲 げる場合に

該当すると認 めるときは、当該指定 居宅介護支援事業者に対し、 期限を定 めて、
それ ぞれ当該各 号に定 める 桔置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 当該指定に係る事業 所の 介護支援専門員の 人員について第 81 条第1項

の 市町村の条例で定 める 員 数を 満たしていない場合 当該 市町村の条例で定
める 員 数を 満たすこと。

( 2 )  第 81 条第 2項に規定する指定 居宅介護支援の事業の 運営に関する基準
に従って適正な指定 居宅介護支援の事業の 運営をしていない場合 当該指定
居宅介護支援の事業の 運営に関する基準に従って適正な指定 居宅介護支援の

事業の 運営をすること。
(3) 第 81 条第 5項に規定する 便 宜の提供を適正に行っていない場合 当該

処 分 基 準 便 宜の提供を 逝正に行 うこと。
2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた

指定 居宅介護支援事業者が 同 項の 期限 内にこれに従わなかったときは、 その旨
を公表することができる。

3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定 居宅介護支援事業者が、
正当な理 由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該指定 居宅
介護支援事業者に対し、 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。
4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し

な けれ ばならない。
5 市町村長は、 保 険給付に係る指定 居宅介護支援を行った指定 居宅介護支援事

業者 （他の 市町村長が第 46条第1項の指定をした者に限る。） について、 第1
項各 号に 掲 げる場合のいずれかに該当すると認 めるときは、 その旨を当該他の
市町村長に 通知しな けれ ばならない。



【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31 13 



《 ID245700A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 84 条第 1 項》

不利 益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 裔齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 居宅介護支援事業者の指定の取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第84条第1項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第84条第1項

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第84条 市町村長は、次の各 号の いずれかに該当する場合にお いては、当該指定

居宅介護支援事業者に係る第 46条第 1項の指定を取り消し、又は 期 間を定 めて
その指定の全部若しくは 一部の効力を停止することができる。
( 1 )  指定 居宅介護支援事業者が、第79条第 2項第3 号の 2から第 4 号の 2ま

で、第 8 号 （ 同 項第 4 号の 3に該当する者のある ものであるときを除く。） 又
は第 9 号 （ 同 項第 4 号の 3に該当する者であるときを除く。） の いずれかに該
当するに 至ったとき。

( 2 )  指定 居宅介護支援事業者が、 当該指定に係る事業所の 介護支援専門員の
人員につ いて、第81条第 1項の 市町村の条例で定 める 員 数を 満たすことがで

きなくなったとき。
(3) 指定 居宅介護支援事業者が、第81条第 2項に規定する指定 居宅介護支援

処 分 基 準 の事業の 運営に関する基準に従って適正な指定 居宅介護支援の事業の 運営を
することができなくなったとき。

(4) 指定 居宅介護支援事業者が、第81条第6項に規定する 義務に違反したと
認 められるとき。

(5) 第28条第 5項の規定により調査の委託を受けた場合にお いて、当該調査
の 結果につ いて虚偽の報告をしたとき。

(6) 居宅介護 サ ー ビス計画 費の 請求に関し不正があったとき。
( 7 )  指定 居宅介護支援事業者が、第83条第 1項の規定により報告又は 帳簿書

類の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わず、 又は虚偽の報告をしたと
き。

(8) 指定 居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第83条
第 1項の規定により 出 頭を求 められてこれに 応ぜず、 同 項の規定による質 間
に対して 答弁せず、 若しくは虚偽の 答弁をし、 又は 同 項の規定による検査を
拒み、 妨 げ、 若しくは 忌避したとき。 た だし、 当該指定に係る事業所の従業



者がその行 為をした場合において、 その行 為を 防止するた め、 当該指定 居宅
介護支援事業者が 相当の 注意及び 監督を尽くしたときを除く。

( 9 )  指定 居宅介護支援事業者が、不正の手段により第 46条第 1項の指定を受
けたとき。

( lo) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定 居宅介護支援事業者が、 この法律その
他 国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定 める もの又はこれら
の法律に基 づく命令若しくは処分に違反したとき。

(11) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定 居宅介護支援事業者が、 居宅サ ー ビス
等に関し不正又は 著しく不当な行 為をしたとき。

(12) 指定 居宅介護支援事業者の 役員等の う ちに、 指定の取消し又は指定の全
部若しくは 一部の効力の停止をしよ うとするとき前 5年以内に 居宅サ ー ビス
等に関し 不正又は 著しく 不当な行 為をした者があるとき。

2 市町村長は、保 険給付に係る指定 居宅介護支援又は第28条第 5項の規定によ
り委託した調査を行った指定 居宅介護支援事業者 （他の 市町村長が第 46条第 1

項の指定をした者に限る。） について、前項各 号のいずれかに該当すると認 める
ときは、 その旨を当該他の 市町村長に 通知しな けれ ばならない。
【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31 13 



《ID247000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115条の18第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 地 域密培型介護 予防サ ー ビス事業 者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 18第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第115条の 18第1項 •第 3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第115条の 18 市町村長は、 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が、 次の各

号に 掲 げる場合に該当すると認 めるときは、 当該指定 地 域密着型介護 予防サ ー

ビス事業 者に対し、 期限を定 めて、 それ ぞれ当該各 号に定 める措置をとるべき
ことを勧告することができる。
(1) 第 115 条の 12 第6項の規定により当該指定を行 うに当たって付された

条件に従わない場合 当該条件に従 うこと。
(2) 当該指定に係る事業所の従業 者の知 識若しくは技能又は 人員について第

115条の 14第1項の 市町村の条例で定 める基準若しくは 同 項の 市町村の条例
で定 める 員 数又は 同 条第 5項に規定する指定 地 域密箸型介護 予防サ ー ビスに
従事する従業 者に関する基準を 満たしていない場合 当該 市町村の条例で定
める基準若しくは当該 市町村の条例で定 める 員 数又は当該指定 地 域密着型介

処 分 基 準 護 予防サ ー ビスに従事する従業 者に関する基準を 満たすこと。
(3) 第 115 条の 14 第2項又は第 5項に規定する指定 地 域密着型介護 予防サ

ー ビスに係る 介護 予防のた めの効果的な支援の方法に関する基準又は指定 地
域密着型介護 予防サ ー ビスの事業の設備及び 運営に関する基準に従って適正

な指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスの事業の 運営をしていない場合 当該指
定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスに係る 介護 予防のた めの効果的な支援の方法
に関する基準又は指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスの事業の設備及び 運営に
関する基準に従って適正な指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスの事業の 運営を
すること。

(4) 第 115 条の 14 第7項に規定する 便 宜の提供を適正に行っていない場合
当該 便 宜の提供を適正に行 うこと。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が 同 項の 期限 内にこれに従わなかった
ときは、 その旨を公表することができる。



3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定 地 域密着型介護 予防サ ー

ビス事業者が、正当な理 山がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、
当該指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者に対し、 期限を定 めて、 その勧告
に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し
な けれ ばならない。
【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID247100A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115条の19》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 地 域密培型介護 予防サ ー ビス事業 者の指定取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 1 9

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第115条の 1 9
介護保 険法施行令第 35条の 2、 第 35条の 3、 第 35条の 4、 第 35条の 5

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第115条の 19 市町村長は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 当

該指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者に係る第 54 条の 2第1項本文の指
定を取り消し、 又は 期 間を定 めてその指定の全部若しくは 一部の効力を停止す
ることができる。
(1) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が、第115条の 12第2項第 4 号

の 2から第 5 号の 2まで、 第 9 号 （第 5 号の 3に該当する 者のある ものであ
るときを除く。）、第1 0 号 （第 5 号の 3に該当する 者のある ものであるときを
除く。）、第11 号 （第 5 号の 3に該当する 者であるときを除く。） 又は第12 号

（第 5 号の 3に該当する 者であるときを除く。）のいずれかに該当するに 至っ
たとき。

(2) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が、第115条の 12第 4項第3 号
処 分 基 準 から第6 号までのいずれかに該当するに 至ったとき。

(3) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が、第115条の 12第6項の規定
により当該指定を行 うに当たって付された条件に違反したと認 められると
き。

(4) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が、 当該指定に係る事業所の従
業 者の知 識若しくは技能又は 人員について、第115条の 14第1項の 市町村の
条例で定 める基準若しくは 同 項の 市町村の条例で定 める 員 数又は 同 条第 5項
に規定する指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスに従事する従業 者に関する基準
を 満たすことができなくなったとき。

(5) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業 者が、第115条の 14第2項又は第
5項に規定する指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスに係る 介護 予防のた めの効
果的な支援の方法に関する基準又は指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビスの事業

の設備及び 運営に関する基準に従って適正な指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビ
スの事業の 運営をすることができなくなったとき。



(6 ) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者が、第115条の 14第 8項に規定
する 義務に 達反したと認 められるとき。

(7 ) 地 域密着型介護 予防サ ー ビ ス 費の 請求に関し不正があったとき。
(8 ) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者が、第115条の 17第1項の規定

により報告又は 帳簿書類の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わず、 又
は 虚偽の報告をしたとき。

(9 ) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者又は当該指定に係る事業所の従
業者が、 第115条の 17第1項の規定により 出 頭を求 められてこれに 応ぜず、
同 項の規定による質 間に対して 答弁せず、 若しくは 虚偽の 答弁をし、 又は 同

項の規定による検査を 拒み、 妨 げ、 若しくは 忌避したとき。 た だし、 当該指
定に係る事業所の従業者がその行 為をした場合において、 その行 為を防止す
るた め、 当該指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者が 相当の 注意及び 監督
を尽くしたときを除く。

(1 0 )  指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者が、不正の手段により第 54条の
2第1項本文の指定を受けたとき。

(11 )  前各 号に 掲 げる場合の ほか、指定 地 域密着型介護 予防サー ビス事業者が、
この法律その他 国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定 める も
の又はこれらの法律に基 づく命令若しくは処分に違反したとき。

(12 ) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、指定 地 域密着型介護 予防サー ビス事業者が、
居宅サ ー ビス等に関し不 正又は 著しく不当な行 為をしたとき。

(13 )  指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者が法 人である場合において、 そ
の 役員等の う ちに指定の取消し又は指定の全部若しくは 一部の効力の停止を
しよ うとするとき前 5年以内に 居宅サ ー ビス等に関し不正又は 著しく不当な
行 為をした者があるとき。

(14) 指定 地 域密着型介護 予防サ ー ビス事業者が法 人でない事業所である場合
において、 その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは 一部の効力の
停止をしよ うとするとき前 5年以内に 居宅サ ー ビス等に関し不正又は 著しく
不当な行 為をした者であるとき。

【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID247400A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115条の28第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 介護 予防支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 28第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第115条の 28第1項 •第 3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第115条の 28 市町村長は、 指定 介護 予防支援事業者が、 次の各 号に 掲 げる場合

に該当すると認 めるときは、 当該指定 介護 予防支援事業者に対し、 期限を定 め
て、 それ ぞれ当該各 号に定 める措置をとるべきことを勧告することができる。
( 1 )  当該指定に係る事業所の従業者の知 識若しくは技能又は 人員について第

115条の24第1項の 市町村の条例で定 める基準又は 同 項の 市町村の条例で定
める 員 数を 満たしていない場合 当該 市町村の条例で定 める基準又は当該 市
町村の条例で定 める 員 数を 満たすこと。

(2 ) 第 115 条の 24 第2項に規定する指定 介護 予防支援に係る 介護 予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準又は指定 介護 予防支援の事業の 運営に

関する基準に従って適正な指定 介護 予防支援の事業の 運営をしていない場合

処 分 基 準 当該指定 介護 予防支援に係る 介護 予防のた めの効呆的な支援の方法に関する
基準又は指定 介護 予防支援の事業の 運営に関する基準に従って適正な指定 介
護 予防支援の事業の 運営をすること。

(3 ) 第 115 条の 24 第 5項に規定する 便 宜の提供を適正に行っていない場合
当該 便 宜の提供を適正に行 うこと。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定 介護 予防支援事業者が 同 項の 期限 内にこれに従わなかったときは、 その旨
を公表することができる。

3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定 介護 予防支援事業者が、
正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該指定 介護
予防支援事業者に対し、 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。
4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し

な けれ ばならない。



【基準】
上記の条 文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業 者等 監査要 綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID247500A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115条の29》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 介護 予防支援事業者の指定の取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 29

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定
介護保 険法第115条の 29
介護保 険法施行令第 35条の 2、 第 35条の 3、 第 35条の 4、 第 35条の 5

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第115条の 29 市町村長は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 当

該指定 介護 予防支援事業者に係る第 58条第1項の指定を取り消し、又は 期 間を
定 めてその指定の全部若しくは 一部の効力を停止することができる。
(1) 指定 介護 予防支援事業者が、第115条の 22第2項第3 号の 2から第 4 号

の 2まで、 第 8 号 （ 同 項第 4 号の 3に該当する者のある ものであるときを除
く。） 又は第 9 号 （ 同 項第 4 号の 3に該当する者であるときを除く。） のいず
れかに該当するに 至ったとき。

(2) 指定 介護 予防支援事業者が、 当該指定に係る事業所の従業者の知 識若し
くは技能又は 人員について、第115条の 24第1項の 市町村の条例で定 める基
準又は 同 項の 市町村の条例で定 める 員 数を 満たすことができなくなったと
き。

処 分 基 準 (3) 指定 介護 予防支援事業者が、第115条の 24第2項に規定する指定 介護 予
防支援に係る 介護 予防のた めの効果的な支援の方法に関する基準又は指定 介
護 予防支援の事業の 運営に関する基準に従って適正な指定 介護 予防支援の事

業の 運営をすることができなくなったとき。
(4 ) 指定 介護 予防支援事業者が、第115条の 24第6項に規定する 義務に違反

したと認 められるとき。
(5) 介護 予防サ ー ビス計画費の 請求に関し不正があったとき。
(6) 指定 介護 予防支援事業者が、第115条の 27第1項の規定により報告又は

帳簿書類の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わず、 又は虚偽の報告を
したとき。

(7 ) 指定 介護 予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、 第 115
条の 27第1項の規定により 出 頭を求 められてこれに 応ぜず、 同 項の規定によ
る質 問に対して 答弁せず、 若しくは虚偽の 答弁をし、 又は 同 項の規定による
検査を 拒み、 妨 げ、 若しくは 忌避したとき。 た だし、 当該指定に係る事業所



の従業者がその行 為をした場合において、 その行 為を防止するた め、 当該指
定 介護 予防支援事業者が 相当の 注意及び 監督を尽くしたときを除く。

(8) 指定 介護 予防支援事業者が、不正の手段により第 58条第1項の指定を受
けたとき。

( 9 )  前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定 介護 予防支援事業者が、 この法律その
他 国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定 める もの又はこれら
の法律に基 づく命令若しくは処分に違反したとき。

(1 0) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定 介護 予防支援事業者が、 居宅サ ー ビス
等に関し 不正又は 著しく 不当な行 為をしたとき。

(11) 指定 介護 予防支援事業者の 役員等の う ちに、 指定の取消し又は指定の 全
部若しくは 一部の効力の停止をしよ うとするとき前 5年以内に 居宅サ ー ビス
等に関し不正又は 著しく不当な行 為をした者があるとき。

【基準】
上記の条文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID247700A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115条の3 4第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 介護 サ ー ビス事業者に対する業務管理 体制の整備に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 34第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第115条の 34第1項 •第 3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第115条の 34 第115条の 32 第2項の規定による届出を受けた 厚生 労働大 臣等

は、 当該届出を行った 介護 サ ー ビス事業者 （ 同 条第 4項の規定による届出を受
けた 厚生 労働大 臣等にあっては、 同 項の規定による届出を行った 介護 サ ー ビス

事業者を除く。） が、 同 条第1項に規定する 厚生 労働省令で定 める基準に従って
洒正な業務管理 体制の整備をしていないと認 めるときは、 当該 介護 サ ー ビス事

業者に対し、 期限を定 めて、 当該 厚生 労働省令で定 める基準に従って適正な業
務管理 体制を整備すべきことを勧告することができる。

2 厚生 労働大 臣等は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を
受けた 介護 サ ー ビス事業者が 同 項の 期限 内にこれに従わなかったときは、 その
旨を公表することができる。

3 厚生 労働大 臣等は、第1項の規定による勧告を受けた 介護 サ ー ビス事業者が、
処 分 基 準 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該 介護 サ ー

ビス事業者に対し、 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ず
ることができる。

4 厚生 労働大 臣等は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を
公示しな けれ ばならない。

5 介護 サ ー ビス事業者が第3項の規定による命令に違反したときは、 厚生 労働
省令で定 めるとこ ろにより、 厚生 労働大 臣又は第115条の 32第2項第2 号に定
める 都道府県知事は関係 都道府県知事又は 閑係 市町村長に対し、 同 項第1 号に

定 める 都道府県知事は関係 市町村長に対し当該違反の 内 容を 通知しな けれ ばな
らない。
【基準】
上記の条 文による。



紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者業務管理 体制確認検査 実施要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID248000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115 条の45 の8 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 第一号事業を行 う指定事業 者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 45の 8第 3項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第115条の 45の 8第 3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第115条の 45の 8 市町村長は、 指定事業 者が、 第115条の 45第1項第1 号イ

から 二まで又は第 115 条の 45 の 5第2項の 厚生 労働省令で定 める基準に従っ
て第1 号事業を行っていないと認 めるときは、 当該指定事業 者に対し、 期限を
定 めて、 これらの 厚生 労働省令で定 める基準に従って第1 号事業を行 うことを
勧告することができる。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定事業 者が 同 項の 期限 内にこれに従わなかったときは、 その旨を公表するこ

処 分 基 準 とができる。
3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定事業 者が、 正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該指定事業 者に対し、 期
限を定 めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し
な けれ ばならない。
【基準】
上記の条 文による。

紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業 者等 監査 要綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り



備 考

設 定 日 平成 31年3月31日



《 ID248100A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 115 条の45 の9》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 第一号事業を行 う指定事業 者の指定の取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第115条の 45の 9

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞

基 準 規 定 介護保 険法第115条の 45の 9

■設定 □未設定

（指定事業 者の指定の取消し等）
第 115 条の 45 の 9 市町村長は、 次の各 号のいずれかに該当する場合において

は、 当該指定事業 者に係る指定事業 者の指定を取り消し、 又は 期間を定 めてそ
の指定事業 者の指定の全部若しくは 一部の効力を停止することができる。
(1) 指定事業 者が、第115条の 45第1項第1 号イから 二まで又は第115条の

45 の 5第2項の 厚生 労働省令で定 める基準に従って第1 号事業を行 うこと
ができなくなったとき。

(2) 第1 号事業支給費の 請求に関し不正があったとき。
( 3 )  指定事業 者が、第115条の 45の 7第1項の規定により報告又は 帳簿書類

の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
( 4 )  指定事業 者又は当該指定事業 者の指定に係る事業所の従業 者が、 第 115

条の 45の 7第1項の規定により 出 頭を求 められてこれに 応ぜず、 同 項の規定
処 分 基 準 による質 問に対して 答弁せず、 若しくは虚偽の 答弁をし、 又は 同 項の規定に

よる検査を 拒み、 妨 げ、 若しくは 忌避したとき。 た だし、 当該指定事業 者の
指定に係る事業所の従業 者がその行 為をした場合において、 その行 為を防止
するた め、 当該指定事業 者が 相当の 注意及び 監督を尽くしたときを除く。

(5) 指定事業 者が、 不正の手段により指定事業 者の指定を受けたとき。
( 6 )  俯各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定事業 者が、 この法律その他 国民の保健

医療若しくは福祉に関する法律で政令で定 める もの又はこれらの法律に基 づ
く命令若しくは処分に違反したとき。

(7) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 指定事業 者が、 地 域支援事業又は 居宅サ ー

ビス等に関し不正又は 著しく不当な行 為をしたとき。
【基準】
上記の条 文による。



紀の 川 市介護保 険サ ー ビス事業者等 監査要 綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第13条第2項各 号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID248200A 不利益 高齢介護課 介護保険法第 129条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 亮齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 第一号 被保 険者に係る保 険料の 賦課

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保 険法第129条第2項

く処分基準／聴聞 ・ 弁明手続＞
介護保 険法第129条～第141条

基 準 規 定
介護保 険法施行令第 38条、 第 39条、 第 40 条、 第 41条
介護保 険法施行規則第141条～第158条の 3
0紀の 川 市介護保 険条例第 6条

■設定 □未設定

（保 険料）
第 129条 市町村は、 介護保 険事業に要する 費用 （ 財政安定 化基 金拠出 金の 納付

に要する 費用を 含む。） に 充てるた め、 保 険料を 徴収しな けれ ばならない。
2 前項の保 険料は、 第1 号 被保 険者に対し、 政令で定 める基準に従い条例で定

めるとこ ろにより 算定された保 険料率により 算定された保 険料額によって課す
る。

3 前項の保 険料率は、 市町村介護保 険事業計画に定 める 介護 給付等対 象サ ー ビ
スの見込量等に基 づいて 算定した保 険給付に要する 費用の 予想額、 財政安定 化

処 分 基 準 基 金拠出 金の 納付に要する 費用の 予想額、 第 147条第1項第2 号の規定による
都道府県からの 借入 金の 償還に要する 費用の 予定 額並びに 地 域支援事業及び保

健福祉事業に要する 費用の 予定 額、 第1 号 被保 険者の所 得の分 布状況及びその
見通し並びに 国庫負担等の 額等に 照らし、 おお むね3年を 通じ 財政の 均衡を保
つことができる ものでな けれ ばならない。

4 市町村は、 第1項の規定にかかわらず、 第2 号 被保 険者からは保 険料を 徴収
しない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 滴用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《ID104700A 不利益 障害福祉課 児童福祉法第 21条の5の9第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害 児通所 給付費等の 給付決定 （ 通所 給付決定） の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第21条の 5の 9第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童福祉法第21条の 5の 9第1項
児童福祉法施行令第25条の 4

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID105000A 不利益 障害福祉課 児童福祉法第 21条の5の13第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
放課後等 デイ サ ー ビスに係る 障害 児通所 給付費等の 給付決定 （ 通所 給付決定） の

取消し （第21条の 5の 9第1項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第21条の 5の 13第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童福祉法第21条の 5の 9第1項
児童福祉法施行令第25条の 4

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID105600A 不利益 障害福祉課 児童福祉法第 21条の6》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害 児に対する 障害福祉 サー ビスの提供に係る措憧 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 児童福祉法第21条の 6

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第21条の 6

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

児童幅祉法第 33条の 5により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID107500A 不利益 障害福祉課 児童福祉法第 24条の35第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 障害 児相 談支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第24条の 35第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第24条の 35第1項 •第 3項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の 川 市指定特定 相 談支援事業者及び指定 障害 児相 談支援事業者指導 監査要 綱

聴聞・弁明手続 （ 平成3 1年4月1日施行 予定） 第1 7条第1 8条記 載で、 行政手続法第1 3条
第2項第3 号に該当し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID107600A 不利益 障害福祉課 児童福祉法第 24条の36》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 障害 児相 談支援事業者の指定の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第24条の 36

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第24条の 36

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 紀の 川 市指定特定 相 談支援事業者及び指定 障害 児相 談支援事業者指導 監査要 綱
（ 平成3 1年4月1日施行 予定） 第1 9条第2 0条。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID107700A 不利益 障害福祉課 児童福祉法第 24条の40第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 障害 児相 談支援事業者の業務管理 体制に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第24条の 40 第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童福祉法第24条の 40 第1項 • 第 3項
児童福祉法施行規則第25条の 26の 8

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の 川 市指定特定 相 談支援事業者及び指定 障害 児相 談支援事業者指導 監査要 綱

聴聞・弁明手続 （ 平成3 1年4月1日施行 予定） 第1 7条第1 8条記 載で、 行政手続法第1 3条
第2項第3 号に該当し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID124000A 不利益 障害福祉課 身体障害者福祉法第 18条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害福祉 サ ー ビスの提供に係る措置 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第18条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 身体障害者福祉法第18条第1項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

適用除外 （ 身体障害者福祉法第1 9条）

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID1241ODA 不利益 障害福祉課 身体障害者福祉法第 18 条第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害者支援施設等 への 入所措憧の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第18条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 身体障害者福祉法第18条第2項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

適用除外 （ 身体障害者福祉法第1 9条）

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID124200A 不利益 障害福祉課 身体障害者福祉法第 38条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害福祉 サ ー ビスの提供等又は 障害者支援施設等 への 入所等の 費用の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第 38条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
身体障害者福祉法第 38条第1項
0紀の 川 市身体障害者福祉法施行 細則第1 0 条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID124450A 不利益 障害福祉課 身体障害者福祉法第 49 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 過料

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第 49条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 身体障害者福祉法第 49条

口設定 ■未設定

未設定理由： 将来的に処分の対 象の 発生が見込まれる ものの、 過去に処分 実績が
なく又は 稀であ って、 あらかじ め処分基準を設定することは 困難であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《 IDl 24500A 不利益 障害福祉課 身体障害者福祉法附則第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 身体障害 児に対する 障害福祉 サ ー ビスの提供に係る措置 解除

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 身体障害 者福祉法附則第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
身体障害 者幅祉法第18条第1項
児童福祉法第 63条の 2

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

適用 除外 （ 身体障害 者福祉法第1 9条）

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《 IDl 70350A 不利益 障害福祉課 知的障害者福祉法第 33 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和2年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 過料

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 知 的障 害者福祉法第 33条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 知 的障 害者福祉法第 33条

口設定 ■未設定

未設定理由： 将来的に処分の対 象の 発生が見込まれる ものの、 過去に処分 実績が
なく又は 稀であって、 あらかじ め処分基準を設定することは 困難であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《 ID181100A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 17 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害 児福祉手当の受給資格の 喪失

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第17条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項 •第 5項、 第17条

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項 •第 3項、 第1条の
2、 第 6条、 別表第1、 別表第 3

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞を付与するが、 行政手続法第1 3条第2項第 4 号に規定する 「金銭の 給付決

聴聞・弁明手続 定の取消しその他の 金銭の 給付を制限する不 利益処分をしよ うとするとき 」 に該
当するた め手続きを省 略する。

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《IDl 81300A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 22条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害 児福祉手当の 返還

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第20 条、 第21条

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項、 第 4条、 第 5条、
第7条、 第8条

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID181400A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 24条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正 利得の 徴収

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第24条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第24条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 81600A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害 児福祉手当の不支給 （第11条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第11条、 第 36条第1項 •第2項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 81700A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査 拒否等による手当支払いの 一 時差止 め （第12条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第12条、 第 35条第1項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 IDl 81 BOOA 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害 児福祉手当の支払いの調 救 （第16条で準用する 児童扶養手当法第 31条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条
児童扶養手当法第 31条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 81900A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別障害 者手当の受給資格の 喪失

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第 3項、 第26条の2

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第2項、 別表第1、 別表第2
障害 児福祉手当及び特 別障害 者手当の支給に関する省令第14条

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞を付与するが、 行政手続法第1 3条第2項第 4 号に規定する 「金銭の 給付決

聴聞・弁明手続 定の取消しその他の 金銭の 給付を制限する不 利益処分をしよ うとするとき 」 に該
当するた め手続を省 略する。

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《ID182000A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の4》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別障害 者手当の支給の調 照

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 4

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の 4

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律施行令第1 0 条
原子爆弾被爆者に対する 援護に関する法律第 31条

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 82200A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別障害 者手当の不支給 （第11条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第11条、 第 36条第1項 •第2項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 82300A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査 拒否等による手当支払いの 一 時差止 め （第12条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第12条、 第 35条第1項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID182400A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別障害 者手当の支払いの調 救 （第16条で準用する 児童扶養手当法第 31条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条
児童扶養手当法第 31条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 82600A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別障害 者手当の 返還 （第22条第2項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第20 条、 第21条、 第22条

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項、 第 4条、 第 5条、
第7条、 第8条

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 82700A 不利益 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正 利得の 徴収 （第24条準用）

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第26条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特 別児厳扶養手当等の支給に関する法律第24条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID266700A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 8 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 自立支援給付の不正 利得に対する 徴収

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第8条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第8条第1項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID266800A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 8条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 介護 給付費等の不正支給を受けた場合の 返還命令

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第8条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第8条第2項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第1 3条第2項第 4 号に該当し、 適用除外。

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID267000A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 24条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障 害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 職権による支給決定の変更

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第24条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第24条第1項 •第

2項

基 準 規 定
障 害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第12条、

第16条
障 害支援 区分に係る 市町村審査 会による 審査及び判定の基準等に関する命令 （ 平
成26年厚生 労働省令第 5 号）

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 滴用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID267100A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 25条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 支給決定の取消し

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第25条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第25条第1項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行令第14条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID268700A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 51 条の10 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 地 域相 談支援給付費又は特例 地 域相 談支援給付費の支給決定の取消し

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51 条の 10 第 1

項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51条の 1 0
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行令第26条の 6

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID269500A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 51条の28第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定特定 相 談支援事業者に対する 措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51 条の 28第 4

項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51 条の 24、 第

基 準 規 定
51条の 28第2項 •第 4項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律に基 づく指定計画
相 談支援の事業の 人員及び 運営に関する基準 （ 平成24年厚生 労働省令第28 号）

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の 川 市指定特定 相 談支援事業者及び指定 障害 児相 談支援事業者指導 監査要 綱

聴聞・弁明手続 （ 平成3 1年4月1日施行 予定） 第1 7条第1 8条記 載で、 行政手続法第1 3条
第2項第3 号に該当し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID269600A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 51条の29第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定特定 相 談支援事業者の指定の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51 条の 29第2

項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 36条第 3項、第
51条の 20 第2項、 第 51条の 22 第 3項、 第 51条の 24第1項 •第2項、 第 51条
の29第2項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行令第22条、第

基 準 規 定
22条の 2、 第26条、 第26条の 1 0、 第26条の 11、 第26条の 14、 第26条の 16、
第26条の 17第2項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第 34 条

の20 の 2第1項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律に基 づく指定計画
相 談支援の事業の 人員及び 運営に関する基準 （ 平成24年厚生 労働省令第28 号）

口設定 ■未設定
末設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準

の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 紀の 川 市指定特定 相 談支援事業者及び指定 障害 児相 談支援事業者指導 監査要 綱
（ 平成3 1年4月1日施行 予定） 第1 9条第2 0条。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID269700A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 51条の33第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定 相 談支援事業者に対する措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51 条の 33 第 3

項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 51 条の 33 第 1

基 準 規 定
項 •第 3項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第 34 条

の 61

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は 不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の 川 市指定特定 相 談支援事業者及び指定 障害 児相 談支援事業者指導 監査要 綱

聴聞・弁明手続 （ 平成3 1年4月1日施行 予定） 第1 7条第1 8条記 載で、 行政手続法第1 3条
第2項第3 号に該当し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID270200A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律第 57 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 自立支援 医療費の支給認定の取消し

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 57条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の H 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律第 57条第1項
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行令第 34条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID290200A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律施行規則第 34条の6第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定 障害 者特 別給付費等の支給の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害 者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第 34 条

の 6第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害 者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第 34 条

の 6第1項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID290300A 不利益 障害福祉課 障害者の日 常生 活及び社会生 活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条の55 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 計画 相 談支援給付費の支給の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第 34 条

の 55第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合 的に支援するた めの法律施行規則第 34 条

の 55第1項

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 IDl 81091A 不利益 こ ど も課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別児章扶養手当の 減額改定 （ 児章扶養手当法第8条第 3項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条
児童扶養手当法第8条第 3項

■設定 □未設定

（ 児童扶養手当法の準用）
第16条 児童扶養手当法第 5条の 2第1項及び第3項、 第 8条、 第22条から第

25条まで並びに第 31条の規定は、 手当について準用する。 この場合において、
同 法第 5条の 2第1項 中 「基本 額」 とあるのは 「特 別児童扶養手当の 額」 と、 同

条第3項 中 「前 2項」 とあるのは 「第1項」 と、 同 法第 8条第1項 中 「 監護等 児
童があるに 至った場合 」 とあるのは 「監護し若しくは 養 育する 障害 児があるに
至った場合又はその 監護し若しくは 養 育する 障害 児の 障害の 程度が 増進した場

処 分 基 準 合 」 と、 同 条第3項 中 「 監護等 児童の 数が 減じ 」 とあるのは 「その 監護し若しく
は 養 育する 障害 児の 数が 減じ、 又はその 障害 児の 障害の 程度が 低下し 」 と、 「そ
の 減じ 」 とあるのは 「その 減じ、 又は 低下し 」 と、 同 法第23条第1項 中 「都道
府県知事 」 とあるのは 「厚生 労働大臣」 と、 同 法第 31 条 中 「第12条第2項」

とあるのは 「特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第 9条第2項」 と、 「金額
の全部又は 一部 」 とあるのは 「金額」 と 読み替 える ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《IDl 81092A 不利益 こ ど も課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別児章扶養手当の支払の調整 （ 児童扶養手当法第 31条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条
児童扶養手当法第 31条

■設定 □未設定

（ 児童扶養手当法の準用）
第16条 児童扶養手当法第 5条の 2第1項及び第3項、 第 8条、 第22条から第

25条まで並びに第 31条の規定は、 手当について準用する。 この場合において、
同 法第 5条の 2第1項 中 「基本 額」 とあるのは 「特 別児童扶養手当の 額」 と、 同

条第3項 中 「前 2項」 とあるのは 「第1項」 と、 同 法第 8条第1項 中 「 監護等 児
童があるに 至った場合 」 とあるのは 「監護し若しくは 養 育する 障害 児があるに
至った場合又はその 監護し若しくは 養 育する 障害 児の 障害の 程度が 増進した場

処 分 基 準 合 」 と、 同 条第3項 中 「 監護等 児童の 数が 減じ 」 とあるのは 「その 監護し若しく
は 養 育する 障害 児の 数が 減じ、 又はその 障害 児の 障害の 程度が 低下し 」 と、 「そ
の 減じ 」 とあるのは 「その 減じ、 又は 低下し 」 と、 同 法第23条第1項 中 「都道
府県知事 」 とあるのは 「厚生 労働大臣」 と、 同 法第 31 条 中 「第12条第2項」

とあるのは 「特 別児童扶養手当等の支給に関する法律第 9条第2項」 と、 「金額
の全部又は 一部 」 とあるのは 「金額」 と 読み替 える ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID105650A 不利益 こ ど も課 児童福祉法第 21条の13》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 事務の適正な 実施のた めの 監督上の命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第21条の 13

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第21条の 13

■設定 □未設定

［ 監督上必要な命令〕
第21 条の 13 市町村長は、 第21 条の 11 第3項の規定により行われる調 朦等の

事務の適正な 実施を確保するた め必要があると認 めるときは、 その事務を受託
した者に対し、 当該事務に関し 監督上必要な命令をすることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID105700A 不利益 こ ど も課 児童福祉法第 22条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 助 産施設 への 入所の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 児童福祉法第22条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第22条第1項

■設定 □未設定

［助 産施設 への 入所〕
第22条 都道府県、 市及び福祉事務所を設憧する 町村 （ 以 下 「都道府県等 」 とい

う。） は、それ ぞれその設置する福祉事務所の所管 区域内にお ける 妊産婦が、保
健上必要があるに もかかわらず、 経済的理由により、 入 院助 産を受けることが
できない場合において、 その 妊産婦から 申 込みがあったときは、 その 妊産婦に
対し助 産施設において助 産を行わな けれ ばならない。 た だし、 付近に助 産施設
がない等 やむを 得ない事由があるときは、 この限りでない。

② 前項に規定する 妊産婦であって助 産施設にお ける助 産の 実施 （ 以 下 「助 産の
実施 」 とい う。） を 希望する者は、 内 閣府令の定 めるとこ ろにより、 入所を 希望

する助 産施設その他 内 閣府令の定 める事項を記 載した 申 込書を 都道府県等に提
出しな けれ ばならない。 この場合において、 助 産施設は、 内 閣府令の定 めると

こ ろにより、 当該 妊産婦の 依頼を受けて、 当該 申 込書の提出を 代わって行 うこ
処 分 基 準 とができる。

③ 都道府県等は、第25条の 7第2項第3 号、第25条の 8第3 号又は第26条第
1項第 5 号の規定による報告又は 通知を受けた 妊産婦について、 必要があると
認 めるときは、 当該 妊産婦に対し、 助 産の 実施の 申 込みを勧奨しな けれ ばなら
な し ‘。

④ 都道府県等は、 第1項に規定する 妊産婦の助 産施設の 選択及び助 産施設の適
正な 運営の確保に 資するた め、 内 閣府令の定 めるとこ ろにより、 当該 都道府県
等の設置する福祉事務所の所管 区域内にお ける助 産施設の設置者、 設備及び 運
営の状況その他の 内 閣府令の定 める事項に関し 情報の提供を行わな けれ ばなら

な し ‘。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

児童福祉法第 33 条の 5 に よ り 適用 除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID105800A 不利益 こ ど も課 児童福祉法第 23条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 母子生活支援施設 への 入所の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 児童福祉法第23条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第23条第1項

■設定 □未設定

［ 母子生活支援施設 への 入所〕
第23条 都道府県等は、それ ぞれその設置する福祉事務所の所管 区域内にお ける

保 護者が、 配偶者のない 女子又はこれに準ずる事 情にある 女子であって、 その
者の 監誰すべき 児童の福祉に 欠けるとこ ろがある場合において、 その保 護者か
ら 申 込みがあったときは、 その保 護者及び 児童を 母子生活支援施設において保
護しな けれ ばならない。 た だし、 やむを 得ない事由があるときは、 適当な施設
への 入所のあっせ ん、生活保 護法 （ 昭和25年法律第144 号） の適用等適 切な保
護を行わな けれ ばならない。

② 前項に規定する保 護者であって 母子生活支援施設にお ける保 護の 実施 （ 以 下
「母子保 護の 実施 」 とい う。） を 希望する ものは、 内 閣府令の定 めるとこ ろによ

り、 入所を 希望する 母子生活支援施設その他 内 閣府令の定 める事項を記 載した

処 分 基 準 申 込書を 都道府県等に提出しな けれ ばならない。 この場合において、 母子生活
支援施設は、 内 閣府令の定 めるとこ ろにより、 当該保 護者の 依頼を受けて、 当
該 申 込書の提出を 代わって行 うことができる。

③ 都道府県等は、 前項に規定する保 誰者が特 別な 事清により当該 都道府県等の
設置する 幅祉事務所の所管 区域外の 母子生活支援施設 への 入所を 希望するとき
は、 当該施設 への 入所について必要な 連絡及び調整を 図らな けれ ばならない。

④ 都道府県等は、 第25条の 7第2項第3 号、 第25条の 8第3 号若しくは第26
条第1項第 5 号又は 売春防止法 （ 昭和31年法律第118 号） 第 36条の 2の規定
による報告又は 通知を受けた保 護者及び 児童について、 必要があると認 めると
きは、その保 護者に対し、 母子保 護の 実施の 申 込みを勧奨しな けれ ばならない。

⑤ 都道府県等は、 第1項に規定する保 護者の 母子生活支援施設の 選択及び 母子
生活支援施設の適正な 運営の確保に 資するた め、 内 閣府令の定 めるとこ ろによ
り、 母子生活支援施設の設置者、 設備及び 運営の状況その他の 内 閣府令の定 め
る事項に関し 情報の提供を行わな けれ ばならない。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

児童福祉法第 33条の 5により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID107720A 不利益 こ ど も課 児童福祉法第 25条の7第 1項第 2号》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童等を 社会福祉 主事等に指導させる措置の 解除

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第25条の 7第1項第2 号

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第25条の 7第1項第2 号

■設定 □未設定

［要保 護 児童等に対する措置〕
第25条の 7 市町村 （次項に規定する 町村を除く。） は、 要保 護 児童若しくは要

支援児童及びその保 護者又は特定 妊婦 （次項において 「要保 護 児童等 」 とい う。）
に対する支援の 実施状況を 的確に 把握する ものとし、第25条第1項の規定によ
る 通告を受けた 児童及び 相 談に 応じた 児童又はその保 護者 （ 以 下 「通告 児童等 」
とい う。） について、必要があると認 めたときは、次の各 号のいずれかの措憧を
採らな けれ ばならない。
(1) 第27条の措置を要すると認 める者並びに 医学的、 心理 学的、 教育学的、

社会 学的及び 精神保健上の判定を要すると認 める者は、 これを 児童相 談所に
送致すること。

(2) 通告 児童等を当該 市町村の設置する福祉事務所の知 的障害者福祉法 （ 昭
和35年法律第 37 号） 第 9条第6項に規定する知 的障害者福祉 司 （ 以 下 「知

処 分 基 準 的障害者 幅祉 司 」 とい う。） 又は 社会 幅祉 主事に指導させること。
(3) 児童 自立生活援助の 実施が適当であると認 める 児童は、 これをその 実施

に係る 都道府県知事に報告すること。
(4) 児童虐待の防止等に関する法律第 8条の 2第1項の規定による 出 頭の求

め及び調査若しくは質 問、第29条若しくは 同 法第 9条第1項の規定による立
入り及び調杏若しくは質 間又は第 33 条第1項若しくは第2項の規定による
一 時保 護の 実施が適当であると認 める者は、 これを 都道府県知事又は 児童相
談所 長に 通知すること。

② 福祉事務所を設置していない 町村は、 要保 護 児童等に対する支援の 実施状況
を 的確に 把握する ものとし、 通告 児童等又は 妊産婦について、 必要があると認
めたときは、 次の各 号のいずれかの措置を 採らな けれ ばならない。
(1) 第27条の措置を要すると認 める者並びに 医学的、 心理 学的、 教育学的、

社会 学的及び 精神保健上の判定を要すると認 める者は、 これを 児童相 談所に
送致すること。



(2) 次条第2 号の措置が適当であると認 める者は、 これを当該 町村の 属する
都道府県の設置する福祉事務所に 送致すること。

( 3 )  助 産の 実施又は 母子保 護の 実施が適当であると認 める者は、 これをそれ
ぞれその 実施に係る 都道府県知事に報告すること。

( 4 )  児童 自立生活援助の 実施が適当であると認 める 児童は、 これをその 実施
に係る 都道府県知事に報告すること。

( 5 )  児童虐待の防止等に関する法律第 8条の 2第1項の規定による 出 頭の求
め及び調査若しくは質 問、第 29条若しくは 同 法第 9条第1項の規定による立
入り及び調査若しくは質 問又は第 33 条第1項若しくは第2項の規定による
一 時保 護の 実施が適当であると認 める者は、 これを 都道府県知事又は 児童相
談所 長に 通知すること。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID175500A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 4条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 受給資格の 喪失

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第 4条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第 3条第1項、 第 4条

■設定 □未設定

（支給要件）
第 4条 都道府県知事、 市長 （特 別 区の 区長を 含む。 以 下 同 じ。） 及び福祉事務所

（ 社会福祉法 （ 昭和26年法律第 45 号） に定 める 幅祉に関する事務所をい う。
以 下 同 じ。） を管理する 町村長 （ 以下 「都道府県知事等 」 とい う。） は、次の各 号

に 掲げる場合の 区分に 応じ、 それ ぞれ当該各 号に定 める者に対し、 児童扶養手
当 （ 以下 「手当 」 とい う。） を支給する。
(1) 次のイからホまでのいずれかに該当する 児童の 母が当該 児童を 監護する

場合 当該 母
イ 父母が 婚姻を 解消した 児童
ロ 父が 死亡した 児童
ハ 父が政令で定 める 程度の 障害の状 態にある 児童
二 父の生 死が 明らかでない 児童

処 分 基 準 ホ その他イから 二までに準ずる状 態にある 児童で政令で定 める もの
(2) 次のイからホまでのいずれかに該当する 児童の 父が当該 児童を 監護し、

かつ、 これと生計を 同 じくする場合 当該 父
イ 父母が 婚姻を 解消した 児童
ロ 母が 死亡した 児童
ハ 母が前 号 ハの政令で定 める 程度の 障害の状 態にある 児童
二 母の生 死が 明らかでない 児童

ホ その他イから 二までに準ずる状 態にある 児童で政令で定 める もの
( 3 )  第1 号イからホまでのいずれかに該当する 児童を 母が 監護しない場合若

しくは 同 号イからホまでのいずれかに該当する 児童 （ 同 号 口に該当する もの
を除く。）の 祉がない場合であって、当該 母 以外の者が当該 児童を 養 育する （ 児
童と 同 居して、 これを 監護し、 かつ、 その生計を 維持することをい う。 以下
同 じ。） とき、前 号イからホまでのいずれかに該当する 児童を 父が 監護しない

か、若しくはこれと生計を 同 じくしない場合 （ 父がない場合を除く。） 若しく



は 同 号イからホまでのいずれかに該当する 児童 （ 同 号 口に該当する ものを除
く。） の 父がない場合であって、 当該 父 以外の者が当該 児章を 養 育するとき、
又は 父母がない場合であって、 当該 父母 以外の者が当該 児童を 養 育するとき
当該 養 育者

2 前項の規定にかかわらず、 手当は、 母又は 養 育者に対する手当にあっては 児
童が第1 号から第 4 号までのいずれかに該当するとき、 父に対する手当にあっ

ては 児童が第1 号、 第2 号、 第 5 号又は第6 号のいずれかに該当するときは、
当該 児童については、 支給しない。
(1) 日本 国内に 住所を有しないとき。
(2) 児童福祉法 （ 昭和22年法律第164 号） 第6条の 4に規定する 里親に委託

されているとき。
(3) 父と生計を 同 じくしているとき。 た だし、 その者が前項第1 号 ハに規定

する政令で定 める 程度の 障害の状 態にあるときを除く。
(4) 母の 配偶者 （前項第1 号 ハに規定する政令で定 める 程度の 障害の状 態に

ある 父を除く。） に 養 育されているとき。
(5) 母と生計を 同 じくしているとき。 た だし、 その者が前項第1 号 ハに規定

する政令で定 める 程度の 障害の状 態にあるときを除く。
(6) 父の 配偶者 （前項第1 号 ハに規定する政令で定 める 程度の 障害の状 態に

ある 母を除く。） に 養 育されているとき。
3 第1項の規定にかかわらず、 手当は、 母に対する手当にあっては当該 母が、

父に対する手当にあっては当該 父が、 養 育者に対する手当にあっては当該 養 育
者が、日本 国内に 住所を有しないときは、 支給しない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第2 号により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID175550A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 4条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の調整

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第 4条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第 4条の 2

■設定 □未設定

（支給の調整）
第 4条の 2 同 一の 児童について、 父及び 母のいずれ もが手当の支給要件に該当

するとき、 又は 父及び 養 育者のいずれ もが手当の支給要件に該当するときは、
当該 父に対する手当は、 当該 児童については、 支給しない。

処 分 基 準 2 同 一の 児童について、 母及び 養 育者のいずれ もが手当の支給要件に該当する
ときは、 当該 養 育者に対する手当は、 当該 児童については、 支給しない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID175750A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 8条第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の 減額改定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第8条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第8条第 3項

■設定 □未設定

（手当の 額の改定 時期）
第 8条 手当の支給を受けている者につき、 新たに 監護等 児童があるに 至った場

合にお ける手当の 額の改定は、 その者がその改定後の 額につき認定の 請求をし
た日の 属する月の 翌月から行 う。

処 分 基 準 2 前条第2項の規定は、 前項の改定について準用する。
手当の支給を受けている者につき、 監護等 児童の 数が 減じた場合にお ける手

当の 額の改定は、 その 減じた日の 属する月の 翌月から行 う。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行 政手続法第13条第2項第 4 号により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID175800A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 9条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （所 得限度 超過）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第 9条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 9条
児童扶養手当法施行令第2条の 3、 第2条の 4、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定

（支給の制限）
第 9条 手当は、受給資格者 （第 4条第1項第1 号 口又は 二に該当し、かつ、 母が

ない 児童、 同 項第2 号 口又は 二に該当し、 かつ、 父がない 児童その他政令で定
める 児童の 養 育者を除く。 以下この項において 同 じ。） の前年の所 得が、その者

の所 得税法 （ 昭和40 年法律第 33 号） に規定する 同 一生計配偶者及び 扶養 親族
（ 以 下 「扶養 親族等 」 とい う。） 並びに当該受給資格者の 扶養 親族等でない 児童

で当該受給資格者が前年の 12月31日において生計を 維持した ものの有 無及び
数に 応じて、 政令で定 める 額以上であるときは、 その年の 11 月から 翌年の 1 0

処 分 基 準 月までは、 政令の定 めるとこ ろにより、 その全部又は 一部を支給しない。
2 受給資格者が 母である場合であってその 監護する 児童が 父から当該 児童の 養

育に必要な 費用の支払を受けたとき、 又は受給資格者が 父である場合であって
その 監護し、 かつ、 これと生計を 同 じくする 児童が 母から当該 児童の 養 育に必
要な 費用の支払を受けたときは、 政令で定 めるとこ ろにより、 受給資格者が当
該 費用の支払を受けた ものと みなして、前項の所 得の 額を計算する ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID175900A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 9条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （所 得限度 超過）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第 9条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 9条の 2
児童扶養手当法施行令第2条の 4、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定

第 9条の 2 手当は、 受給資格者 （前条第1項に規定する 養 育者に限る。 以 下こ
の条において 同 じ。） の前年の所 得が、その者の 扶養 親族等及び当該受給資格者
の 扶養 親族等でない 児童で当該受給資格者が前年の 12 月31日において生計を
維持した ものの有 無及び 数に 応じて、 政令で定 める 額以上であるときは、 その

処 分 基 準 年の 11月から 翌年の 1 0 月までは、 支給しない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID176000A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 10条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （ 父又は 母に対する支給制限）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第1 0 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第1 0 条
児童扶養手当法施行令第2条の 4第8項、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定

第1 0 条 父又は 母に対する手当は、その 父若しくは 母の 配偶者の前年の所 得又は
その 父若しくは 母の 民法 （ 明 治29年法律第89 号） 第877条第1項に定 める 扶
養 義務者でその 父若しくは 母と生計を 同 じくする ものの前年の所 得が、 その者
の 扶養 親族等の有 無及び 数に 応じて、 政令で定 める 額以上であるときは、 その

処 分 基 準 年の 11月から 翌年の 1 0 月までは、 支給しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID1761OD A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 11条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （ 養 育者に対する支給制限）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第11条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第11条
児童扶養手当法施行令第2条の 4第8項、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定

第11条 養 育者に対する手当は、その 養 育者の 配偶者の前年の所 得又はその 養 育
者の 民法第877条第1項に定 める 扶養 義務者でその 養 育者の生計を 維持する も
のの前年の所 得が、 その者の 扶養 親族等の有 無及び 数に 応じて、 前条に規定す
る政令で定 める 額以上であるときは、 その年の 11 月から 翌年の 10 月までは、

処 分 基 準 支給しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID176200A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 12条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の 返還

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第12条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第12条第2項
児童扶養手当法施行令第2条の 4第1項 •第7項 •第8項、 第 5条

■設定 □未設定

第12条 震災、風水害、火災その他これらに 類する 災害により、 自 己又は所 得税
法に規定する 同 一生計配偶者若しくは 扶養 親族の所有に係る 住宅、 家財又は政
令で定 めるその他の 財産につき 被害 金額 （保 険金、 損害 賠償金等により 補充さ
れた 金額を除く。） がその 価格のおお む ね2分の 1 以 上である 損害を受けた者

（ 以 下 「被災者 」 とい う。） がある場合においては、その 損害を受けた月から 翌
年の 1 0 月までの手当については、その 損害を受けた年の前年又は前 々年にお け
る当該 被災者の所 得に関しては、 第 9条から前条までの規定を適用しない。

2 前項の規定の適用により 同 項に規定する 期 間に係る手当が支給された場合に
おいて、 次の各 号に該当するときは、 その支給を受けた者は、 政令の定 めると
こ ろにより、 それ ぞれ当該各 号に規定する手当で 同 項に規定する 期 間に係る も
のに 相当する 金額の全部又は 一部を 都道府県、 市 （特 別 区を 含む。） 又は福祉事

処 分 基 準 務所を設置する 町村 （ 以 下 「都道府県等 」 とい う。） に 返還しな けれ ばならない。
(1) 当該 被災者 （第 9条第1項に規定する 養 育者を除く。 以 下この 号におい

て 同 じ。） の当該 損害を受けた年の所 得が、当該 被災者の 扶養 親族等及び当該
被災者の 扶養 親族等でない 児童で当該 被災者がその年の 12 月31日において

生計を 維持した ものの有 無及び 数に 応じて、 第 9条第1項に規定する政令で
定 める 額 以上であること。 当該 被災者に支給された手当

(2) 当該 被災者 （第 9条第1項に規定する 養 育者に限る。 以 下この 号におい
て 同 じ。） の当該 損害を受けた年の所 得が、当該 被災者の 扶養 親族等及び当該
被災者の 扶養 親族等でない 児童で当該 被災者がその年の 12 月31日において

生計を 維持した ものの有 無及び 数に 応じて、 第 9条の 2に規定する政令で定
める 額以上であること。 当該 被災者に支給された手当

(3) 当該 被災者の当該 損害を受けた年の所 得が、 当該 被災者の 扶養 親族等の
有 無及び 数に 応じて、 第 1 0 条に規定する政令で定 める 額 以 上であること。
当該 被災者を 配偶者又は 扶養 義務者とする者に支給された手当



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID176300A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 13条の2第 1項 • 第 2項 • 第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
児童扶養手当の 支給の制限 （ 父又は 母の 死亡に係る公的年金給付を受けることが

できるとき等）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第13条の 2第1項 ・第2項 •第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
児童扶養手当法第13条の 2

基 準 規 定 児童扶養手当法施行令第 6条の 2、 第 6条の 3、 第 6条の 4、 第 6条の 5、 第 6条
の 6、 第 6条の 7

■設定 □未設定

第13条の 2 手当は、 母又は 養 育者に対する手当にあっては 児童が第1 号、第2
号又は第 4 号のいずれかに該当するとき、 父に対する手当にあっては 児童が第
1 号、 第3 号又は第 4 号のいずれかに該当するときは、 当該 児童については、
政令で定 めるとこ ろにより、 その全部又は 一部を 支給しない。
(1) 父又は 母の 死亡について 支給される公的年金給付を受けることができる

とき。 た だし、 その全 額につきその 支給が停止されているときを除く。
(2) 父に 支給される公的年金給付の 額の 加算の対 象となっているとき。
(3) 母に支給される公的年金給付の 額の 加算の対 象となっているとき。
(4) 父又は 母の 死亡について 労働基準法 （ 昭和22年法律第 49 号） の規定に

よる 遣族補償その他政令で定 める法令によるこれに 相当する 給付 （ 以 下この
条において 「遺族補償等 」 とい う。） を受けることができる場合であって、 当

処 分 基 準 該 遺族補償等の 給付事由が 発生した日から6年を経過していないとき。
2 手当は、 受給資格者が次に 掲 げる場合のいずれかに該当するときは、 政令で

定 めるとこ ろにより、 その全部又は 一部を支給しない。
(1) 国民年金法の規定に基 づく 障害基 礎年金その他 障害を支給事由とする政
令で定 める 給付 （次項において 「障害基 礎年金等 」 とい う。） 及び 国民年金法
等の 一部を改正する法律 （ 昭和60 年法律第 34 号） 附則第 32条第1項の規定
によりなお従前の例による ものとされた 同 法第1条による改正前の 国民年金
法に基 づく 老齢福祉年金 以外の公的年金給付を受けることができるとき。 た
だし、 その全 額につきその 支給が停止されているときを除く。

(2) 遺族補償等 （ 父又は 母の 死亡について 支給される ものに限る。） を受ける
ことができる場合であって、 当該 遺族補償等の 給付事由が 発生した日から6
年を経過していないとき。

3 手当は、 受給資格者が 障害基 礎年金等の 給付を受けることができるとき （そ
の全 額につきその支給が停止されているときを除く。） は、政令で定 めるとこ ろ



により、 当該 障害基 礎年金等の 給付 （ 子を有する者に係る 加算に係る部分に限
る。） の 額に 相当する 額を 支給しない。

4 第1項各 号 列記 以外の部分及び前項の政令を定 めるに当たっては、 監護等 児
童が 2 人 以上である受給資格者に 支給される手当の 額が 監護等 児章が 一人であ

る受給資格者に 支給される手当の 額を 下 回ることのないよ うにする ものとす
る。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID176400A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 13 条の3 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 (5年経過時等）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第13条の 3第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
児童扶養手当法第13条の 3第1項

基 準 規 定 I 児童扶養手当法施行令第7条、 第8条
児童扶養手当法施行規則第24条の 5

■設定 □未設定

第 13 条の 3 受給資格者 （ 養 育者を除く。 以下この条において 同 じ。） に対する
手当は、 支給開始月の 初日から 起算して 5年又は手当の支給要件に該当するに
至った日の 属する月の 初日から 起算して 7年を経過したとき （第6条第1項の

規定による認定の 請求をした日において 3 歳未 満の 児童を 監護する受給資格者
にあっては、 当該 児章が 3 歳に 達した日の 属する月の 翌月の 初日から 起算して
5年を経過したとき） は、政令で定 めるとこ ろにより、その 一部を 支給しない。

た だし、 当該支給しない 額は、 その経過した日の 属する月の 翌月に当該受給資
処 分 基 準 I 格者に支払 うべき手当の 額の 2分の 1に 相当する 額を 超 えることができない。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

2 受給資格者が、 前項に規定する 期 間を経過した後において、 身体上の 障害が
ある場合その他の政令で定 める事由に該当する場合には、 当該受給資格者につ
いては、 内 閣府令で定 めるとこ ろにより、 その該当している 期 間は、 同 項の規
定を適用しない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID176500A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 14条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

工：：I] ：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の不支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第14条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第14条、 第29条第1項 •第2項
児童扶養手当法施行規則第24条の 3

■設定 □未設定

第14条 手当は、次の各 号のいずれかに該当する場合においては、その 額の全部
又は 一部を支給しないことができる。
(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に
従わず、 又は 同 項の規定による当該職員の質 問に 応じなかったとき。

(2) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に
従わず、 又は 同 項の規定による当該職員の 診断を 拒んだとき。

処 分 基 準 (3) 受給資格者が、 当該 児童の 監護又は 養 育を 著しく 怠つているとき。
( 4 )  受給資格者 （ 養 育者を除く。） が、正当な理由がなくて、求職活動その他

内 閣府令で定 める 自立を 図るた めの活動をしなかったとき。
( 5 )  受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の 請求又は第28条第1項

の規定による届出に関し、 虚偽の 申 請又は届出をしたとき。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 IDl 76600A 不利益 こ ど も課 児童扶養手当法第 15 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈：：I]：： 4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査 拒否等による手当 差止 め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第15条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第28条第1項

■設定 □未設定

第15条 手当の支給を受けている者が、 正当な理由がなくて、 第28条第1項の
規定による届出をせず、 又は 書類その他の物件を提出しないときは、 手当の支
払を 一 時差しと めることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 IDl 76700A 不利益 こ ど も課 児童扶養手当法第 23 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当に係る不正受給者の受給額相当 額の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第23条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第23条第1項

■設定 □未設定

（不正 利得の 徴収）
第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、 都道

府県知事等は、 国税徴収の例により、 受給額に 相当する 金額の全部又は 一部を
その者から 徴収することができる。

2 国民年金法第 96条第1項から第 5項まで、第 97条及び第 98条の規定は、前

処 分 基 準 項の規定による 徴収金の 徴収について準用する。 この場合において、 同 法第 97
条第1項 中 「年14. 6 パーセ ン ト （当該 督促が保 険料に係る ものであるときは、
当該 納期限の 翌日から 3月を経過する日までの 期間については、 年7 . 3 パーセ
ン ト） 」 とあるのは、 「年14. 6 パーセ ン ト 」 と 読み替 える ものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 滴用除外

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ］ 平成31年3月31日



《 ID176720A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 31 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈二： 4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支払の調 朦

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童扶養手当法第 31条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第 31条

■設定 □未設定

（手当の支払の調整）
第 31条 手当を支給すべきでないに もかかわらず、手当の支給としての支払が行

なわれたときは、 その支払われた手当は、 その後に支払 うべき手当の 内 払と み
なすことができる 。第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に 相当
する 金額の全部又は 一部を 返還すべき場合にお けるその 返還すべき 金額及び手

処 分 基 準 当の 額を 減額して改定すべき事由が生じたに もかかわらず、 その事由が生じた
Hの 属する月の 翌月以 降の分として 減額しない 額の手当が支払われた場合にお
ける当該手当の当該 減額すべきであった部分について も、 同 様とする 。

【基準】
上記の条文及び基準規定による 。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《 ID180400A 不利益 こ ど も課 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31 条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正 利得の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 母子及び 父子並びに 寡婦福祉法第 31条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 母子及び 父子並びに 寡婦福祉法第 31条の 2

■設定 □未設定

（不正 利得の 徴収）
第 31 条の 2 偽りその他不正の手段により 母子家庭 自立支援給付金の支給を受

けた者があるときは、 都道府県知事等は、 受給額に 相当する 金額の全部又は 一

部をその者から 徴収することができる 。
処 分 基 準

【基準】
上記の条文による 。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 80710A 不利益 こ ど も課 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31条の10》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈二： 4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 父子家庭 自立支援給付金の不正 利得の 徴収 （第 31条の 2準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 母子及び 父子並びに 寡婦福祉法第 31条の 10

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 母子及び 父子並びに 寡婦福祉法第 31条の 2

■設定 □未設定

（ 父子家庭 自立支援給付金）
第 31 条の 10 第 31 条から第 31 条の 4までの規定は、 配偶者のない 男 子で 現に

児童を 扶養している ものについて準用する。 この場合において、第 31条 中 「母
子家庭 自立支援給付金」 とあるのは 「父子家庭 自 吃支援給付金」 と、 同 条第1 号
中 「母子家庭 自立支援教育訓練給付金」 とあるのは 「父子家庭 自立支援教育訓
練給付金」 と、 同 条第2 号 中 「母子家庭高等職業 訓練促進給付金」 とあるのは

処 分 基 準 「父子家庭高等職業 訓練促進給付金」 と、 第 31条の 2 中 「母子家庭 自立支援給
付金」 とあるのは 「父子家庭 自立支援給付金」 と、 第 31 条の 3及び第 31条の
4 中 「母子家庭 自立支援教育訓練給付金又は 母子家庭裔等職業 訓練促進給付金」

とあるのは 「父子家庭 自立支援教育訓錬給付金又は 父子家庭高等職業 訓練促進
給付金」 と 読み替 える ものとする。

【基準】
上 記の条 文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 87800A 不利益 こ ど も課 母子保健法第 21条の4第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 養 育医療の 給付を受けた者又はその 扶養 義務者に対する 費用 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 母子保健法第 2 1条の 4第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
母子保健法第 2 1条の 4第 1項
0紀の 川 市母子保健法に関する規則第 6条、 別表

■設定 □未設定

（ 費用の 徴収）
第 2 1条の 4 第 20条の規定による 養 育 医療の 給付に要する 費用を支弁した 市町

村長は、当該措 骰を受けた者又はその 扶養 義務者から、その 負担能力に 応じて、
当該措置に要する 費用の全部又は 一部を 徴収することができる。

2 前項の規定による 費用の 徴収は、 徴収されるべき者の 居住地又は 財産所 在地
の 市町村に 嘱託することができる。

3 第1項の規定により 徴収される 費用を、 指定の 期限 内に 納付しない者がある
ときは、 地方 税の 滞納処分の例により処分することができる。 この場合にお け
る 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

0紀の 川 市母子保健法に関する規則
（ 費用の 徴収）

処 分 基 準 第 6条 市長は、 法第 2 1条の 4第 1項の規定により、 給付を受けた者 （ 以 下 「受
給者 」 とい う。 ）又はその 扶養 義務者からその 費用を 徴収する。

2 前項の規定により 徴収する 費用 （ 以下 「徴収金」 とい う。 ）の 額は、 別表に 掲げ
る受給者の 属する 世帯の 階屑 区分に 応じ、 それ ぞれ 同 表に定 める 徴収基準月額
とする。

3 前項の規定にかかわらず、 同 一世帯から 同 時に 2 人 以上の者が 給付を受けた場
合においては、 その月の 入 院日 数が 最 も 長期になる受給者に係る 徴収金につい
ては 同 項の規定による 徴収基準月額とし、 その他の者に係る 徴収金の 額につい
ては 別表に 掲 げる 世帯の 階層 区分に 応じ、 それ ぞれ 同 表に定 める 徴収基準 加算
月額とする。

4 前 2項の規定にかかわらず、 これらの規定による 徴収金の 額が法第 2 1条の規
定により 市が支弁した 額を 超 えるときは、 当該 市が支弁した 額を 徴収金の 額と
する。

別表 省 略



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 逝用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和2年3月31日



《 ID207300A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第 4 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈：：I]：： 4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 受給資格の 喪失

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童手当法第 4条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第 4条第2項

■設定 □未設定

（支給要件）
第 4条 児童手当は、 次の各 号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 次のイ又は 口に 掲 げる 児童 （ 以下 「支給要件 児童」 とい う。） を 監護し、
かつ、 これと生計を 同 じくするその 父又は 母 （当該支給要件 児童に係る 未 成
年後見人があるときは、 その 未 成年後見人とする。 以 下この項において 「父
母等 」 とい う。） であって、日本 国内に 住所 （ 未 成年後見人が法 人である場合

にあっては、 主たる事務所の所 在地とする。） を有する もの
イ 15 歳に 達する日 以後の 最初の 3月 31 日までの間にある 児童 （施設 入所等

児童を 除く。 以 下この 章及び附則第2条第2項において 「 中学校修了前の 児
童」 とい う。）

ロ 中 学校修了前の 児童を 含む2 人以上の 児童 （施設 入所等 児童を 除く。）
(2) 日本 国内に 住所を有しない 父母等がその生計を 維持している支給要件 児

処 分 基 準 童と 同 居し、 これを 監護し、 かつ、 これと生計を 同 じくする者 （当該支給要
件 児童と 同 居することが 困難であると認 められる場合にあっては、 当該支給
要件 児童を 監護し、 かつ、 これと生計を 同 じくする者とする。） の う ち、 当該
支給要件 児童の生計を 維持している 父母等が指定する者であって、 日本 国内
に 住所を有する もの （当該支給要件 児童の 父母等を 除く。 以 下 「父母指定者 」
と し ヽ う。）

(3) 父母等又は 父母指定者のいずれに も 監護されず又はこれらと生計を 同 じ
くしない支給要件 児童を 監護し、 かつ、 その生計を 維持する者であって、 日
本 国内に 住所を有する もの

(4) 15 歳に 達する日 以後の 最初の 3月 31 日までの 間にある施設 入所等 児童
（ 以 下 「 中 学校修了前の施設 入所等 児童」 とい う。） が委託されている 小規 模

住居型児童養 育事業を行 う者若しくは 里親又は 中 学校修了飢の施設 入所等 児
童が 入所若しくは 入 院をしている 障害 児入所施設、 指定 発達支援 医療機関、
乳児院等、 障害者支援施設、 の ぞみの 園、 救護施設、 更生施設、 日 常生 活支



援住居施設若しくは 婦人保 護施設 （ 以 下 「障害 児入所施設等 」 とい う。） の設
置者

2 前項第1 号の場合において、 児童を 監護し、 かつ、 これと生計を 同 じくする
その 未 成年後見人が 数人あるときは、 当該 児童は、 当該 未 成年後見人の う ちい
ずれか当該 児童の生計を 維持する 程度の 高い者によって 監護され、 かつ、 これ
と生計を 同 じくする ものと みなす。

3 第1項第1 号又は第2 号の場合において、 父及び 母、 未 成年後見人並びに 父
母指定者の う ちいずれか 2 以上の者が当該 父及び 母の 子である 児童を 監護し、

かつ、 これと生計を 同 じくするときは、 当該 児章は、 当該 父若しくは 母、 未 成
年後見人又は 父母指定者の う ちいずれか当該 児厳の生計を 維持する 程度の 高い
者によって 監護され、 かつ、 これと生計を 同 じくする ものと みなす。

4 前 2項の規定にかかわらず、 児章を 監護し、 かつ、 これと生計を 同 じくする
その 父若しくは 母、 未 成年後見人又は 父母指定者の う ちいずれか 一の者が当該
児童と 同 居している場合 （当該いずれか 一の者が当該 児童を 監護し、 かつ、 こ

れと生計を 同 じくするその他の 父若しくは 母、 未 成年後見人又は 父母指定者と
生計を 同 じくしない場合に限る。） は、当該 児章は、当該 同 居している 父若しく
は 母、 未 成年後見人又は 父母指定者によって 監護され、 かつ、 これと生計を 同
じくする ものと みなす。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第2 号により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《ID207400A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第 5条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈：：I]：： 4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童手当の不支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童手当法第 5条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童手当法第 5条
児童手当法施行令第1条、 第2条、 第 3条

■設定 □未設定

第 5条 児童手当 （施設 入所等 児童に係る部分を除く。） は、 飢条第1項第1 号か
ら第3 号までのいずれかに該当する者の前年の所 得 (1月から 5月までの月分
の 児童手当については、前 々年の所 得とする。） が、その者の所 得税法 （ 昭和40
年法律第 33 号） に規定する 同 一生計配偶者及び 扶養 親族 （施設 入所等 児童を除
く。 以 下 「扶養 親族等 」 とい う。） 並びに 同 項第1 号から第3 号までのいずれか
に該当する者の 扶養 親族等でない 児童で 同 項第1 号から第3 号までのいずれか

処 分 基 準 に該当する者が前年の 12月31日において生計を 維持した ものの有 無及び 数に
応じて、政令で定 める 額以上であるときは、支給しない。 た だし、 同 項第1 号に

該当する者が 未 成年後見人であり、かつ、法 人であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する所 得の 範囲及びその 額の計算方法は、 政令で定 める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！令和6年3月31日



《 ID207700A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第 10 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査 拒否等による 児童手当の支給の制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童手当法第1 0 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第1 0 条、 第27条

■設定 □未設定

（支給の制限）
第10 条 児童手当は、 受給資格者が、 正当な理 由がなくて、 第27条第1項の規

定による命令に従わず、 又は 同 項の規定による当該職員の質 間に 応じなかった
ときは、 その 額の全部又は 一部を支給しないことができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID207800A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第 11 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童手当の支払いの 一 時差止 め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童手当法第11条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第11条、 第26条

■設定 □未設定
第11 条 児童手当の支給を受けている者が、 正当な理 由がなくて、 第26条の規

定による届出をせず、 又は 同 条の規定による 書類を提出しないときは、 児童手
当の支払を 一 時差しと めることができる 。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による 。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID208000A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第 13 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 支払の調 救

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童手当法第13条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第13条

■設定 □未設定

（支払の調整）
第13条 児童手当を支給すべきでないに もかかわらず、 児童手当の支給としての

支払が行なわれたときは、 その支払われた 児童手当は、 その後に支払 うべき 児
童手当の 内 払と みなすことができる。 児童手当の 額を 減額して改定すべき事由

処 分 基 準 が生じたに もかかわらず、 その事由が生じた日の 属する月の 翌月以 降の分とし
て 減額しない 額の 児童手当が支払われた場合にお ける当該 児童手当の当該 減額
すべきであった部分について も、 同 様とする。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID208100A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第 14 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこ ど も課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正 利得の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童手当法第14条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第14条第1項

■設定 □未設定

（不正 利得の 徴収）
第14条 偽りその他不正の手段により 児童手当の支給を受けた者があるときは、

市町村長は、 地 方税の 滞納処分の例により、 受給額に 相当する 金額の全部又は
一部をその者から 徴収することができる。

処 分 基 準 2 前項の規定による 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地 方税に次 ぐ ものと
する。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID105900A 不利益 保育課 児童福祉法第 24条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 育の 利用の 解除

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 児童福祉法第24条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
児童福祉法第24条第1項

基 準 規 定 0紀の 川 市保 育の必 要性の認定に関する条例第2条
0紀の 川 市一 時保 育事業 実施規 程第 3条

■設定 □未設定

［保 育の 実施〕
第24条 市町村は、 この法律及び 子 ど も ・ 子育て支援法の定 めるとこ ろにより、

保 護者の 労働又は 疾病その他の事由により、 その 監護すべき 乳児、 幼児その他
の 児童について保 育を必要とする場合において、 次項に定 めるとこ ろによる ほ
か、 当該 児童を保 育所 （認定こ ど も 園法第3条第1項の認定を受けた もの及び
同 条第 11 項の規定による公示がされた ものを除く。） において保 育しな けれ ば

ならない。
② 市町村は、 前項に規定する 児童に対し、 認定こ ど も 園法第2条第6項に規定

する認定こ ど も 園 （ 子 ど も ・ 子育て支援法第27条第1項の確認を受けた ものに
限る。） 又は 家庭的保 育事業等 （ 家庭的保 育事業、 小規 模保 育事業、 居宅訪問型
保 育事業又は事業所 内保 育事業をい う。 以 下 同 じ。） により必要な保 育を確保す

処 分 基 準 るた めの措置を 講じな けれ ばならない。
③ 市町村は、保 育の 需要に 応ずるに 足りる保 育所、認定こ ど も 園 （ 子 ど も ・ 子育

て支援法第27条第1項の確認を受けた ものに限る。 以下この項及び第 46条の
2第2項において 同 じ。） 又は 家庭的保 育事業等が不 足し、又は不 足するおそれ
がある場合その他必要と認 められる場合には、 保 育所、 認定こ ど も 園 （保 育所
である ものを 含む。） 又は 家庭的保 育事業等の 利用について調整を行 うとと も
に、 認定こ ど も 園の設置者又は 家庭的保 育事業等を行 う者に対し、 前項に規定
する 児童の 利用の要 請を行 う ものとする。

④ 市町村は、 第25条の 8第3 号又は第26条第1項第 5 号の規定による報告又
は 通知を受けた 児童その他の 優先的に保 育を行 う必要があると認 められる 児童
について、 その保 護者に対し、 保 育所若しくは 幼保 連携型認定こ ど も 園におい
て保 育を受けること又は 家庭的保 育事業等による保 育を受けること （ 以 下 「保
育の 利用 」 とい う。） の 申 込みを勧奨し、及び保 育を受けることができるよ う支
援しな けれ ばならない。



⑤ 市町村は、 前項に規定する 児童が、 同 項の規定による勧奨及び 支援を行って
も、 なお やむを 得ない事由により 子 ど も ・ 子育て 支援法に規定する施設 型給付
費若しくは特例施設 型給付費 （ 同 法第28条第1項第2 号に係る ものを除く。 次

項において 同 じ。） 又は 同 法に規定する 地 域型保 育給付費若しくは特例 地 域型保
育給付費 （ 同 法第 30 条第1項第2 号に係る ものを除く。 次項において 同 じ。）

の 支給に係る保 育を受けることが 著しく 困難であると認 めるときは、 当該 児章
を当該 市町村の設置する保 育所若しくは 幼保 連携型認定こ ど も 園に 入所させ、
又は当該 市町村 以外の者の設置する保 育所若しくは 幼保 連携型認定こ ど も 園に
入所を委託して、 保 育を行わな けれ ばならない。

⑥ 市町村は、前項に定 める ほか、保 育を必要とする 乳児 ・ 幼児が、 子 ど も ・ 子育
て支援法第 42条第1項又は第 54条第1項の規定によるあっせ ん又は要 請その
他 市町村による支援等を受けたに もかかわらず、なお保 育が 利用できないな ど、
やむを 得ない事由により 同 法に規定する施設 型給付費若しくは特例施設 型給付
費又は 同 法に規定する 地 域型保 育給付費若しくは特例 地 域型保 育給付費の支給

に係る保 育を受けることが 著しく 困難であると認 めるときは、 次の措置を 採る
ことができる。
(1) 当該保 育を必要とする 乳児 ・ 幼児を当該 市町村の設置する保 育所若しく

は 幼保 連携型認定こ ど も 園に 入所させ、 又は当該 市町村 以外の者の設置する
保 育所若しくは 幼保 連携型認定こ ど も 園に 入所を委託して、保 育を行 うこと。

(2) 当該保 育を必要とする 乳児 ・ 幼児に対して当該 市町村が行 う 家庭的保 育
事業等による保 育を行い、 又は 家庭的保 育事業等を行 う当該 市町村 以外の者
に当該 家庭的保 育事業等により保 育を行 うことを委託すること。

⑦ 市町村は、 第3項の規定による調整及び要 請並びに第 4項の規定による勧奨
及び 支援を適 切に 実施するとと もに、 地 域の 実情に 応じたき め 細かな保 育が 積
極的に提供され、 児童が、 その置かれている 環境等に 応じて、 必要な保 育を受
けることができるよ う、 保 育を行 う事業その他 児章の 幅祉を 増進することを 目
的とする事業を行 う者の活動の 連携及び調整を 図る等 地 域の 実情に 応じた 体制

の 幣備を行 う ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

児童福祉法第 33条の 5により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID107800A 不利益 保育課 児童福祉法第 34 条の8 の3 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 条例で定 める 放課後 児童健全 育成事業の基準に適合するた めの措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第 34条の 8の 3第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I 児童福祉法第 34条の 8の 2第1項、 第 34条の 8の 3第 3項

■設定 □未設定

［報告等〕
第 34条の 8の 3 市町村長は、前条第1項の基準を 維持するた め、 放課後 児童健

全 育成事業を行 う者に対して、 必要と認 める事項の報告を求 め、 又は当該職員
に、関係者に対して質 問させ、若しくはその事業を行 う場所に立ち入り、設備、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 第18条の 16第2項及び第3項の規定は、 前項の場合について準用する。
③ 市町村長は、 放課後 児童健全 育成事業が前条第1項の基準に適合しないと認

められるに 至ったときは、 その事業を行 う者に対し、 当該基準に適合するた め
処 分 基 準 I に必要な措置を 採るべき旨を命ずることができる。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

④ 市町村長は、 放課後 児童健全 育成事業を行 う者が、 この法律若しくはこれに
基 づく命令若しくはこれらに基 づいてする処分に違反したとき、 又はその事業
に関し不当に 営 利を 図り、 若しくはその事業に係る 児童の処 遇につき不当な行
為をしたときは、 その者に対し、 その事業の制限又は停止を命ずることができ

る。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

弁明の機会の付与



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID107900A 不利益 保育課 児童福祉法第 34 条の 8 の 3 第 4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 放課後 児童健全 育成事業の制限又は停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第 34条の 8の 3第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I 児童福祉法第 34条の 8の 3第 4項

■設定 □未設定

［報告等〕
第 34条の 8の 3 市町村長は、前条第1項の基準を 維持するた め、 放課後 児童健

全 育成事業を行 う者に対して、 必要と認 める事項の報告を求 め、 又は当該職員
に、関係者に対して質 問させ、若しくはその事業を行 う場所に立ち入り、設備、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 第18条の 16第2項及び第3項の規定は、 前項の場合について準用する。
③ 市町村長は、 放課後 児童健全 育成事業が前条第1項の基準に適合しないと認

められるに 至ったときは、 その事業を行 う者に対し、 当該基準に適合するた め
処 分 基 準 I に必要な措置を 採るべき旨を命ずることができる。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

④ 市町村長は、 放課後 児童健全 育成事業を行 う者が、 この法律若しくはこれに
基 づく命令若しくはこれらに基 づいてする処分に違反したとき、 又はその事業
に関し不当に 営 利を 図り、 若しくはその事業に係る 児童の処 遇につき不当な行
為をしたときは、 その者に対し、 その事業の制限又は停止を命ずることができ

る。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

弁明の機会の付与



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID109000A 不利益 保育課 児童福祉法第 56条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 育の 実施に係る 費用 徴収

処 分 権 者 福祉事務所 長

根 拠 規 定 児童福祉法第 56条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
児童福祉法第 56条第2項

基 準 規 定 0紀の 川 市保 育料徴収条例第 3条、 第 4条、 第 5条、 第8条、 別表第1
0紀の 川 市保 育料徴収条例施行規則第 3条

■設定 □未設定

［ 費用の 徴収〕
第 56条 第 49条の 2に規定する 費用を 国庫が支弁した場合においては、 内 閣総

理 大 臣は、 本 人又はその 扶養 義務者 （ 民法に定 める 扶養 義務者をい う。 以 下 同
じ。） から、 都道府県知事の認定するその 負担能力に 応じ、その 費用の全部又は

一部を 徴収することができる。
② 第 50 条第 5 号、第6 号、第6 号の 2若しくは第7 号から第7 号の 3までに規

定する 費用を支弁した 都道府県又は第 51 条第2 号から第 5 号までに規定する
費用を支弁した 市町村の 長は、 本 人又はその 扶養 義務者から、 その 負担能力に
応じ、 その 費用の全部又は 一部を 徴収することができる。

③ 前項の規定による 徴収金の 収納の事務については、 収入の確保及び本 人又は
その 扶養 義務者の 便 益の 増進に 寄与すると認 める場合に限り、 政令で定 めると

処 分 基 準 こ ろにより、 私人に委託することができる。
④ 都道府県知事又は 市町村長は、 第1項の規定による 負担能力の認定又は第2

項の規定による 費用の 徴収に関し必要があると認 めるときは、 本 人又はその 扶
養 義務者の 収入の状況につき、本 人若しくはその 扶養 義務者に対し報告を求 め、
又は 官公署に対し必要な 書類の 閲 覧若しくは 資料の提供を求 めることができ
る。

⑤ 第1項又は第2項の規定による 費用の 徴収は、 これを本 人又はその 扶養 義務
者の 居住地又は 財産所 在地の 都道府県又は 市町村に 嘱託することができる。

⑥ 第1項又は第2項の規定により 徴収される 費用を、 指定の 期限 内に 納付しな
い者があるときは、 第1項に規定する 費用については 国税の、 第2項に規定す
る 費用については 地方 税の 滞納処分の例により処分することができる。 この場
合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

⑦ 保 育所又は 幼保 連携型認定こ ど も 園の設置者が、 次の各 号に 掲 げる 乳児又は
幼児の保 護者から、 善良な管理者と 同 一の 注意を もつて、 当該各 号に定 める 額



の う ち当該保 護者が当該保 育所又は 幼保 連携型認定こ ど も 園に支払 うべき 金額
に 相当する 金額の支払を受けることに 努 めたに もかかわらず、 なお当該保 護者
が当該 金額の全部又は 一部を支払わない場合において、 当該保 育所又は 幼保 連
携型認定こ ど も 園にお ける保 育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、
市町村が第 24 条第 1項の規定により当該保 育所にお ける保 育を行 うた め必要

であると認 めるとき又は 同 条第 2項の規定により当該 幼保 連携型認定こ ど も 園
にお ける保 育を確保するた め必要であると認 めるときは、 市町村は、 当該設置
者の 請求に基 づき、 地方 税の 滞納処分の例によりこれを処分することができる。
この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとす
る。
( 1 )  子 ど も ・ 子育て支援法第 27条第 1項に規定する特定 教育 ・保 育を受けた

乳児又は 幼児 同 条第3項第1 号に 掲 げる 額から 同 条第 5項の規定により支
払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 同 号

に 掲 げる 額） 又は 同 法第 28条第 2項第 1 号の規定による特例施設 型給付費の
額及び 同 号に規定する政令で定 める 額を限度として 市町村が定 める 額 （当該
市町村が定 める 額が 現に当該特定 教育 ・保 育に要した 費用の 額を 超 えるとき

は、 当該 現に特定 教育 ・保 育に要した 費用の 額） の合計額
( 2 )  子 ど も ・ 子育て支援法第 28条第 1項第 2 号に規定する特 別利用保 育を受

けた 幼児 同 条第2項第2 号の規定による特例施設 型給付費の 額及び 同 号に
規定する 市町村が定 める 額 （当該 市町村が定 める 額が 現に当該特 別利用保 育
に要した 費用の 額を 超 えるときは、当該 現に特 別利用保 育に要した 費用の 額）
の合計額から 同 条第 4項において準用する 同 法第 27 条第 5項の規定により
支払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 当
該合計額）

⑧ 家庭的保 育事業等を行 う者が、次の各 号に 掲げる 乳児又は 幼児の保 護者から、
善良な管理者と 同 一の 注意を もつて、 当該各 号に定 める 額の う ち当該保 護者が
当該 家庭的保 育事業等を行 う者に支払 うべき 金額に 相当する 金額の支払を受け
ることに 努 めたに もかかわらず、 なお当該保 護者が当該 金額の全部又は 一部を
支払わない場合において、 当該 家庭的保 育事業等による保 育に支障が生じ、 又
は生ずるおそれがあり、かつ、 市町村が第 24条第 2項の規定により当該 家庭的
保 育事業等による保 育を確保するた め必要であると認めるときは、 市町村は、
当該 家庭的保 育事業等を行 う者の 請求に基 づき、 地方 税の 滞納処分の例により
これを処分することができる。 この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、
国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。
(1) 子 ど も ・ 子育て支援法第29条第1項に規定する特定 地 域型保 育 （ 同 法第

30条第 1項第 2 号に規定する特 別利用 地 域型保 育 （次 号において 「特 別利用
地 域型保 育」 とい う。） 及び 同 項第3 号に規定する特定 利用 地 域型保 育 （第3
号において 「特定 利用 地 域型保 育」 とい う。） を除く。） を受けた 乳児又は 幼児
同 法第29 条第3項第1 号に 掲 げる 額から 同 条第 5項の規定により支払がな

された 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 同 号に 掲 げ
る 額） 又は 同 法第 30条第2項第1 号の規定による特例 地 域型保 育給付費の 額
及び 同 号に規定する政令で定 める 額を限度として 市町村が定 める 額 （当該 市
町村が定 める 額が 現に当該特定 地 域型保 育に要した 費用の 額を 超 えるとき

は、 当該 現に特定 地 域型保 育に要した 費用の 額） の合計額
( 2 )  特 別利用 地 域型保 育を受けた 幼児 子 ど も ・ 子育て支援法第 30条第 2項

第2 号の規定による特例 地 域型保 育給付費の 額及び 同 号に規定する 市町村が
定 める 額 （当該 市町村が定 める 額が 現に当該特 別利用 地 域型保 育に要した 費
用の 額を 超 えるときは、 当該 現に特 別利用 地 域型保 育に要した 費用の 額） の
合計額から 同 条第 4項において準用する 同 法第29 条第 5項の規定により支
払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 当該



合計額）
(3) 特定 利用 地 域型保 育を受けた 幼児 子 ど も ・ 子育て 支援法第 30 条第2項

第3 号の規定による特例 地 域型保 育給付費の 額及び 同 号に規定する 市町村が
定 める 額 （当該 市町村が定 める 額が 現に当該特定 利用 地 域型保 育に要した 費
用の 額を 超 えるときは、 当該 現に特定 利用 地 域型保 育に要した 費用の 額） の
合計額から 同 条第 4項において準用する 同 法第29 条第 5項の規定により 支
払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 当該

合計額）
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID109050A 不利益 保育課 児童福祉法第 56条第 7項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の 滞納等に対する処分

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法第 56条第7項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第 56条第7項

■設定 □未設定

［ 費用の 徴収〕
第 56条 第 49条の 2に規定する 費用を 国庫が支弁した場合においては、 内 閣総

理 大 臣は、 本 人又はその 扶養 義務者 （ 民法に定 める 扶養 義務者をい う。 以 下 同
じ。） から、 都道府県知事の認定するその 負担能力に 応じ、その 費用の全部又は

一部を 徴収することができる。
② 第 50 条第 5 号、第6 号、第6 号の 2若しくは第7 号から第7 号の 3までに規

定する 費用を支弁した 都道府県又は第 51 条第2 号から第 5 号までに規定する
費用を支弁した 市町村の 長は、 本 人又はその 扶養 義務者から、 その 負担能力に
応じ、 その 費用の全部又は 一部を 徴収することができる。

③ 前項の規定による 徴収金の 収納の事務については、 収入の確保及び本 人又は
その 扶養 義務者の 便 益の 増進に 寄与すると認 める場合に限り、 政令で定 めると
こ ろにより、 私人に委託することができる。

処 分 基 準 ④ 都道府県知事又は 市町村長は、 第1項の規定による 負担能力の認定又は第2
項の規定による 費用の 徴収に関し必要があると認 めるときは、 本 人又はその 扶
養 義務者の 収入の状況につき、本 人若しくはその 扶養 義務者に対し報告を求 め、
又は 官公署に対し必要な 書類の 閲 覧若しくは 資料の提供を求 めることができ
る。

⑤ 第1項又は第2項の規定による 費用の 徴収は、 これを本 人又はその 扶養 義務
者の 居住地又は 財産所 在地の 都道府県又は 市町村に 嘱託することができる。

⑥ 第1項又は第2項の規定により 徴収される 費用を、 指定の 期限 内に 納付しな
い者があるときは、 第1項に規定する 費用については 国税の、 第2項に規定す
る 費用については 地方 税の 滞納処分の例により処分することができる。 この場
合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

⑦ 保 育所又は 幼保 連携型認定こ ど も 園の設置者が、 次の各 号に 掲 げる 乳児又は
幼児の保 護者から、 善良な管理者と 同 一の 注意を もつて、 当該各 号に定 める 額

の う ち当該保 護者が当該保 育所又は 幼保 連携型認定こ ど も 園に支払 うべき 金額



に 相当する 金額の支払を受けることに 努 めたに もかかわらず、 なお当該保 護者
が当該 金額の全部又は 一部を支払わない場合において、 当該保 育所又は 幼保 連
携型認定こ ど も 園にお ける保 育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、
市町村が第 24 条第 1項の規定により当該保 育所にお ける保 育を行 うた め必要

であると認 めるとき又は 同 条第2項の規定により当該 幼保 連携型認定こ ど も 園
にお ける保 育を確保するた め必要であると認 めるときは、 市町村は、 当該設置
者の 請求に基 づき、 地方 税の 滞納処分の例によりこれを処分することができる。
この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとす
る。
( 1 )  子 ど も ・ 子育て支援法第 27条第 1項に規定する特定 教育 ・保 育を受けた

乳児又は 幼児 同 条第3項第1 号に 掲 げる 額から 同 条第 5項の規定により支
払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 同 号

に 掲 げる 額） 又は 同 法第 28条第2項第 1 号の規定による特例施設 型給付費の
額及び 同 号に規定する政令で定 める 額を限度として 市町村が定 める 額 （当該
市町村が定 める 額が 現に当該特定 教育 ・保 育に要した 費用の 額を 超 えるとき

は、 当該 現に特定 教育 ・保 育に要した 費用の 額） の合計額
(2) 子 ど も ・ 子育て支援法第 28条第 1項第2 号に規定する特 別利用保 育を受

けた 幼児 同 条第 2項第 2 号の規定による特例施設 型給付費の 額及び 同 号に
規定する 市町村が定 める 額 （当該 市町村が定 める 額が 現に当該特 別利用保 育
に要した 費用の 額を 超 えるときは、当該 現に特 別利用保 育に要した 費用の 額）
の合計額から 同 条第 4項において準用する 同 法第 27 条第 5項の規定により
支払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 当
該合計額）

⑧ 家庭的保 育事業等を行 う者が、次の各 号に 掲げる 乳児又は 幼児の保 護者から、
善良な管理者と 同 一の 注意を もって、 当該各 号に定 める 額の う ち当該保 護者が
当該 家庭的保 育事業等を行 う者に支払 うべき 金額に 相当する 金額の支払を受け
ることに 努 めたに もかかわらず、 なお当該保 護者が当該 金額の全部又は 一部を
支払わない場合において、 当該 家庭的保 育事業等による保 育に支障が生じ、 又
は生ずるおそれがあり、かつ、 市町村が第 24条第2項の規定により当該 家庭的
保 育事業等による保 育を確保するた め必要であると認めるときは、 市町村は、
当該 家庭的保 育事業等を行 う者の 請求に基 づき、 地方 税の 滞納処分の例により
これを処分することができる。 この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、
国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。
( 1 )  子 ど も ・ 子育て支援法第 29条第 1項に規定する特定 地 域型保 育 （ 同 法第

30条第 1項第 2 号に規定する特 別利用 地 域型保 育 （次 号において 「特 別利用
地 域型保 育」 とい う。） 及び 同 項第3 号に規定する特定 利用 地 域型保 育 （第3
号において 「特定 利用 地 域型保 育」 とい う。） を除く。） を受けた 乳児又は 幼児
同 法第 29 条第3項第1 号に 掲 げる 額から 同 条第 5項の規定により支払がな

された 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 同 号に 掲 げ
る 額） 又は 同 法第 30条第2項第1 号の規定による特例 地 域型保 育給付費の 額
及び 同 号に規定する政令で定 める 額を限度として 市町村が定 める 額 （当該 市
町村が定 める 額が 現に当該特定 地 域型保 育に要した 費用の 額を 超 えるとき

は、 当該 現に特定 地 域型保 育に要した 費用の 額） の合計額
(2) 特 別利用 地 域型保 育を受けた 幼児 子 ど も ・ 子育て支援法第 30条第2項

第2 号の規定による特例 地 域型保 育給付費の 額及び 同 号に規定する 市町村が
定 める 額 （当該 市町村が定 める 額が 現に当該特 別利用 地 域型保 育に要した 費
用の 額を 超 えるときは、 当該 現に特 別利用 地 域型保 育に要した 費用の 額） の
合計額から 同 条第 4項において準用する 同 法第 29 条第 5項の規定により支
払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該支払がなされなかったときは、 当該

合計額）



(3) 特定 利用 地 域型保 育を受けた 幼児 子 ど も ・ 子育て 支援法第 30 条第2項
第3 号の規定による特例 地 域型保 育給付費の 額及び 同 号に規定する 市町村が
定 める 額 （当該 市町村が定 める 額が 現に当該特定 利用 地 域型保 育に要した 費
用の 額を 超 えるときは、 当該 現に特定 利用 地 域型保 育に要した 費用の 額） の
合計額から 同 条第 4項において準用する 同 法第29 条第 5項の規定により 支
払がなされた 額を 控除して 得た 額 （当該 支払がなされなかったときは、 当該

合計額）
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID273900A 不利益 保育課 子 ど も ・ 子育て支援法第 24条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 子 ど ものた めの 教育 ・保 育給付を受ける 資格を有すること等の認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法第24条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
子 ど も ・ 子育て支援法第1 9条第1項第 3 号、 第24条第1項
子 ど も ・ 子育て支援法施行令第 3条

■設定 □未設定

（ 教育 ・保 育給付認定の取消し）
第24条 教育 ・保 育給付認定を行 った 市町村は、次に 掲 げる場合には、当該 教育 ・

保 育給付認定を取り消すことができる。
(1) 当該 教育 ・保 育給付認定に係る 満3 歳未 満の 小学校就学前 子 ど もが、 教

育 ・保 育給付認定の有効期 間 内に、第19条第3 号に 掲 げる 小学校就学前 子 ど
もに該当しなくな ったとき。

( 2 ) 当該 教育 ・保 育給付認定保 護者が、 教育 ・保 育給付認定の有効期 間 内に、
処 分 基 準 当該 市町村 以外の 市町村の 区域内に 居住地を有するに 至 ったと認 めるとき。

(3) その他政令で定 めるとき。
2 前項の規定により 教育 ・保 育給付認定の取消しを行 った 市町村は、 内 閣府令
で定 めるとこ ろにより、 当該取消しに係る 教育 ・保 育給付認定保 護者に対し支
給認定 証の 返還を求 める ものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID273960A 不利益 保育課 子 ど も ・ 子育て支援法第 30条の9第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 子育てのた めの施設等 利用 給付を受ける 資格を有すること等の認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法第 30 条の 9第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

子 ど も ・ 子育て支援法第 30 条の 4第 3 号、 第 30 条の 9第1項
子 ど も ・ 子育て支援法施行令第15条の 5

■設定 □未設定

（施設等 利用 給付認定の取消し）
第 30 条の 9 施設等 利用 給付認定を行 った 市町村は、次に 掲 げる場合には、当該

施設等 利用 給付認定を取り消すことができる。
(1) 当該施設等 利用 給付認定に係る 満3 歳未 満の 小学校就学前 子 ど もが、 施

設等 利用 給付認定の有効期 間 内に、第 30 条の 4第3 号に 掲 げる 小学校就学前
子 ど もに該当しなくな ったとき。

(2) 当該施設等 利用 給付認定保 護者が、施設等 利用 給付認定の有効期 間 内に、
当該 市町村 以外の 市町村の 区域内に 居住地を有するに 至 ったと認 めるとき。

(3) その他政令で定 めるとき。
2 市町村は、 前項の規定により施設等 利用 給付認定の取消しを行 ったときは、

理由を付して、 その旨を当該取消しに係る施設等 利用 給付認定保 護者に 通知す
る ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID274802A 不利益 保育課 子 ど も ・ 子育て支援法第 58条の9第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者に対する措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法第 58条の 9第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I 子 ど も ・ 子育て支援法第 58条の 9第1項 •第 5項

処 分 基 準

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第 58条の 9 市町村長は、特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、次の各 号に 掲 げる

場合に該当すると認めるときは、 当該特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者に対し、
期限を定 めて、当該各 号に定 める措憧をとるべきことを勧告することができる。
(1) 第7条第1 0 項各 号 （第1 号から第3 号まで及び第6 号を除く。 以下この

号において 同 じ。） に 掲げる施設又は事業の 区分に 応じ、当該各 号の 内 閣府令
で定 める基準に従って施設等 利用 費の支給に係る施設又は事業として適正な
特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等の 運営をしていない場合 当該基準を遵守す
ること。

(2) 第 58条の 4第2項の 内 閣府令で定 める特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等の
運営に関する基準に従って施設等 利用 費の支給に係る施設又は事業として適

正な特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等の 運営をしていない場合 当該基準を遵
守すること。

(3) 第 58 条の6第2項に規定する 便 宜の提供を施設等 利用 費の支給に係る
施設又は事業として適正に行っていない場合 当該 便 宜の提供を適正に行 う
こと。

2 市町村長は、 特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等である 幼稚園又は特 別支援学校
の設置者 （ 国及び 地方公共 団体 （公立大学法 人を 含む。 次項及び第6項におい
て 同 じ。） を除く。） が設置基準 （ 幼稚園又は特 別支援学校に係る ものに限る。）
に従って施設等 利用 費の支給に係る施設として適正な 子 ど も ・ 子育て支援施設
等の 運営をしていないと認 めるときは、 遅滞なく、 その旨を、 当該 幼稚園又は
特 別支援学校に係る 学校教育法第 4条第1項の認可を行った 都道府県知事に 通
知しな けれ ばならない。

3 市町村長 （指定 都市等又は 児童相 談所設置 市の 長を除く。） は、 特定 子 ど も ・
子育て支援施設等である第7条第1 0 項第6 号に 掲 げる事業を行 う者 （ 国及び 地

方公共 団体を除く。）が 一 時預かり事業基準に従って施設等 利用 費の支給に係る



参 考 資 料

聴聞・弁明手続

事業として適正な 子 ど も ・ 子育て支援施設等の 運営をしていないと認 めるとき
は、 遅滞なく、その旨を、当該 同 号に 掲げる事業に係る 児章福祉法第 34条の 12
第1項の規定による届出を受けた 都道府県知事に 通知しな けれ ばならない。

4 市町村長は、 第1項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受け
た特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、 同 項の 期限 内にこれに従わなかったとき
は、 その旨を公表することができる。

5 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた特定 子 ど も ・ 子育て支援提供
者が、 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 当該特
定 子 ど も ・ 子育て支援提供者に対し、 期限を定 めて、 その勧告に係る措置をと
るべきことを命ずることができる。

6 市町村長 （指定 都市等所 在届出保 育施設 （指定 都市等又は 児童相 談所設置 市
の 区域内に所 在する第7条第1 0 項第 4 号に 掲 げる施設をいい、 都道府県が設置
する ものを除く。 第2 号及び次条第1項第2 号において 同 じ。） については当該
指定 都市等又は 児章相 談所設置 市の 長を除き、 指定 都市等所 在認定こ ど も 園に
おいて行われる第7条第 1 0 項第 5 号に 掲 げる事業については当該指定 都市等
の 長を除き、 指定 都市等又は 児童相 談所設置 市の 区域内において行われる 同 項
第6 号又は第7 号に 掲 げる事業については当該指定 都市等又は 児童相 談所設置
市の 長を除く。） は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示すると

と もに、 遅滞なく、その旨を、次の各 号に 掲 げる 子 ど も ・ 子育て支援施設等 （ 国
又は 地方公共 団体が設置し、又は行 う ものを除く。） の 区分に 応じ、 当該各 号に
定 める認可若しくは認定を行い、 又は届出を受けた 都道府県知事に 通知しな け
れ ばならない。
(1) 幼稚園又は特 別支援学校 当該施設に係る 学校教育法第 4条第1項の認

可
(2) 第7条第 1 0 項第 4 号に 掲 げる施設 （指定 都市等所 在届出保 育施設を除
く。） 当該施設に係る 児章福祉法第 59条の 2第1項の規定による届出

(3) 第7条第 1 0 項第 5 号に 掲 げる事業 当該事業が行われる次のイ又は ロ
に 掲 げる施設の 区分に 応じ、 それ ぞれイ又は 口に定 める認可又は認定
イ 認定こ ど も 園 （指定 都市等所 在認定こ ど も 園を除く。） 当該施設に係る

認定こ ど も 園法第 17 条第1項の認可又は認定 子 ど も 園法第3条第1項若
しくは第3項の認定

ロ 幼稚園又は特 別支援学校 当該施設に係る 学校教育法第 4条第1項の認
可

( 4 )  第 7条第1 0 項第6 号に 掲 げる事業 （指定 都市等又は 児童相 談所設置 市の
区域内において行われる ものを除く。） 当該事業に係る 児童福祉法第 34条

の 12第1項の規定による届出
( 5 )  第 7条第1 0 項第 7 号に 掲 げる事業 （指定 都市等又は 児童相 談所設置 市の

区域内において行われる ものを除く。） 当該事業に係る 児童福祉法第 34条
の 18第1項の規定による届出

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID274803A 不利益 保育課 子 ど も ・ 子育て支援法第 58条の10第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等の確認の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法第 58条の 1 0 第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

子 ど も ・ 子育て支援法第 58条の 1 0 第1項
子 ど も ・ 子育て支援法施行令第22条

■設定 □未設定

（確認の取消し等）
第 58 条の 10 市町村長は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 当

該特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等に係る第 30 条の 11 第1項の確認を取り消し、
又は 期 間を定 めてその確認の全部若しくは 一部の効力を停止することができ
る。
(1) 特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、第 58条の 3第2項の規定に違反した

と認 められるとき。
(2) 特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者 （認定こ ど も 園の設憧者及び第7条第1 0
項第 8 号に 掲 げる事業を行 う者を除く。）が、前条第 6項各 号に 掲 げる 子 ど も ・
子育て支援施設等の 区分に 応じ、当該各 号に定 める認可若しくは認定を受け、

又は届出を行った施設等 利用 費の支給に係る施設又は事業として適正な 子 ど
も ・ 子育て支援施設等の 運営をすることができなくなったと当該認可若しく

は認定を行い、 又は届出を受けた 都道府県知事 （指定 都市等所 在届出保 育施
設については当該指定 都市等又は 児童相 談所設置 市の 長とし、 指定 都市等所
在認定こ ど も 園において行われる第 7条第 1 0 項第 5 号に 掲 げる事業につい

ては当該指定 都市等の 長とし、 指定 都市等又は 児童相 談所設置 市の 区域内に
おいて行われる 同 項第6 号又は第7 号に 掲 げる事業については当該指定 都市
等又は 児童相 談所設置 市の 長とする。） が認 めたとき。

(3) 特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者 （第7条第1 0 項第 4 号に 掲げる施設の設
置者又は 同 項第 5 号、 第 7 号若しくは第 8 号に 掲げる事業を行 う者に限る。）
が、 それ ぞれ 同 項第 4 号、 第 5 号、 第 7 号又は第 8 号の 内 閣府令で定 める基
準に従って施設等 利用 費の支給に係る施設又は事業として適正な特定 子 ど
も ・ 子育て支援施設等の 運営をすることができなくなったとき。

(4) 特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、第 58条の 4第2項の 内 閣府令で定 め
る特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等の 運営に関する基準に従って施設等 利用 費
の支給に係る施設又は事業として適正な特定 子 ど も ・ 子育て支援施設等の 運



営をすることができなくなったとき。
(5) 特定 子 ど も ・ 子育て 支援提供者が、第 58条の 8第1項の規定により報告

若しくは 帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わ
ず、 又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 特定 子 ど も ・ 子育て 支援提供者又は特定 子 ど も ・ 子育て 支援を提供する
施設若しくは事業所の職員が、第 58条の 8第1項の規定により 出 頭を求 めら
れてこれに 応ぜず、 同 項の規定による質 間に対して 答弁せず、 若しくは虚偽
の 答弁をし、 又は 同 項の規定による検査を 拒み、 妨 げ、 若しくは 忌避したと
き。 た だし、 当該職員がその行 為をした場合において、 その行 為を防止する
た め、 当該特定 子 ど も ・ 子育て 支援提供者が 相当の 注意及び 監督を尽くした
ときを除く。

( 7 )  特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、 不正の手段により第 30 条の 11 第1
項の確認を受けたとき。

(8) 前各 号に 掲 げる場合の ほか、 特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、 この法
律その他 国民の福祉若しくは 学校教育に関する法律で政令で定 める もの又は
これらの法律に基 づく命令若しくは処分に違反したとき。

( 9 )  前各 号に 掲げる場合の ほか、特定 子 ど も ・ 子育て支援提供者が、 教育 ・保
育その他の 子 ど も ・ 子育て支援に関し不正又は 著しく不当な行 為をしたとき。

(1 0) 特定 子 ど も ・ 子育て 支援提供者が法 人である場合において、 当該法 人の
役員若しくはその 長又はその事業所を管理する者その他の政令で定 める使用
人の う ちに 過去 5年以内に 教育 ・保 育その他の 子 ど も ・ 子育て 支援に関し不

正又は 著しく不当な行 為をした者があるとき。
(11) 特定 子 ど も ・ 子育て 支援提供者が法 人でない場合において、 その管理者

が 過去 5年以内に 教育 ・保 育その他の 子 ど も ・ 子育て 支援に関し不正又は 著
しく不当な行 為をした者であるとき。

2 前項の規定により第 30 条の 11 第1項の確認を取り消された 子 ど も ・ 子育て
支援施設等である施設の設置者又は事業を行 う者 （政令で定 める者を除く。） 及
びこれに準ずる者として政令で定 める者は、 その取消しの日又はこれに準ずる

日として政令で定 める日から 起算して 5年を経過するまでの 間は、第 58条の 2
の 申 請をすることができない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID274805A 不利益 保育課 子 ど も ・ 子育て支援法附則第 6条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定保 育所の保 育費用の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法附則第 6条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法附則第 6条

■設定 □未設定

（保 育所に係る 委託 費の支払等）
第6条 市町村は、 児童福祉法第24条第1項の規定により保 育所にお ける保 育を

行 うた め、当分の 間、保 育認定 子 ど もが、特定 教育 ・保 育施設 （ 都道府県及び 市
町村 以外の者が設置する保 育所に限る。 以 下この条において 「特定保 育所 」 と

い う。） から特定 教育 ・保 育 （保 育に限る。 以 下この条において 同 じ。） を受けた
場合については、当該特定 教育 ・保 育 （保 育必要 最の 範囲内の ものに限る。 以下
この条において 「支給認定保 育」 とい う。） に要した 費用について、 1月につき、
第27条第3項第1 号に規定する特定 教育 ・保 育に 通常要する 費用の 額を 勘案し
て 内 閣総理 大 臣が定 める基準により 算定した 費用の 額 （その 額が 現に当該支給
認定保 育に要した 費用の 額を 超 えるときは、 当該 現に支給認定保 育に要した 費
用の 額） に 相当する 額 （ 以下この条において 「保 育費用 」 とい う。） を当該特定
保 育所に 委託 費として支払 う ものとする。 この場合において、第27条の規定は

処 分 基 準 滴用しない。
2 特定保 育所にお ける保 育認定 子 ど もに係る特定 教育 ・保 育については、 当分

の 間、 第 33条第1項及び第2項並びに第 42条、 母子及び 父子並びに 寡婦福祉
法 （ 昭和39年法律第129 号） 第28条第2項並びに 児童虐待の防止等に関する
法律 （ 平成12年法律第82 号） 第13条の 3第2項の規定は適用しない。

3 第1項の場合にお けるこの法律及び 国有 財産特 別措置法 （ 昭和27 年法律第
21 9 号） の規定の適用についての必要な技術 的読替 えは、 政令で定 める。

4 第1項の場合において、 保 育費用の支払をした 市町村の 長は、 当該保 育費用
に係る保 育認定 子 ど もの 教育 ・保 育給付認定保 護者又は 扶養 義務者から、 当該
保 育費用をこれらの者から 徴収した場合にお ける 家計に 与 える 影響を 考慮して
特定保 育所にお ける保 育に係る保 育認定 子 ど もの年齢等に 応じて定 める 額を 徴
収する ものとする。

5 前項に規定する 額の 収納の事務については、 収入の確保及び保 育費用に係る
保 育認定 子 ど もの 教育 ・保 育給付認定保 護者又は 扶養 義務者の 便 益の 増進に 寄



与すると認 める場合に限り、 政令で定 めるとこ ろにより、 私人に委託すること
ができる。

6 第 4項の規定による 費用の 徴収は、 これを保 育費用に係る保 育認定 子 ど もの
教育 ・保 育給付認定保 護者又は 扶養 義務者の 居住地又は 財産所 在地の 都道府県

又は 市町村に 嘱託することができる。
7 第 4項の規定により 徴収される 費用を、 指定の 期限 内に 納付しない者がある
ときは、 地方 税の 滞納処分の例により処分することができる。 この場合にお け
る 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

8 第 4項の規定により 市町村が 同 項に規定する 額を 徴収する場合にお ける 児童
幅祉法及び 児章手当法の規定の適用についての必要な技術 的読替 えは、 政令で

定 める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID274810A 不利益 保育課 子 ど も ・ 子育て支援法附則第 6条第 7項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保 育料の 滞納処分

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法附則第 6条第7項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 子 ど も ・ 子育て支援法附則第 6条第7項

■設定 □未設定

（保 育所に係る 委託 費の支払等）
第6条 市町村は、 児童福祉法第24条第1項の規定により保 育所にお ける保 育を

行 うた め、当分の 間、保 育認定 子 ど もが、特定 教育 ・保 育施設 （ 都道府県及び 市
町村 以外の者が設置する保 育所に限る。 以 下この条において 「特定保 育所 」 と

い う。） から特定 教育 ・保 育 （保 育に限る。 以 下この条において 同 じ。） を受けた
場合については、当該特定 教育 ・保 育 （保 育必要 最の 範囲内の ものに限る。 以下
この条において 「支給認定保 育」 とい う。） に要した 費用について、 1月につき、
第27条第3項第1 号に規定する特定 教育 ・保 育に 通常要する 費用の 額を 勘案し
て 内 閣総理 大 臣が定 める基準により 算定した 費用の 額 （その 額が 現に当該支給
認定保 育に要した 費用の 額を 超 えるときは、 当該 現に支給認定保 育に要した 費
用の 額） に 相当する 額 （ 以下この条において 「保 育費用 」 とい う。） を当該特定
保 育所に 委託 費として支払 う ものとする。 この場合において、第27条の規定は

処 分 基 準 滴用しない。
2 特定保 育所にお ける保 育認定 子 ど もに係る特定 教育 ・保 育については、 当分

の 間、 第 33条第1項及び第2項並びに第 42条、 母子及び 父子並びに 寡婦福祉
法 （ 昭和39年法律第129 号） 第28条第2項並びに 児童虐待の防止等に関する
法律 （ 平成12年法律第82 号） 第13条の 3第2項の規定は適用しない。

3 第1項の場合にお けるこの法律及び 国有 財産特 別措置法 （ 昭和27 年法律第
21 9 号） の規定の適用についての必要な技術 的読替 えは、 政令で定 める。

4 第1項の場合において、 保 育費用の支払をした 市町村の 長は、 当該保 育費用
に係る保 育認定 子 ど もの 教育 ・保 育給付認定保 護者又は 扶養 義務者から、 当該
保 育費用をこれらの者から 徴収した場合にお ける 家計に 与 える 影響を 考慮して
特定保 育所にお ける保 育に係る保 育認定 子 ど もの年齢等に 応じて定 める 額を 徴
収する ものとする。

5 前項に規定する 額の 収納の事務については、 収入の確保及び保 育費用に係る
保 育認定 子 ど もの 教育 ・保 育給付認定保 護者又は 扶養 義務者の 便 益の 増進に 寄



与すると認 める場合に限り、 政令で定 めるとこ ろにより、 私人に委託すること
ができる。

6 第 4項の規定による 費用の 徴収は、 これを保 育費用に係る保 育認定 子 ど もの
教育 ・保 育給付認定保 護者又は 扶養 義務者の 居住地又は 財産所 在地の 都道府県

又は 市町村に 嘱託することができる。
7 第 4項の規定により 徴収される 費用を、 指定の 期限 内に 納付しない者がある
ときは、 地方 税の 滞納処分の例により処分することができる。 この場合にお け
る 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

8 第 4項の規定により 市町村が 同 項に規定する 額を 徴収する場合にお ける 児童
幅祉法及び 児章手当法の規定の適用についての必要な技術 的読替 えは、 政令で

定 める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日
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《ID122001A 不利益 農地整備課土地改良法第 91条の2第 6項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 農地整備課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 目 的外用 途使用者等の特 別徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 土地改良法第 91条の2第 6項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 土地改良法第 91条の2第 6項

■設定 □未設定

（ 都道府県 営土地改良事業に係る特 別徴収金）
第 91条の 2 都道府県又は 市町村は、政令の定 めるとこ ろにより、条例で、 都道

府県 営 士地改良事業 （ 都道府県 営 市町村特 別 申 請事業及び第87条の 3第1項、
第87条の 4第1項又は第87条の 5第1項の規定により 都道府県が行 う土地改
良事業を除く。 以下この項及び第3項において 同 じ。） の施行に係る 地 域内にあ
る土地につき第3条に規定する 資格を有する者が、 当該土地を当該 都道府県 営
土地改良事業の計画において 予定する用 途 以外の用 途 （ 以 下この項において 「 目
的外用 途」 とい う。） に供するた め所有権の移転等をした場合又は当該土地を 自

ら 目 的外用 途に供した場合 （当該 士地を 目 的外用 途に供するた め所有権の移転
等を受けて、 目 的外用 途に供した場合を除く。） には、その者から、特 別徴収金
を 徴収することができる。

2 前項の場合 （ 市町村が特 別徴収金を 徴収する場合を除く。） には、 第 90 条第
処 分 基 準 4項の規定を準用する。

3 第1項の特 別徴収金の 額は、 都道府県が 徴収する ものにあっては、 都道府県
営土地改良事業に要する 費用の う ちその 徴収に係る土地に係る部分の 額として

条例の定 めるとこ ろにより 算定される 額から当該 都道府県 営 士地改良事業につ
き前条第1項、第2項若しくは第6項又は 同 条第 4項において準用する第 90 条
第 4項の規定により 都道府県が 徴収する分 担金又は 負担金の う ち当該土地に係
る部分の 額として条例の定 めるとこ ろにより 算定される 額を 差し 引いて 得た 額
を限度とし、 市町村が 徴収する ものにあっては、 都道府県 営 士地改良事業につ
き前条第6項の規定により 市町村が 負担する 負担金の う ちその 徴収に係る土地
に係る部分の 額として条例の定 めるとこ ろにより 算定される 額を限度とする。

4 都道府県又は 市町村は、 政令の定 めるとこ ろにより、条例で、 土地改良施設
の 新設若しくは変更を 内 容とし、 若しくは 内 容の 一部に 含む士地改良事業で、
都道府県 営 市町村特 別 申 請事業と 一体となってその効果が生じ若しくは 増大す

る もの （ 以下この項において 「関 連士地改良事業 」 とい う。） 又は土地改良施設



の管理を 内 容とする 士地改良事業で、 都道府県 営 市町村特 別 申 請事業と 一体と
なってその効果が 増大する もの （政令で定 める要件に適合する ものに限る。 以
下この項において 「関 連管理事業 」とい う。）の施行に係る 地 域内にある 士地 （当

該 都道府県 営 市町村特 別 申 請事業の施行に係る 地 域内にある ものに限る。）につ
き第3条に規定する 資格を有する者が、 当該 士地を当該関 連士地改良事業計画
若しくは関 連管理事業計画において 予定する用 途 以外の用 途 （ 以下この項にお
いて 「 目 的外用 途」 とい う。） に供するた め所有権の移転等をした場合又は当該
上地を 自ら 目 的外用 途に供した場合 （当該土地を 目 的外用 途に供するた め所有

権の移転等を受けて、 目 的外用 途に供した場合を除く。） には、その者から、特
別徴収金を 徴収することができる。

5 前項の場合 （ 市町村が特 別徴収金を 徴収する場合を除く。） には第 90 条第 4
項の規定を、 前項の特 別徴収金の 額については第3項の規定を準用する。 この
場合において、 同 項 中 「都道府県 営 士地改良事業 」 とあるのは 「都道府県 営 市町
村特 別 申 請事業 」 と、 「前条第1項、第2項若しくは第6項又は 同 条第 4項にお

いて準用する第 90 条第 4項」 とあるのは 「前条第 5項」 と 読み替える ものとす
る。

6 都道府県又は 市町村は、 政令で定 めるとこ ろにより、条例で、 次の各 号のい
ずれかに 掲 げる者が、 当該各 号に定 める場合に該当するときは、 その者から、
特 別徴収金を 徴収することができる。
(1) 事業施行 地 域内 農用 地について 農地 中 間管理機構に 農地 中 間管理権を設

定し、 又は移転した者 次のいずれかに 掲 げる場合
イ 当該事業施行 地 域内 農用 地を第 87 条の 3第1項の規定により行 う土地

改良事業の計画において 予定する用 途 以外の用 途 （ 以下この項において 「 目
的外用 途」 とい う。） に供するた め所有権の移転等をした場合

ロ 当該事業施行 地 域内 農用 地を 自ら 目 的外用 途に供した場合
ハ 当該事業施行 地 域内 農用 地についての 農地 中 間管理事業の 推進に関する

法律第 18 条第7項の規定による公告があった 農用 地 利用 集積等 促進計画
の定 めるとこ ろによって設定され若しくは移転された 農地 中 間管理権に係
る 賃貸借若しくは使用 貸借又は 同 条第1項た だし 書に規定する場合に該当
する場合にお ける 農地 中 間管理権に係る 賃貸借若しくは使用 貸借の 解除を
した場合

(2) 事業施行 地 域内 農用 地について 農地 中 間管理機構から 賃借権又は使用 貸
借による権 利の設定を受けている者 次のいずれかに 掲 げる場合

イ 当該事業施行 地 域内 農用 地を 目 的外用 途に供するた め 賃借権その他の使
用及び 収益を 目 的とする権 利の設定又は移転をした場合

ロ 当該事業施行 地 域内 農用 地を 自ら 目 的外用 途に供した場合
7 愉項の特 別徴収金の 額については、 第3項の規定を準用する。
8 第1項、第 4項、第6項又は第2項若しくは第 5項において準用する第 90 条
第 4項の規定による処分についての 審査 請求については、同 条第11項から第13
項までの規定を準用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID312800A 不利益 林務課 森林経営管理法第 8条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈□l年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 経営管理権 集積計画の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 森林経営管理法第8条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 森林経営管理法第8条

■設定 □未設定

（経営管理権 集積計画の取消し）
第 8条 市町村は、 経営管理権を有する 森林の 森林所有者が次の各 号のいずれか

に該当する場合には、 経営管理権 集稜計画の う ち当該 森林所有者に係る部分を
取り消すことができる。
( 1 )  偽りその他不正な手段により 市町村に経営管理権 集積計画を定 めさせた

処 分 基 準 ことが判明した場合
( 2 )  当該 森林に係る権 原を有しなくな った場合
(3) その他経営管理に支障を生じさせる ものとして 農林水 産省令で定 める要

件に該当する場合
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《ID312900A 不利益 林務課 森林経営管理法第 40条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈□l年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 経営管理 実施権 配分計画の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 森林経営管理法第 40 条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 森林経営管理法第 36条、 第 40 条

■設定 □未設定

（経営管理 実施権 配分計画の取消し）
第 40 条 市町村は、 第 9条第2項、 第15条第2項、 第23条第2項又は第 32条

第2項の規定によりこれらの規定に規定する 委託が 解除された ものと みなされ
た場合には、 経営管理 実施権 配分計画の う ち当該 解除に係る経営管理権に基 づ
いて設定された経営管理 実施権に係る 森林に係る部分を取り消す ものとする。

2 市町村は、 林業経営者が次の各 号のいずれかに該当する場合には、 経営管理
実施権 配分計画の う ち当該 林業経営者に係る部分を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により 市町村に経営管理 実施権 配分計画を定 めさ

せたことが判明した場合

処 分 基 準 (2) 第 36条第2項各 号に 掲げる要件を 欠くに 至ったと認 める場合
(3) 経営管理 実施権の設定を受けた 森林について経営管理を行っていないと

認 める場合
(4) 経営管理 実施権 配分計画に基 づき支払われるべき 金銭の支払又はこれに

代わる供 託をしない場合
(5) 正当な理由がなくて前条の報告をしない場合
(6) その他経営管理に支障を生じさせる ものとして 農林水 産省令で定 める要

件に該当する場合
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID313000A 不利益 林務課 森林経営管理法第 42条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

呈
：：：年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 災害等防止措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 森林経営管理法第 42条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 森林経営管理法第 42条

■設定 □未設定

（ 災害等防止措置命令）
第 42条 市町村の 長は、 伐採又は保 育が 実施されておらず、かつ、 引き 続き 伐採

又は保 育が 実施されないことが確 実であると見込まれる 森林 （ 森林法第25条又
は第25 条の 2の規定により指定された保安 林を除く。 以 下この 章において 同
じ。）にお ける次に 掲げる事 態の 発生を防止するた めに必要かつ適当であると認
める場合には、 その必要の限度において、 当該 森林の 森林所有者に対し、 期限

を定 めて、 当該事 態の 発生の防止のた めに 伐採又は保 育の 実施その他必要な措
憧 （ 以下 「災害等防止措置 」 とい う。） を 講ずべきことを命ずることができる。
た だし、当該 森林について、経営管理権が設定されている場合又は 同 法第1 0 条
の 9第3項若しくは 森林の 間 伐等の 実施の 促進に関する特 別措置法 （ 平成20年
法律第 32 号） 第17条第3項の規定の適用がある場合は、 この限りでない。

処 分 基 準 ( 1 )  当該 森林の周辺の 地 域において土砂の 流出又は 崩壊その他の 災害を 発生
させること。

(2) 当該 森林の 現に有する水害の防止の機能に 依存する 地 域において水害を
発生させること。

(3) 当該 森林の 現に有する水 源の 涵 （か ん） 養の機能に 依存する 地 域におい
て水の確保に 著しい支障を及ぼすこと。

( 4 )  当該 森林の周辺の 地 域において 環境を 著しく 悪化させること。
2 前項の規定による命令をするときは、 農林水 産省令で定 める事項を記 載した

命令 書を 交付する ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《IDl 69800A 不利益 商工労働課 工場立地法第 10条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工 労働課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定工場の準則不適合点の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 工場立地法第1 0 条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 工場立地法第 6条、 第7条、 第8条、 第 9条第2項、 第1 0 条

■設定 □未設定

（変更命令）
第1 0 条 市町村長は、前条第2項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合に

おいて、 特定工場の 新設等が行われることにより 同 項各 号に規定する事 態が生
じ、 かつ、 これを除去することが 極 めて 困難となると認 めるときは、 その勧告

処 分 基 準 を受けた者に対し、 その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、当該勧告に係る届出のあった日から 90日 以内にし

な けれ ばならない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID301500A 不利益 商工労働課 商工会法第 51条第 1項 • 第 2項 • 第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工 労働課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 商工 会の業務停止又は設立認可の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工 会法第 51条第1項 •第2項 ・第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 商工 会法第23条第2項第2 号、 第 51条第1項 •第2項 •第 3項 •第 4項

■設定 □未設定

（ 警告等）
第 51条 経済産業 大 臣は、 商工 会の 運営がこの法律若しくはこの法律に基 づく命

令若しくは定 款に違反し、 又は 著しく不当であると認 めるときは、 その 商工 会
に対して 警告を 発し、 それによって もなお改善されないと認 めるときは、 次の
各 号の 一に 掲げる処分をすることができる。
(1) 業務の 一部の停止
(2) 設立の認可の取消し

2 経済産業 大 臣は、 商工 会が第23条第2項第2 号に規定する要件を 欠くに 至っ
たと認 めるときは、 その 商工 会に対して 警告を 発し、 それによって もなお当該
要件を みたすことが 困難であると認 めるときは、 その設立の認可の取消しをす
ることができる。

処 分 基 準 3 経済産業 大 臣は、 市町村の 区域の 一部をその 地 区の全部又は 一部とする 商工
会について、 商工業の状況に 照らして、 それをそのまま 存置することが不 滴当

であると認 めるときは、 その 商工 会に対して、 第7条第1項に適合するよ うに
その 地 区を変更し、 又は 解散すべき旨の勧告をすることができる。

4 経済産業 大 臣は、 前項の勧告を受けた 商工 会がその勧告に従わないときは、
その設立の認可の取消しをすることができる。

5 経済産業 大 臣は、 第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係 都道
府県知事、 第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係 都道府県

知事及び関係 市町村長の 意見をきかな けれ ばならない。
【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID308300A 不利益 商工労働課 食品表示法第 6条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工 労働課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 食品表示に関する指示

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 食品表示法第 6条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 食品表示法第 6条第1項

■設定 □未設定

（指示等）
第6条 食品表示基準に定 められた第 4条第1項第1 号に 掲 げる事項 （ 以 下 「表

示事項」 とい う。） が 表示されていない 食品 （ 酒類を除く。 以下この項において
同 じ。） の 販売をし、又は 販売の用に供する 食品に関して 表示事項を 表示する 際

に 食品表示基準に定 められた 同 条第1項第2 号に 掲 げる事項 （ 以下 「遵守事項」
とい う。） を遵守しない 食品関 連事業者があるときは、 内 閣総理 大 臣又は 農林水
産大臣 （ 内 閣府令 ・ 農林水 産省令で定 める 表示事項が 表示されず、 又は 内 閣府

令 ・ 農林水 産省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にあっては、 内 閣総理 大
臣） は、 当該 食 品関 連事業者に対し、 表示事項を 表示し、 又は遵守事項を遵守

すべき旨の指示をすることができる。
2 次の各 号に 掲 げる 大 臣は、 単独で前項の規定による指示 （第1 号に 掲 げる 大

臣にあっては、 同 項の 内 閣府令 ・ 農林水 産省令で定 める 表示事項が 表示されず、
処 分 基 準 又は 同 項の 内 閣府令 ・ 農林水 産省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にお け

る ものを除く。）をしよ うとするときは、あらかじ め、その指示の 内 容について、
それ ぞれ当該各 号に定 める 大 臣に 通知する ものとする。
(1) 内 閣総理 大 臣 農林水 産大 臣
(2) 農林水 産大 臣 内 閣総理 大 臣

3 表示事項が 表示されていない 酒類の 販売をし、 又は 販売の用に供する 酒類に
関して 表示事項を 表示する 際に遵守事項を遵守しない 食 品関 連事業者があると
きは、 内 閣総理 大 臣又は 財務 大 臣 （ 内 閣府令 • 財務省令で定 める 表示事項が 表
示されず、 又は 内 閣府令 • 財務省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にあっ

ては、 内 閣総理 大 臣） は、 当該 食 品関 連事業者に対し、 表示事項を 表示し、 又
は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

4 次の各 号に 掲 げる 大 臣は、 単独で前項の規定による指示 （第1 号に 掲 げる 大
臣にあっては、 同 項の 内 閣府令 ・ 財務省令で定 める 表示事項が 表示されず、 又

は 同 項の 内 閣府令 • 財務省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にお ける もの



参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

を除く。） をしよ うとするときは、あらかじ め、その指示の 内 容について、それ
ぞれ当該各 号に定 める 大 巨に 通知する ものとする。
(1) 内 閣総理 大 臣 財務 大 臣
(2) 財務 大 臣 内 閣総理 大 臣

5 内 閣総理 大 臣は、 第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、 正当な
理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、 その者に対し、 その
指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6 農林水 産大 臣は、 第1項の規定による指示をした場合において、 その指示を
受けた者が、 正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、
内 閣総理 大 臣に対し、 前項の規定により、 その者に対してその指示に係る措置
をとるべきことを命ずることを要 請することができる。

7 財務 大 臣は、 第3項の規定による指示をした場合において、 その指示を受け
た者が、 正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、 内 閣
総理 大 臣に対し、 第 5項の規定により、 その者に対してその指示に係る措置を

とるべきことを命ずることを要 請することができる。
8 内 閣総理 大 臣は、 食品関 連事業者等が、 ア レルゲ ン、消 費期限、 食 品を安全に

摂取するた めに 加熱を要するか ど うかの 別その他の 食品を 摂取する 際の安全 性
に重要な 影響を及ぼす事項として 内 閣府令で定 める ものについて 食 品表示基準
に従った 表示がされていない 食 品の 販売をし、 又は 販売をしよ うとする場合に
おいて、 消 費者の生命又は 身体に対する 危害の 発生又は 拡大の 防止を 図るた め
緊急の必要があると認 めるときは、 当該 食 品関 連事業者等に対し、 食 品の 回収

その他必要な措置をとるべきことを命じ、 又は 期 間を定 めてその業務の全部若
しくは 一部を停止すべきことを命ずることができる。
【基準】
上記の条文による。

弁明の機会の付与

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 I 平成31年3月31日



《ID308400A 不利益 商工労働課 食品表示法第 6条第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工 労働課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不適正な 表示に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 食品表示法第 6条第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
食品表示法第 6条第1項、 第15条第1項 •第 4項 •第 5項

基 準 規 定
食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第 5条第1項第1 号 ・

第2項、 第 6条第1項第1 号 ・第2 号 ・第2項、 第7条第1項第1 号 ・第2 号 ・
第2項、

■設定 □未設定

（指示等）
第6条 食品表示基準に定 められた第 4条第1項第1 号に 掲 げる事項 （ 以 下 「表

示事項」 とい う。） が 表示されていない 食品 （ 酒類を除く。 以下この項において
同 じ。） の 販売をし、又は 販売の用に供する 食 品に関して 表示事項を 表示する 際

に 食品表示基準に定 められた 同 条第1項第2 号に 掲 げる事項 （ 以 下 「遵守事項」
とい う。） を遵守しない 食品関 連事業者があるときは、 内 閣総理 大 巨又は 農林水
産大臣 （ 内 閣府令 ・ 農林水 産省令で定 める 表示事項が 表示されず、 又は 内 閣府

令 ・ 農林水 産省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にあっては、 内 閣総理 大
臣） は、当該 食品関 連事業者に対し、 表示事項を 表示し、又は遵守事項を遵守す

べき旨の指示をすることができる。
2 次の各 号に 掲 げる 大 臣は、 単独で前項の規定による指示 （第1 号に 掲 げる 大

処 分 基 準 臣にあっては、 同 項の 内 閣府令 ・ 農林水 産省令で定 める 表示事項が 表示されず、
又は 同 項の 内 閣府令 ・ 農林水 産省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にお け
る ものを除く。） をしよ うとするときは、あらかじ め、その指示の 内 容について、
それ ぞれ当該各 号に定 める 大 臣に 通知する ものとする。
(1) 内 閣総理 大 臣 農林水 産大 臣
(2) 農林水 産大 巨 内 閣総理 大 臣

3 表示事項が 表示されていない 酒類の 販売をし、 又は 販売の用に供する 酒類に
関して 表示事項を 表示する 際に遵守事項を遵守しない 食 品関 連事業者があると
きは、 内 閣総理 大 臣又は 財務 大 臣 （ 内 閣府令 • 財務 省令で定 める 表示事項が 表
示されず、 又は 内 閣府令 • 財務 省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にあっ

ては、 内 閣総理 大 臣） は、当該 食 品関 連事業者に対し、 表示事項を 表示し、又は
遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

4 次の各 号に 掲 げる 大 臣は、 単独で前項の規定による指示 （第1 号に 掲 げる 大



参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

臣にあっては、 同 項の 内 閣府令 • 財務省令で定 める 表示事項が 表示されず、 又
は 同 項の 内 閣府令 ・ 財務省令で定 める遵守事項を遵守しない場合にお ける もの
を除く。） をしよ うとするときは、あらかじ め、その指示の 内 容について、それ
ぞれ当該各 号に定 める 大 巨に 通知する ものとする。
(1) 内 閣総理 大 臣 財務 大 臣
(2) 財務 大 臣 内 閣総理 大 臣

5 内 閣総理 大 臣は、 第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、 正当な
理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、 その者に対し、 その
指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6 農林水 産大 臣は、 第1項の規定による指示をした場合において、 その指示を
受けた者が、 正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、
内 閣総理 大 臣に対し、 前項の規定により、 その者に対してその指示に係る措置
をとるべきことを命ずることを要 請することができる。

7 財務 大 臣は、 第3項の規定による指示をした場合において、 その指示を受け
た者が、 正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、 内 閣
総理 大 臣に対し、 第 5項の規定により、 その者に対してその指示に係る措置を

とるべきことを命ずることを要 請することができる。
8 内 閣総理 大 臣は、 食品関 連事業者等が、 ア レルゲ ン、消 費期限、 食 品を安全に

摂取するた めに 加熱を要するか ど うかの 別その他の 食品を 摂取する 際の安 全性
に重要な 影響を及ぼす事項として 内 閣府令で定 める ものについて 食品表示基準
に従った 表示がされていない 食 品の 販売をし、 又は 販売をしよ うとする場合に
おいて、 消 費者の生命又は 身体に対する 危害の 発生又は 拡大の 防止を 図るた め
緊急の必要があると認 めるときは、 当該 食 品関 連事業者等に対し、 食 品の 回収

その他必要な措置をとるべきことを命じ、 又は 期 間を定 めてその業務の全部若
しくは 一部を停止すべきことを命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

弁明の機会の付与

設 定 日 I令和5年3月31日



《IDl 63800A 不利益 観光振興課 駐車場法第 19条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 観光振典課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 路外駐車場の 構造等の 是正命令又は供用停止命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 駐車場法第1 9条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
駐車場法第1 9条
駐車場法施行令第 6条～第15条

口設定 ■未設定
未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるた め。

処 分 基 準

【基準】

特になし

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



�������������	�
�������������

�

��	���������������� !"�

#

$��%&'�

( ) * +� ,-./01

234�564"�789:;<=>?1

$���@A'�

��	���BC� DEFGHIJKLMNOP01

������Q��R� ST1

U V W X� DEYZ[>\1

$�����]^_`abc'�

� � W X� DEYZ[>\1

�����������

d-e11fg-e1

hMNOP0i1

Z [>\1jklmnDEoGpqJKorstuGvwxyz{|}~��w

���o��MNOwP0z�p�}z�1

��|�1

��L\����|�eF�I�1

1

� � � ��

1

]^_`abc�

��L��Lr�1

�������������

1

������X����4� ���;9=9>?1
#



������������	
���������������

�

�	
��������������� !"#�

$

%��&'(�

) * + ,� -./012

345�675#�89:;<=>?@2

%�� AB(�

�	
�� CD� EFGHIJKLMNOPGQRSTU2

������V��W� XY2

Z [ \ ]� ^_`ab?c2

%�����defghij(�

� � \ ]� ^_`ab?c2

�����������

k.l22mn.l2

oEFGHIFJKLMNOPGQRSTUpq2

ab?c2^_rEFGHIrstuMvwxyzP{|M}~��EFGHIF

JKLM��^_F^_M�OPGQxRS�������x��P�rs�

���Pr����Pr����c��a:?cF�lM�����x��{|

x����^_JKL��EFGHIFJKLM��^_M�OPGQxRS

�������^_F��x��P�rs��P 2

¡¢£¤2

¥¦Fc§��¢£�lM�P 2

2

¨ © ª «�

2

defghij�

¬F®¯F°±2

²����������©�

2

������]����5� U³ <́:>:?@2
$



������������	
������������������

�

�	
�������������� !"#$�

%

&��'()�

* + , -� ./0123

456�786$�9:;<=>?@A3

&��!BC)�

�	
��!DE� FGHIJKLFGMNOP3

������Q��R� ST3

U V W X� YZ[\]]̂ \@_3

&�����`abcdef)�

� � W X� YZ[\]]̂ \@_3

�����������

g/h33ij/h3

kFGHIJlmnoFGMNOPpq3

\]]̂ 3YZrsJtuYZlvnoFGwxLFGkwyz{LFG|}~��q

l��������YZlvnoFG�tYZ����u���t����N

����tYZL��u���L{YZL��L�����no������

��N�kwyz{LN�|}~��ql��������YZlvnoFG�

tYZL��� ¡FGL¢NJ�tN�JlMN��o£}¤¥¦o�3

§3¨_L©ªl«~¬u{LFG¤®[k¯°;±=[²\@³́µq¤¶·�

¸u�t¹·�¸o®L®FGkwyz®FG|}~��q¥ºo}¦tu

 ¡YZlvnoFGl»~¬tu¼[\@±̂ L½htu¶·�¾~�3

¿À¹Á3

ÂÃL^ÄÅÆÀ¹½hl�o�3

3

Ç È É Ê�

3

`abcdef�

ËÌLÍÎLÏÐ3

Ñ����������È�

3



������������� �����	�
��




�����������	
�������������������

�

	
������������� !"#$%&�

'

(� )*+�

, - . /� 012345

678!9:8&�;<=>=?@A5

(��#BC+�

	
���#DE� FGHIJKLM5

������N��O� PQ5

R S T U� FGVWXYZW@[5

(�����\]^_`ab+�

� � T U�
FGVcd;W@YZeW@YZKX5

fgKhPFGHIJLMZiWjZkW=Zklm5

�����������

n1o55pq1o5

rHIJKLMs5

WXYZ5FGtuvwkFGKHIxyzHIJ{LM|}~���z}���

�kFGKHI��Kd�����������Kd��������Vr�

<jX>V�W@�Y�sW�Zx�o|}������K�Kx�} ¡x¢£

¤wk~K¥¦�§£�5

¨5©[K�oxª}HIJK«��LM�VwkFGtuv�¬}�����

�KZiro®¯°K�Fx¬y¤wk�;s�o±}�²�kZi�o±}

 ¡x¢£¤wkWX³Zx�o|}����´�xµ�}����;�o±}

�Kx�}�Kxy£¤wk�;�o±}¶·K¸¹{~º¤w§»§£�5

¼¶·½5

¾¿KZÀ��¶·�oxª}�5

5

Á Â Ã Ä�

5

\]^_`ab�

d�ÅÆVW@XZWj[W=�xÇÈ�kÉIÊ�5

Ë����������Â�

5



������������� �����	�
��




����������	
��	����	����������	

	


����	�	����		� !"�#$%	

&

'� ()*	

+ , - .	 /01234

567!897%	:;<=>?@=A4

'���BC*	


�����DE	 FGHIJKLMNOPQRSTUV4

�		�		W		X	 YZ4

[ \ ] ^	 _`ab<cdJc4

'�����efghijk*	

� � ] ^	
_`ab<cdJlmb<cdJc4

_`anopqb?dJrJr4

�		�		�		�	

s0t44uv0t4

wFGHIJKLMNOPQRSTx4

b<cdJy4_`MNz{m_`FGz|}dJ~����V�t�R��O�

��FGHIJKLMN���������R��{m��_`FGzO��m

�J��J�����ST��������U�R��|��R�4

��� 4

¡¢Jd£¤¥��ptO¦R�4

4

§ ¨ © ª	

4

efghijk	

4

«										̈ 	

4

	�				̂ 				7	 V¬><@<=A4
&



�����������	
������������������

�

	
������������ !"#�$%&�

'

( !)*+�

, - . /� 012345

678"9:8&�;<=>?@ABC5

(���DE+�

	
����FG� HIJKLMJNOPQRSTUV5

������W��X� YZ5

[ \ ] ^� _`ab@=cJd5

(�����efghijk+�

� � ] ^� _`ab@=cJd5

�����������

l1m55no1m5

pHIJKLMJNOJPQRJSTq5

b@=cJr5_`stuvw_`xyz{|}~HIJKLM�NO�~���

��~����}|w��KLMJNO���_`�����w�v��KL

M���_`�����~R_`J���v�y���x��������~

��vw��HIx��{|}~u��{w��HIJyzJ��wKL�a

J ¡�J¢yzJ�a�£}|w_`J���v�y�����¤JxQ�

�~¥¦§¨©STx�~ª�xU«~ª��¬�~5

®¯°±5

²³Jc´�µ¯°¶m��~5

5

· ¸ ¹ º�

5

efghijk�

»¼J½¾J¿À5

Á����������̧ �

5

�����̂ ����8� VÂÃ?=A=BC5
'



�����������	
�������������������

�

	
�������������� !"#$%�

&

'��()*�

+ , - .� /01234

567 897%�:;<=<>?@4

'��"AB*�

	
���"CD� EFGHIJKLMNOPQR:4

������S��T� UV4

W X Y Z� [\]^<<_^ <̀ 4

'�����abcdefg*�

� � Y Z� [\]^<<_^ h̀ i^ <̀ 4

�����������

j0k44lm0k4

no[pqrstuvwxKHIJKyz{N|2}4

^<<_4[\HIJ~�[\Ko[Kvw����~EFG�[\K��r��

���yz�{N���~[\K��r�����LM�NO�u���[\

r���upq��_�n�kp��K�[r���~��:}�k�u��r

� �o[pq¡���k�u¢¡���u£�¤��[\K¥¦§r� �

¨©ª«¬®�¯°upq�o[pq¡���k�u¢¡~��± £4

²4³`K´krµu�krs �~�¶·�kr¸uo[pq�¹º`K´k

rµuPQK»¼¡±uvw����~EFG�k�u½K¡��[\HIJ

~�¶·�k���¡�~�¾¿±À¢ÁÂKÃ`�ÄÅ�u½K¡�u£4

Æ4o[pqKpq�r�uvw����~EFGn³`K´krµÇÄÅÈÁ

�½KrÉu£ÊË¢K`�¹º`rs �ÌÍ£}KHIJ~�ÎKvw��

��~EFG�[\K��ryz������~��rLM����sÎÁ�

�u¡Ï�ÂÁuÐÑrs �~�ÎKyz�~LM�NO�u��KÒ0K

0QÎKÓÎKyz�~LM�NO�u��ÔÕ±PQ�ÖÍ±tÁ×±Â±

 £4

Ø4[\HIJ~�³`r´k�uyz�~LM�NO�u��ÙrÔÕ��u

¡Ï�uÐÑrs �~�¶·vw����~EFGKHIJr»���Ì`

r´k�uÒ0K0QÎKÓÎKyz�~LM�NO�u��ÔÕ±PQ�Ö

Ú��¢¡�RÚu¢¡���u£4

Û4[\HIJ~�³`K´krµuR:rµÇyÜ�Ýt�Jr»����Þ

ßÚ��yÜ�àá�±tÁ×±Â± £4

â4³`K´krµuyÜKàár� �~�[\HIJ¡yÜ�Ýt�J¡�

ãä�±tÁ×±Â± £4

å4³`K´krµuãä�æç�± ÐÑrs �~�[\HIJ~�èéK

êë½��ìí�yÜ�Ýt�Jrîïð±tÁ×±Â± £¢KÐÑrs 

��¶·ìír� �ñò��uJ~��:�k�u¡¢órµÇ�àáìí



���������	
����������������� ������

�� !"� #$�%&�'()*�+,-(./012(34

56784

9:�$;<=67%&�'(34

4

> ? @ AB

4

CDEFGHIB

JK�L��MN4

OBBBBBBBBBB?B

4

BPBBBBQBBBBRB S���T�T��4
U



������������	
���������������������

�

�	
������������ !"�#$%�

&

'� ()*�

+ , - .� /01234

567!897%�:;<=<>?@4

'���AB*�

�	
���CD� EFGHIJKLMNIOPQ:4

������R��S� TU4

V W X Y� Z[\] <̂_I?<] ?̀ 4

'�����abcdefg*�

� � X Y�
Z[\] <̂_4

GHhi:]j_k]?l_4

�����������

m0n44op0n4

qGHIJKrstuOPv4

] <̂_I?<4Z[wxyz{] <̂_]|`I}nrEF~{�~�z�_]�

`I�:�n�u��i����uGHIJKrs~] <̂ _I|]�`I}

nr���~�_�rEF~{�~�z] <̂ _I ?�]�`I��I��r�

����GH�JK����uy�zZ[r���] <̂ _] `I}nr�

u�:�n�u¡¢���uGH�JK����uyr£~{¤¥GHIJK

ILM{1¦§I¨©{ªK«I¬JKI\r®��{Z[I¯°I±²�

z³JI´µ¶MI��I·¸�OP�tu¹º�Q»u¹º¼�½u¾4

|4Z[wxyz{[¿�n��Z[�ÀÁGÂÃÄÅI��rÆÇ~�Èºt

uy�zFÉ~��ÊIZ[rGH�JK���Èºtuyr£~�{¤¥G

H¼] <̂ _] `I}nr�u�:�n�u¡¢rËÌ~��ÍÌr���

z{¤¥¡¢rËÌtu�Èr{Z[rs~�·¸�OP�Î»Ï½¹º�Q

»u¹º¼�½u¾4

Ð¡¢Ñ4

ÒÓI_ÔÕÖ¡¢}nr�u¾4

4

× Ø Ù Ú�

4

abcdefg�

ÛÜIÝÞI�ß4



�������������

�

������������� ��	
�����
�



������������	
���������������������

�

�	
����������� !"#�$%&�

'

( !)*+�

, - . /� 012345

678"9:8&�;<=>=?@A5

(���BC+�

�	
���DE� FGHIJKLMNOPQ;5

������R��S� TU5

V W X Y� FGZ[=\]^@=[ _̀ 5

(�����abcdefg+�

� � X Y�
FGZ[=\]5

hijk;[l]m[@_]5

�����������

n1o55pq1o5

rhi^stHIJKOPu5

[=\]^@=5FGvwxyz[=\][{`^|oH}~�z���y�][�

`^�;�o�K��k����Khi^stHI�[ =\]^{[�`^|

oH�����]�H}~�z���y[ =\]^ @�[�`^��^��H�

�N��hi�st����Kx�yFGH���[ =\][ `^|oH�

K�;�o�K¡¢���Khi�st����KxH£�z¤¥hi^st

^¦§z2¨©^ª«z¬t^®st^¯ZH°��zFG^±²^³´�

yµs^¶·¸§^��^LMNOP�JK¹º�Q»K¹º¼�½K¾5

{5FGvwxyzG¿�o��FG�ÀÁhÂÃÄÅ^��HÆÇ��ÈºJ

Kx�y~É���Ê^FGHhi�st���ÈºJKxH£��z¤¥h

i¼[ =\][ `^|oH�K�;�o�K¡¢HËÌ�N�ÍÌH���

yz¤¥¡¢HËÌJK�ÈHzFGHI��LMNOP�Î»Ï½¹º�Q

»K¹º¼�½K¾5

Ð¡¢Ñ5

ÒÓ^]ÔÕÖ¡¢|oH�K¾5

5

× Ø Ù Ú�

5

abcdefg�

ÛÜ^ÝÞ^�ß5



�������������

�

������������� ��	
�����
�



�����������	
�������������������

�

	
������������� !"#$%&�

'

(� )*+�

, - . /� 012345

678!9:8&�;<=>=?@A5

(��#BC+�

	
���#DE� FGHIJKLMNOPQRS;5

������T��U� VW5

X Y Z [� FG\] =̂_] à5
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《ID151300A 不利益 建設総務課道路法第 48条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 行 為の 中止、 物件の除却等の命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条第 3項 •第 4項

■設定 □未設定

（ 道路保全立体 区域内の制限）
第 48条 道路保全立体 区域内にある土地、 竹木又は 建築物その他の エ作物の所有

者又は 占有者は、 その土地、 竹木又は 建築物その他の エ作物が 道路の 構造に 損
害を及ぼし、 又は 交通に 危険を及ぼすおそれがあると認 められる場合において
は、 その 損害又は 危険を防止するた めの施設の設置その他その 損害又は 危険を
防止するた め必要な措置を 講じな けれ ばならない。

2 道路管理者は、 前項に規定する 損害又は 危険を防止するた め特に必要がある
と認 める場合においては、 同 項に規定する所有者又は 占有者に対して、 同 項に
規定する施設の設置その他その 損害又は 危険を防止するた め必要な措置を 講ず

処 分 基 準 べきことを命ずることができる。
3 第1項に規定する所有者又は 占有者は、 同 項に規定する ものの ほか、 高架の

道路の 橋脚の周 囲又は 地 盤面下の 道路の 上 下にお ける土石の 採取その他の 道路
保全立体 区域にお ける行 為であって、 道路の 構造に 損害を及ぼし、 又は 交通に
危険を及ぼすおそれがあると認 められる ものを行ってはならない。

4 道路管理者は、 前項の規定に違反している者に対し、 行 為の 中止、 物件の改
築、 移転又は除却その他 道路の 構造を保全し、 又は 交通の 危険を防止するた め

の必要な措置をすることを命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID151500A 不利益 建設総務課道路法第 48条の7第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 連結料の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 7第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 4第2 号 ・第 3 号 ・第 4 号、 第 48条の 7第1項

■設定 □未設定

（ 連結料の 徴収）
第 48条の 7 道路管理者は、 第 48条の 4第2 号から第 4 号までに 掲 げる施設の

自動 車専用 道路との 連結につき、 連結料を 徴収することができる。
2 前項の規定による 連結料の 額の基準及び 徴収方法は、 道路管理者である 地方

処 分 基 準 公共 団体の条例 （指定 区 間 内の 国道にあっては、 政令） で定 める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID151600A 不利益 建設総務課 道路法第 48 条の 12》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 違反行 為の 中止その他の措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 12

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 11 第1項、 第 48条の 12

■設定 □未設定

（違反行 為に対する措置）
第 48 条の 12 道路管理者は、 前条第1項の規定に違反している者に対し、 行 為

の 中止その他 交通の 危険防止のた めの必要な措置をすることを命ずることがで
きる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID151700A 不利益 建設総務課 道路法第 48 条の 16》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 通行の 中止その他の措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 16

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 15第1項 •第2項 •第 3項、 第 48条の 16

■設定 □未設定

（違反行 為に対する措置）
第 48 条の 16 道路管理者は、 前条第1項から第3項までの規定に違反している

者に対し、 通行の 中止その他 交通の 危険防止のた めの必要な措置をすることを
命ずることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID151900A 不利益 建設総務課 道路法第 48 条の 62 第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路協力 団体の 運営に関する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 62第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 61、 第 48条の 62第2項

■設定 □未設定

（ 監督等）
第 48 条の 62 道路管理者は、 前条各 号に 掲 げる業務の適正かつ確 実な 実施を確

保するた め必要があると認 めるときは、 道路協力 団体に対し、 その業務に関し
報告をさせることができる。

2 道路管理者は、 道路協力 団体が前条各 号に 掲 げる業務を適正かつ確 実に 実施
していないと認 めるときは、 道路協力 団体に対し、 その業務の 運営の改善に関

処 分 基 準 し必要な措置を 講ずべきことを命ずることができる。
3 道路管理者は、 道路協力 団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ
の指定を取り消すことができる。

4 道路管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し
な けれ ばならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID152000A 不利益 建設総務課 道路法第 48 条の 62 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路協力 団体の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 62第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 62第 3項

■設定 □未設定

（ 監督等）
第 48 条の 62 道路管理者は、 前条各 号に 掲 げる業務の適正かつ確 実な 実施を確

保するた め必要があると認 めるときは、 道路協力 団体に対し、 その業務に関し
報告をさせることができる。

2 道路管理者は、 道路協力 団体が前条各 号に 掲 げる業務を適正かつ確 実に 実施
していないと認 めるときは、 道路協力 団体に対し、 その業務の 運営の改善に関

処 分 基 準 し必要な措置を 講ずべきことを命ずることができる。
3 道路管理者は、 道路協力 団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ

の指定を取り消すことができる。
4 道路管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し

な けれ ばならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152100A 不利益 建設総務課道路法第 58条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 原 因者 への工事 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 58条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 58条第1項

■設定 □未設定

（ 原 因者 負担金）
第 58条 道路管理者は、他の工事又は他の行 為により必要を生じた 道路に関する

工事又は 道路の 維持の 費用については、 その必要を生じた限度において、 他の
工事又は他の行 為につき 費用を 負担する者にその全部又は 一部を 負担させる も

処 分 基 準 のとする。
前項の場合において、 他の工事が 河川工事であるときは、 道路に関する工事

の 費用については、 河川法第 68条の規定は、 適用しない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行 政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152200A 不利益 建設総務課道路法第 59条第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 原 因者 への工事 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 59条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 59条

■設定 □未設定

（附 帯工事に要する 費用）
第 59 条 道路に関する工事に 因り必要を生じた他の工事又は 道路に関する工事

を施行するた めに必要を生じた他の工事に要する 費用は、第 32条第1項及び第
3項の規定による許可に附した条件に特 別の定がある場合並びに第 35 条の規
定による 協議による場合を除く 外、 その必要を生じた限度において、 この法律
の規定に基いて 道路に関する工事について 費用を 負担すべき者がその全部又は

一部を 負担しな けれ ばならない。

処 分 基 準 2 前項の場合において、 他の工事が 河川工事であるときは、 他の工事に要する
費用については、 同 項の規定は、 適用しない。

3 道路管理者は、 第1項の 道路に関する工事が他の工事又は他の行 為のた めに
必要となった ものである場合においては、 同 項の他の工事に要する 費用の全部
又は 一部を、 その必要を生じた限度において、 その 原 因となった工事又は行 為
につき 費用を 負担する者に 負担させることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152300A 不利益 建設総務課道路法第 60条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工 作物管理者 への 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 60 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 60 条

■設定 □未設定

（他の エ作物の管理者の行 う 道路に関する工事に要する 費用）
第 60 条 第21 条の規定によって 道路管理者が他の エ作物の管理者に施行させた

道路に関する工事に要する 費用は、 この法律の規定に基いて当該 道路に関する
工事について 費用を 負担すべき者が 負担しな けれ ばならない。 但し、 当該他の

処 分 基 準 工 作物の管理者が当該 道路に関する工事に 因り 利益を受けた場合においては、
当該他の エ作物の管理者に対し、 その受けた 利益の限度において、 当該工事に
要する 費用の 一部を 負担させることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行 政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152400A 不利益 建設総務課道路法第 61条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 受益者 への工事 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 61条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 61条

■設定 □未設定

（受益者 負担金）
第 61条 道路管理者は、 道路に関する工事に 因つて 著しく 利益を受ける者がある

場合においては、 その 利益を受ける限度において、 当該工事に要する 費用の 一

部を 負担させることができる。

処 分 基 準 2 前項の場合において、 負担金の 徴収を受ける者の 範囲及びその 徴収方法につ
いては、 道路管理者である 地方公共 団体の条例 （指定 区 間 内の 国道にあっては、
政令） で定 める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152450A 不利益 建設総務課道路法第 68条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 非常災害 時の土地の 収用、 処分

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 68条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 68条第1項

■設定 □未設定

（ 非常災害 時にお ける土地の 一 時使用等）
第 68条 道路管理者は、 道路に関する 非常災害のた め やむを 得ない必要がある場

合においては、 災害の 現場において、必要な 士地を 一 時使用し、又は 士石、 竹木
その他の物件を使用し、 収用し、 若しくは処分することができる。

処 分 基 準 2 道路管理者は、 非常災害に 因り 道路の 構造又は 交通に対する 危険を防止する
た め やむを 得ないと認 められる場合においては、 災害の 現場に 在る者又はその
附 近に 居住する者を防 ぎ （ ヽ）よ （ ヽ）に従事させることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行 政手続法第13条第2項第1 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152460A 不利益 建設総務課道路法第 68条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 非常災害 時の防 ぎ ょ従事命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 68条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 68条第2項

■設定 □未設定

（ 非常災害 時にお ける土地の 一 時使用等）
第 68条 道路管理者は、 道路に関する 非常災害のた め やむを 得ない必要がある場

合においては、 災害の 現場において、必要な 士地を 一 時使用し、又は 士石、 竹木
その他の物件を使用し、 収用し、 若しくは処分することができる。

処 分 基 準 2 道路管理者は、 非常災害に 因り 道路の 構造又は 交通に対する 危険を防止する
た め やむを 得ないと認 められる場合においては、 災害の 現場に 在る者又はその
附 近に 居住する者を防 ぎ （ ヽ）よ （ ヽ）に従事させることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行 政手続法第13条第2項第1 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152500A 不利益 建設総務課道路法第 71条第 1項 • 第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成31年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 許可等の取消し等又は 原状 回復命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第71条第1項 •第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第71条第1項 •第2項

■設定 □未設定

（ 道路管理者等の 監督処分）
第71条 道路管理者は、次の各 号のいずれかに該当する者に対して、この法律若

しくはこの法律に基 づく命令の規定によって 与 えた許可、承認若しくは認定 （ 以
下この条及び第 72 条の 2第1項において 「許可等 」 とい う。） を取り消し、 そ

の効力を停止し、 若しくはその条件を変更し、 又は行 為若しくは工事の 中止、
道路 （ 連結許可等に係る 自動 車専用 道路と 連結する施設を 含む。 以 下この項に

おいて 同 じ。） に 存する工 作物その他の物件の改 築、移転、除却若しくは当該工
作物その他の物件により生ずべき 損害を 予防するた めに必要な施設をすること

若しくは 道路を 原状に 回復することを命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基 づく命令の規定又はこれらの規定に基 づ
く処分に違反している者

(2) この法律又はこの法律に基 づく命令の規定による許可又は 承認に付した
処 分 基 準 条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基 づく命令の規定
による許可等を受けた者

2 道路管理者は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 この法律又
はこの法律に基 づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、 前項に規定す
る処分をし、 又は措置を命ずることができる。
(1) 道路に関する工事のた め やむを 得ない必要が生じた場合
(2) 道路の 構造又は 交通に 著しい支障が生じた場合
(3) 前 2 号に 掲 げる場合の ほか、 道路の管理 上の事由 以外の事由に基 づく公

益上 やむを 得ない必要が生じた場合
3 第 44 条第 4項又は前 2項の規定により必要な措 懺をとることを命じよ うと

する場合において、 過失がなくて当該措 置を命ずべき者を確知することができ
ないときは、 道路管理者は、その者の 負担において、当該措 置を 自ら行い、又は
その命じた者若しくは 委任した者にこれを行わせることができる。 この場合に



おいては、 相当の 期限を定 めて、 当該措置を行 うべき旨及びその 期限までに当
該措置を行わないときは、 道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が
当該措置を行 う旨を、 あらかじ め公告しな けれ ばならない。

4 道路管理者 （第 97条の 2の規定により権限の委任を受けた 北海道開発局長を
含む。 以 下この項及び次項において 同 じ。） は、その職員の う ちから 道路監理 員

を命じ、第24条、第 32条第1項若しくは第3項、第 37条、第 40 条、第 43条、
第 44条第3項若しくは第 4項、 第 46条第1項若しくは第3項、 第 47条第3
項、第 47条の 14第2項若しくは第 48条第1項若しくは第2項の規定又はこれ
らの規定に基 づく処分に違反している者 （第1項又は第2項の規定による 道路
管理者の処分に違反している者を 含む。）に対して第1項の規定によるその違反
行 為若しくは工事の 中止を命じ、又は 道路に 存する工 作物その他の物件の改 築、
移転、 除却若しくは当該工 作物その他の物件により生ずべき 損害を 予防するた
めに必要な施設をすること若しくは 道路を 原状に 回復することを命ずる権限を

行わせることができる。
5 道路管理者は、 前項の規定により命じた 道路監理 員に第 43条の 2、 第 47条
の 14第1項、 第 48条第 4項、 第 48条の 12 又は第 48条の 16の規定による権
限を行わせることができる。

6 道路監理 員は、 前 2項の規定による権限を行使する場合においては、 その 身
分を 示す 証票を 携帯し、 関係 人の 請求があったときは、 これを 呈示しな けれ ば
ならない。

7 愉項の規定による 証票の 様式その他必要な事項は、 国士交通省令で定 める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152800A 不利益 建設総務課道路法第 91条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定 区域にお ける 道路 占用 料の 徴収 （第 39条第1項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
道路法第 39条
0紀の 川 市道路 占用 料徴収条例第2条、 第 4条、 別表

■設定 □未設定

（ 道路予定 区域）
第 91 条 第18条第1項の規定により 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開

始されるまでの 間は、 何人 も、 道路管理者 （ 国土交通大 臣が 自ら 道路の 新設又
は改 築を行 う場合にお ける 国土交通大 臣を 含む。 以下この条及び第 96条第 5項
後 段において 同 じ。）が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得する前にお
いて も、 道路管理者の許可を受けな けれ ば、 当該 区域内において土地の 形質を
変更し、 エ作物を 新築し、改 築し、 増築し、若しくは 大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開始されるまでの 間において も、 道
路管理者が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得した後においては、 当

該 区域又は当該 区域内に設置された 道路の附 属物となるべき もの （ 以 下 「道路
処 分 基 準 予定 区域」 とい う。） については、第 4条、第3 章第3 節、第 43条、第 44条か

ら第 44条の 3まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の 2

（第2項を除く。）、 第73条、 第75条、 第87条及び次条から第 95条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により 損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して 通常受けるべき 損失を 補償しな けれ ばならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による 損失の 補償について準
用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID152900A 不利益 建設総務課道路法第 91条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定 区域にお ける工 作物管理者の 危険防止措憧命令 （第 44条第 4項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 44条第 3項 •第 4項

■設定 □未設定

（ 道路予定 区域）
第 91 条 第18条第1項の規定により 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開

始されるまでの 間は、 何人 も、 道路管理者 （ 国土交通大 臣が 自ら 道路の 新設又
は改 築を行 う場合にお ける 国土交通大 臣を 含む。 以下この条及び第 96条第 5項
後 段において 同 じ。）が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得する前にお
いて も、 道路管理者の許可を受けな けれ ば、 当該 区域内において土地の 形質を
変更し、 エ作物を 新築し、改 築し、 増築し、若しくは 大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開始されるまでの 間において も、 道
路管理者が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得した後においては、 当

該 区域又は当該 区域内に設置された 道路の附 属物となるべき もの （ 以 下 「道路
処 分 基 準 予定 区域」 とい う。） については、第 4条、第3 章第3 節、第 43条、第 44条か

ら第 44条の 3まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の 2

（第2項を除く。）、 第73条、 第75条、 第87条及び次条から第 95条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により 損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して 通常受けるべき 損失を 補償しな けれ ばならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による 損失の 補償について準
用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID153000A 不利益 建設総務課道路法第 91条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定 区域内での措憧命令 （第 48条第2項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条第1項 •第2項

■設定 □未設定

（ 道路予定 区域）
第 91 条 第18条第1項の規定により 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開

始されるまでの 間は、 何人 も、 道路管理者 （ 国土交通大 臣が 自ら 道路の 新設又
は改 築を行 う場合にお ける 国土交通大 臣を 含む。 以下この条及び第 96条第 5項
後 段において 同 じ。）が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得する前にお
いて も、 道路管理者の許可を受けな けれ ば、 当該 区域内において土地の 形質を
変更し、 エ作物を 新築し、改 築し、 増築し、若しくは 大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開始されるまでの 間において も、 道
路管理者が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得した後においては、 当

該 区域又は当該 区域内に設置された 道路の附 属物となるべき もの （ 以 下 「道路
処 分 基 準 予定 区域」 とい う。） については、第 4条、第3 章第3 節、第 43条、第 44条か

ら第 44条の 3まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の 2

（第2項を除く。）、 第73条、 第75条、 第87条及び次条から第 95条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により 損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して 通常受けるべき 損失を 補償しな けれ ばならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による 損失の 補償について準
用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID153100A 不利益 建設総務課道路法第 91条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定 区域での行 為の 中止、 物件の除却等の命令 （第 48条第 4項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条第 3項 •第 4項

■設定 □未設定

（ 道路予定 区域）
第 91 条 第18条第1項の規定により 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開

始されるまでの 間は、 何人 も、 道路管理者 （ 国土交通大 臣が 自ら 道路の 新設又
は改 築を行 う場合にお ける 国土交通大 臣を 含む。 以下この条及び第 96条第 5項
後 段において 同 じ。）が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得する前にお
いて も、 道路管理者の許可を受けな けれ ば、 当該 区域内において土地の 形質を
変更し、 エ作物を 新築し、改 築し、 増築し、若しくは 大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開始されるまでの 間において も、 道
路管理者が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得した後においては、 当

該 区域又は当該 区域内に設置された 道路の附 属物となるべき もの （ 以 下 「道路
処 分 基 準 予定 区域」 とい う。） については、第 4条、第3 章第3 節、第 43条、第 44条か

ら第 44条の 3まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の 2

（第2項を除く。）、 第73条、 第75条、 第87条及び次条から第 95条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により 損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して 通常受けるべき 損失を 補償しな けれ ばならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による 損失の 補償について準
用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID153200A 不利益 建設総務課道路法第 91条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
道路予定 区域にお ける許可等の取消し等又は 原状 回復命令 （第71条第1項 •第2

項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第71条第1項 •第2項

■設定 □未設定

（ 道路予定 区域）
第 91 条 第18条第1項の規定により 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開

始されるまでの 間は、 何人 も、 道路管理者 （ 国土交通大 臣が 自ら 道路の 新設又
は改 築を行 う場合にお ける 国土交通大 臣を 含む。 以下この条及び第 96条第 5項
後 段において 同 じ。）が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得する前にお
いて も、 道路管理者の許可を受けな けれ ば、 当該 区域内において土地の 形質を
変更し、 エ作物を 新築し、改 築し、 増築し、若しくは 大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の 区域が 決定された後 道路の供用が 開始されるまでの 間において も、 道
路管理者が当該 区域についての土地に関する権 原を取 得した後においては、 当

該 区域又は当該 区域内に設置された 道路の附 属物となるべき もの （ 以 下 「道路
処 分 基 準 予定 区域」 とい う。） については、第 4条、第3 章第3 節、第 43条、第 44条か

ら第 44条の 3まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の 2

（第2項を除く。）、 第73条、 第75条、 第87条及び次条から第 95条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により 損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して 通常受けるべき 損失を 補償しな けれ ばならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による 損失の 補償について準
用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID183300A 不利益 建設総務課 河川法第 18条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事 原 因者に対する工事施行命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第18条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第18条

■設定 □未設定

（工事 原 因者の工事の施行等）
第 18条 河川管理者は、 河川工事 以外の工事 （ 以 下 「他の工事 」 とい う。） 又は

河川を 損傷し、 若しくは 汚損した行 為若しくは 河川の 現状を変更する必要を生
じさせた行 為 （ 以 下 「他の行 為」 とい う。） によって必要を生じた 河川工事又は

処 分 基 準 河川の 維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行 為の行 為者に行わせること
ができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID183500A 不利益 建設総務課 河川法第 22条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 洪水 時等にお ける業務従事命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 22条第 2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 22条第 1項 •第 2項

■設定 □未設定

（ 洪水 時等にお ける 緊急措置）
第 22条 洪水、 津波、 高潮等による 危険が 切迫した場合において、水 災を防御し、

又はこれによる 被害を 軽減する措置をとるた め 緊急の必要があるときは、 河川
管理者は、その 現場において、必要な土地を使用し、土石、 竹木その他の 資材を
使用し、 若しくは 収用し、 車両その他の 運搬具若しくは 器具を使用し、 又は エ
作物その他の 障害物を処分することができる。

2 河川管理者は、 前項に規定する措置をとるた め 緊急の必要があるときは、 そ
の附 近に 居住する者又はその 現場にある者を当該業務に従事させることができ
る。

3 河川管理者は、 第 1項の規定による 収用、 使用又は処分により 損失を受けた
者があるときは、 その者に対して、 通常生ずべき 損失を 補償しな けれ ばならな

処 分 基 準 し ‘゜

4 前項の規定による 損失の 補償については、 河川管理 者と 損失を受けた 者とが
協議しな けれ ばならない。

5 前項の規定による 協議が 成立しない場合においては、 河川管理者は、 自 已の
見積つた 金額を 損失を受けた者に支払わな けれ ばならない。 この場合において、
当該 金額について不 服がある者は、 政令で定 めるとこ ろにより、 補償金の支払
を受けた日から 30 日 以内に、 収用 委員会に土地 収用法第 94条の規定による 裁
決を 申 請することができる。

6 第 2項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより 死亡
し、 負傷し、 若しくは 病気にかかり、 又は当該業務に従事したことによる 負傷
若しくは 病気により 死亡し、 若しくは 障害の状 態となったときは、 河川管理者
は、 政令で定 めるとこ ろにより、 その者又はその者の 遺族若しくは 被扶養者が
これらの 原 因によって受ける 損害を 補償しな けれ ばならない。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID184700A 不利益 建設総務課 河川法第 31 条第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工 作物用 途廃止後の 原状 回復命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 31条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 31条

■設定 □未設定

（ 原状 回復命令等）
第 31 条 第26条第1項の許可を受けて工 作物を設置している者は、 当該工 作物

の用 途を廃止したときは、 速やかに、 その旨を 河川管理者に届け 出な けれ ばな
らない。

処 分 基 準 2 河川管理者は、 前項の届出があった場合において、 河川管理 上必要があると
認 めるときは、 当該許可に係る工 作物を除却し、 河川を 原状に 回復し、 その他
河川管理 上必要な措置をとることを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 ID184800A 不利益 建設総務課 河川法第 32 条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 流水 占用 料等の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 32条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
河川法第 32条第1項 •第2項

基 準 規 定 I 河川法施行令第18条
0紀の 川 市準用 河川管理条例第 4条、 別表

■設定 □未設定

（ 流水 占用 料等の 徴収等）
第 32条 都道府県知事は、当該 都道府県の 区域内に 存する 河川について第23条、

第24条若しくは第25条の許可又は第23条の 2の登録を受けた者から、 流水 占
用 料、 士地 占用 料又は 士石採取 料その他の 河川 産出物 採取 料 （ 以 下 「流水 占用
料等 」 とい う。） を 徴収することができる。

2 流水 占用 料等の 額の基準及びその 徴収に関して必要な事項は、政令で定 める。
3 流水 占用 料等は、 当該 都道府県の 収入とする。

処 分 基 準 1 4  国 士交通大 臣又は指定 都市の 長は、第23条、第24条若しくは第25条の許可

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

又は第23条の 2の登録をしたときは、 速やかに、当該許可又は登録に係る事項
を当該許可又は登録に係る 河川の 存する 都道府県を 統括する 都道府県知事に 通
知しな けれ ばならない。 当該許可又は登録について第75条の規定による処分を
したとき も、 同 様とする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID185100A 不利益 建設総務課 河川法第 44条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 河川の従前の機能の 維持の指示

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 44条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法施行令第24条

■設定 □未設定

（ 河川の従前の機能の 維持）
第 44条 ダム （ 河川の 流水を 貯留し、 又は取水するた め第26条第1項の許可を

受けて設置する ダ ムで、基 礎地 盤から 堤頂までの 裔さが 15 メ ー ト ル 以上の もの
をい う。 第 51条の 2及び第 51条の 3を除き、 以下同 じ。） で政令で定 める もの
を設置する者は、 当該 ダムの設置により 河川の状 態が変化し、 洪水 時にお ける

処 分 基 準 従前の当該 河川の機能が 減殺されることとなる場合においては、 河川管理者の
指示に従い、 当該機能を 維持するた めに必要な施設を設 け、 又はこれに 代わる
べき措置をとらな けれ ばならない。

2 前項の 河川管理者の指示の基準は、 政令で定 める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《ID185300A 不利益 建設総務課 河川法第 47条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 ダ ムの 操作規 程の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 47条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 47条第 4項

■設定 □未設定

（ ダムの 操作規 程）
第 47条 ダムを設置する者は、当該 ダムを 流水の 貯留又は取水の用に供しよ うと

するときは、 あらかじ め、 政令で定 めるとこ ろにより、 当該 ダ ムの 操作の方法
について 操作規 程を定 め、 河川管理者の 承認を受けな けれ ばならない。 これを
変更しよ うとするとき も、 同 様とする。

2 河川管理者は、 ダ ムで政令で定 める ものについて前項の 承認をしよ うとする
ときは、 あらかじ め、 関係 都道府県知事の 意見をきかな けれ ばならない。

処 分 基 準 3 ダ ムの 操作は、 第1項の 承認を受けた 操作規 程に従って行なわな けれ ばなら
な し ‘。

4 河川管理者は、 当該 ダムに関する工事又は 河川の状況の変化その他当該 河川
に関する特 別の事 情により、 当該 操作規 程によっては 河川管理 上支障を生ずる
と認 める場合においては、 当該 操作規 程の変更を命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID185400A 不利益 建設総務課 河川法第 52条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 洪水調 節のた めの指示

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 52条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 52条

■設定 □未設定

（ 洪水調 節のた めの指示）
第 52条 河川管理者は、 洪水による 災害が 発生し、又は 発生するおそれが 大きい

と認 められる場合において、 災害の 発生を防止し、 又は 災害を 軽減するた め 緊
急の必要があると認 められるときは、 ダ ムを設置する者に対し、 当該 ダ ムの 操

処 分 基 準 作について、 その水 系に係る 河川の状況を 総合 的に 考慮して、 災害の 発生を防
止し、 又は 災害を 軽減するた めに必要な措置をとるべきことを指示することが

できる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186100A 不利益 建設総務課 河川法第 58条の11第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 河川 協力 団体に対する業務改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 58条の 11 第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 58条の 9、 第 58条の 11 第2項

■設定 □未設定

（ 監督等）
第 58条の 11 河川管理者は、 第 58条の 9各 号に 掲げる業務の適正かつ確 実な 実

施を確保するた め必要があると認 めるときは、 河川 協力 団体に対し、 その業務
に関し報告をさせることができる。

2 河川管理者は、 河川 協力 団体が第 58条の 9各 号に 掲 げる業務を適正かつ確 実
に 実施していないと認 めるときは、 河川 協力 団体に対し、 その業務の 運営の改

処 分 基 準 善に関し必要な措置を 講ずべきことを命ずることができる。
3 河川管理者は、 河川 協力 団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ
の指定を取り消すことができる。

4 河川管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し
な けれ ばならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186200A 不利益 建設総務課 河川法第 58条の11第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 河川 協力 団体の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 58条の 11 第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 58条の 11 第 3項

■設定 □未設定

（ 監督等）
第 58条の 11 河川管理者は、 第 58条の 9各 号に 掲げる業務の適正かつ確 実な 実

施を確保するた め必要があると認 めるときは、 河川 協力 団体に対し、 その業務
に関し報告をさせることができる。

2 河川管理者は、 河川 協力 団体が第 58条の 9各 号に 掲 げる業務を適正かつ確 実
に 実施していないと認 めるときは、 河川 協力 団体に対し、 その業務の 運営の改

処 分 基 準 善に関し必要な措置を 講ずべきことを命ずることができる。
3 河川管理者は、 河川 協力 団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ

の指定を取り消すことができる。
4 河川管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し

な けれ ばならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186300A 不利益 建設総務課 河川法第 67条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事 費用の 原因者 への 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 67条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 67条

■設定 □未設定

（ 原 因者 負担金）
第 67条 河川管理者は、他の工事又は他の行 為により必要を生じた 河川工事又は

河川の 維持に要する 費用については、 その必要を生じた限度において、 当該他
の工事又は他の行 為につき 費用を 負担する者にその全部又は 一部を 負担させる

処 分 基 準 ものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186400A 不利益 建設総務課 河川法第 68条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 附 帯工事 費用の 原 因者 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 68条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 68条

■設定 □未設定

（附 帯工事に要する 費用）
第 68 条 河川工事により必要を生じた他の工事又は 河川工事を施行するた めに

必要を生じた他の工事に要する 費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特
別の定 めがある場合並びに第 37条の 2、 第 58条の 13、 第 95条及び第 99条第
2項の規定による 協議において特 別の定 めをした場合を除き、 その必要を生じ
た限度において、第 59条、第 60 条第2項前 段及び第 65条の 2第1項前 段の規
定に基 づいて当該 河） 1 |工事について 費用を 負担すべき者がその全部又は 一部を

処 分 基 準 負担しな けれ ばならない。
2 河川管理者は、 前項の 河川工事が他の工事又は他の行 為のた めに必要を生じ

た ものである場合においては、 その必要を生じた限度において、 同 項の他の エ
事に要する 費用の全部又は 一部をその 原 因となった他の工事又は他の行 為につ
き 費用を 負担する者に 負担させることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186500A 不利益 建設総務課 河川法第 70条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事 費用の受益者 への 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第70 条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第70 条第1項

■設定 □未設定

（受益者 負担金）
第70 条 河川管理者は、 河川工事により 著しく 利益を受ける者がある場合におい

ては、 その 利益を受ける限度において、 その者に、 当該 河川工事に要する 費用
の 一部を 負担させることができる。

2 前項の場合において、 負担金の 徴収を受ける者の 範囲及びその 徴収方法につ
処 分 基 準 いては、 国土交通大 臣が 負担させる ものにあっては政令で、 都道府県知事が 負

担させる ものにあっては当該 都道府県知事が 統轄する 都道府県の条例で定 め
る。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186600A 不利益 建設総務課 河川法第 70条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特 別水 利使用者 への 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第70 条の 2第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第70 条の 2第1項

■設定 □未設定

（特 別水 利使用者 負担金）
第70 条の 2 河川管理者は、 河川の 流水の状況を改善するた め 2 以上の 河川を 連

絡する 河川工事で、 流水によって生ずる公害を除却し、 又は 軽減することの ほ
か、 専用の施設を 新設し、 又は 拡張して 流水を 占用する者 （ 以 下この条におい
て 「特 別水 利使用者 」 とい う。） に対する水の供 給を確保することをその 目 的に
含 む もの （ 河川の 流水を 貯留するた めの 河川管理施設の設置を 伴 う ものを除

く。）に要する 費用及び当該 河川工事により設置する 河川管理施設の管理に要す
る 費用については、 当該特 別水 利使用者が受けることとなると認 められる 利益
の限度において、 その者に、 その 一部を 負担させることができる。

2 河川管理者は、 前項の 河川工事を施行しよ うとするときは、 あらかじ め、 政
令で定 めるとこ ろにより、 関係行政機関の 長に 協議し、 及び 1 級河川に係る も

処 分 基 準 のにあっては関係 都道府県知事、 2 級河川に係る ものにあっては関係 市町村長
の 意見をきくとと もに、 当該工事に要する 費用及び当該工事により設置する 河
川管理施設の管理に要する 費用の 負担について特 別水 利使用者の 同 意を 得な け

れ ばならない。
3 第1項の場合において、 負担金の 額の 算出方法及び 負担金の 還付に関する事
項については、 政令で、 負担金の 徴収方法については、 国土交通大 臣が 負担さ
せる ものにあっては政令で、 都道府県知事が 負担させる ものにあっては当該 都
道府県知事が 統轄する 都道府県の条例で定 める。

4 第1項の 河川工事は、 関係 河川にお ける 流水の正 常な機能の 維持に支障のな
い 範囲内において施行する ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186700A 不利益 建設総務課 河川法第 74条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 負担金又は 流水 占用 料等の 督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第74条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第74条第1項

■設定 □未設定

（強制 徴収）
第74条 この法律、この法律に基 づく政令若しくは 都道府県の条例の規定又はこ

れらの規定に基 づく処分により 納付すべき 負担金又は 流水 占用 料等 （ 以 下これ
らを 「負担金等 」 とい う。） をその 納期限までに 納付しない者がある場合におい
ては、 河川管理者 （当該 負担金等が、 国の 収入となる場合にあっては 国土交通
大 臣、 都道府県の 収入となる場合にあっては当該 都道府県を 統括する 都道府県

知事とする。 以下この条において 同 じ。） は、 期限を指定して、その 納付を 督促
しな けれ ばならない。

2 河川管理者は、 前項の規定により 督促をする場合においては、 納付義務者に
対し 督促状を 発する。 この場合において、 督促状により指定すべき 期限は、 督
促状を 発する日から 起算して20日 以上経過した日でな けれ ばならない。

3 河川管理者は、 第1項の規定による 督促を受けた 納付義務者がその指定の 期
処 分 基 準 限までにその 負担金等及び第 5項の規定による 延滞金を 納付しない場合におい

ては、 当該 負担金等が 国の 収入となる場合にあっては 国税の、 都道府県の 収入
となる場合にあっては 地方 税の 滞納処分の例により、 滞納処分をすることがで
きる。

4 前項の規定による 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものと
し、 その 時効については、 国税の例による。

5 河川管理者は、 第1項の規定により 督促をした場合においては、 政令で定 め
るとこ ろにより、 同 項の 負担金等の 額につき年14. 5 パーセ ン トの 割合で、 納期
限の 翌日からその 負担金等の 完納の日又は 財産差押 えの日の前日までの日 数に
より計算した 延滞金を 徴収することができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186800A 不利益 建設総務課 河川法第 74条第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 延滞金の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第74条第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
河川法第74条
河川法施行令第 39条

■設定 □未設定

（強制 徴収）
第74条 この法律、この法律に基 づく政令若しくは 都道府県の条例の規定又はこ

れらの規定に基 づく処分により 納付すべき 負担金又は 流水 占用 料等 （ 以 下これ
らを 「負担金等 」 とい う。） をその 納期限までに 納付しない者がある場合におい
ては、 河川管理者 （当該 負担金等が、 国の 収入となる場合にあっては 国土交通
大 臣、 都道府県の 収入となる場合にあっては当該 都道府県を 統括する 都道府県

知事とする。 以下この条において 同 じ。） は、 期限を指定して、その 納付を 督促
しな けれ ばならない。

2 河川管理者は、 前項の規定により 督促をする場合においては、 納付義務者に
対し 督促状を 発する。 この場合において、 督促状により指定すべき 期限は、 督
促状を 発する日から 起算して20日 以上経過した日でな けれ ばならない。

3 河川管理者は、 第1項の規定による 督促を受けた 納付義務者がその指定の 期
処 分 基 準 限までにその 負担金等及び第 5項の規定による 延滞金を 納付しない場合におい

ては、 当該 負担金等が 国の 収入となる場合にあっては 国税の、 都道府県の 収入
となる場合にあっては 地方 税の 滞納処分の例により、 滞納処分をすることがで
きる。

4 前項の規定による 徴収金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものと
し、 その 時効については、 国税の例による。

5 河川管理者は、 第1項の規定により 督促をした場合においては、 政令で定 め
るとこ ろにより、 同 項の 負担金等の 額につき年14. 5 パーセ ン トの 割合で、 納期
限の 翌日からその 負担金等の 完納の日又は 財産差押 えの日の前日までの日 数に
より計算した 延滞金を 徴収することができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID186900A 不利益 建設総務課 河川法第 75条第 1項 • 第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 許可等の取消し、 工事 中止命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第75条第1項 •第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第75条第1項 •第2項

■設定 □未設定

（ 河川管理者の 監督処分）
第75条 河川管理者は、次の各 号のいずれかに該当する者に対して、この法律若

しくはこの法律に基 づく政令若しくは 都道府県の条例の規定によって 与 えた許
可、登録若しくは 承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更

し、 若しくは 新たに条件を付し、 又は工事その他の行 為の 中止、 エ作物の改 築
若しくは除却 （第24条の規定に違反する係 留施設に係 留されている 船舶の除却
を 含む。）、 工事その他の行 為若しくは エ作物により生じた若しくは生ずべき 損
害を除去し、 若しくは 予防するた めに必要な施設の設憧その他の措置をとるこ
と若しくは 河川を 原状に 回復することを命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基 づく政令若しくは 都道府県の条例の規定

若しくはこれらの規定に基 づく処分に違反した者、 その者の 一般承継人若し
くはその者から当該違反に係る工 作物 （除却を命じた 船舶を 含む。 以 下この

処 分 基 準 条において 同 じ。） 若しくは土地を 譲り受けた者又は当該違反した者から 賃貸
借その他により当該違反に係る工 作物若しくは 士地を使用する権 利を取 得し

た者
(2) この法律又はこの法律に基 づく政令若しくは 都道府県の条例の規定によ

る許可、 登録又は 承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、 この法律又はこの法律に基 づく政令若し

くは 都道府県の条例の規定による許可、 登録又は 承認を受けた者
2 河川管理者は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 この法律又

はこの法律に基 づく政令若しくは 都道府県の条例の規定による許可、 登録又は
承認を受けた者に対し、 前項に規定する処分をすることができる。
(1) 許可、 登録若しくは 承認に係る工事その他の行 為につき、 又はこれらに

係る事業を 営 むことにつき、 他の法令の規定による行政 庁の許可又は認可そ
の他の処分を受けることを必要とする場合において、 これらの処分を受ける
ことができなかったとき、 又はこれらの処分が取り消され、 若しくは効力を



失ったとき。
( 2 )  許可、 登録若しくは 承認に係る工事その他の行 為又はこれらに係る事業

の全部又は 一部の廃止があったとき。
(3) 洪水、 津波、 高潮その他の 天然現象により 河川の状況が変化したことに

より、 許可、 登録又は 承認に係る工事その他の行 為が 河川管理 J::著しい 支障
を生ずることとなったとき。

( 4 )  河川工事のた め やむを 得ない必要があるとき。
( 5 )  前 号に 掲げる場合の ほか、 公益上 やむを 得ない必要があるとき。

3 前 2項の規定により必要な措置をとることを命じよ うとする場合において、
過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 河川管

理者は、 当該措置を 自ら行い、 又はその命じた者若しくは委任した者にこれを
行わせることができる。 この場合においては、 相当の 期限を定 めて、 当該措置
を行 うべき旨及びその 期限までに当該措置を行わないときは、 河川管理者又は
その命じた者若しくは委任した者が当該措置を行 う旨を、 あらかじ め公告しな
けれ ばならない。

4 河川管理者は、 前項の規定により工 作物を除却し、 又は除却させたときは、
当該工 作物を保管しな けれ ばならない。

5 河川管理者は、 前項の規定により工 作物を保管したときは、 当該工 作物の所
有者、 占有者その他当該工 作物について権 原を有する者 （ 以 下この条において

「所有者等 」 とい う。） に対し当該工 作物を 返還するた め、政令で定 めるとこ ろ
により、 政令で定 める事項を公示しな けれ ばならない。

6 河川管理者は、 第 4項の規定により保管した エ作物が 滅失し、 若しくは 破損
するおそれがあるとき、 又は前項の規定による公示の日から 起算して 3月を経
過して もなお当該工 作物を 返還することができない場合において、 政令で定 め

るとこ ろにより 評価した当該工 作物の 価額に 比し、 その保管に不 相当な 費用若
しくは手数を要するときは、政令で定 めるとこ ろにより、当該工 作物を 売却し、
その 売却した 代金を保管することができる。

7 河川管理者は、 前項の規定による工 作物の 売却につき 買受人がない場合にお
いて、 同 項に規定する 価額が 著しく 低いときは、 当該工 作物を廃棄することが
できる。

8 第6項の規定により 売却した 代金は、 売却に要した 費用に 充てることができ
る。
， 第3項から第6項までに規定する工 作物の除却、 保管、 売却、 公示その他の
措置に要した 費用は、 当該工 作物の 返還を受けるべき所有者等その他第3項に
規定する当該措置を命ずべき者の 負担とする。

1 0  第 5項の規定による公示の日から 起算して6月を経過して もなお第 4項の規
定により保管した 工作物 （第6項の規定により 売却した 代金を 含む。 以 下 この
項において 同 じ。） を 返還することができないときは、 当該工 作物の所有権は、
国 上交通大 臣が保管する工 作物にあっては 国、 都道府県知事が保管する工 作物

にあっては当該 都道府県知事が 統括する 都道府県に 帰属する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID187000A 不利益 建設総務課 河川法第 76条第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 損失 補償額の 原 因者 への 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第76条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第76条第1項 • 第 3項

■設定 □未設定

（ 監督処分に 伴 う 損失の 補償等）
第76条 河川管理者は、前条第2項第 4 号又は第 5 号に該当することにより 同 項

の規定による処分をした場合において、 当該処分により 損失を受けた者がある
ときは、その者に対して 通常生ずべき 損失を 補償しな けれ ばならない。 た だし、
水 利使用に関し第23条若しくは第26条第1項の許可又は第23条の 2の登録を
受けた者が、第 41条の規定によりその 損失を 補償する場合は、この限りでない。

2 第22条第 4項及び第 5項の規定は、前項の規定による 損失の 補償について準
処 分 基 準 用する。

3 河川管理者は、 第1項の規定により 河川管理者が 補償すべき 損失が、 前条第
2項第 5 号に該当する ものとして 同 項の規定による処分があったことによる も
のである場合においては、 当該 補償金額を当該理由を生じさせた者に 負担させ
ることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID188900A 不利益 建設総務課 砂利採取法第 22条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂利採取計画の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第22条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 砂利採取法第1 9条、 第22条

■設定 □未設定

（認可 採取計画の変更命令）
第22条 都道府県知事又は 河川管理者は、認可 採取計画に基 づいて行なわれてい

る 砂利の 採取が第1 9条に規定する要件に該当することとなり、又は該当するこ
ととなるおそれがあると認 めるときは、その認可を受けた 砂利採取業者に対し、

処 分 基 準 当該認可 採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第1項第2 号に該当し、 弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID189000A 不利益 建設総務課 砂利採取法第 23条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂利採取停止、 災害防止措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第23条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 砂利採取法第23条第1項

■設定 □未設定

（ 緊急措置命令等）
第23条 都道府県知事又は 河川管理者は、 砂利の 採取に 伴 う 災害の防止のた め 緊

急の必要があると認 めるときは、 採取計画についてその認可を受けた 砂利採取
業者に対し、 砂利の 採取に 伴 う 災害の防止のた めの必要な措憧をとるべきこと
又は 砂利の 採取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事又は 河川管理者は、 政令で定 めるとこ ろにより、 第3条の規定
に違反して 砂利採取業を行なった者又は第16条若しくは第21 条の規定に違反
して 砂利の 採取を行なった者に対し、 採取 跡の 埋 め も どしその他 砂利の 採取に
伴 う 災害の防止のた めの必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第1項第2 号により弁明の機会の付与又は 同 条第2項により 緊

聴聞・弁明手続 急の必要があるときは適用除外

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《 ID189100A 不利益 建設総務課 砂利採取法第 23 条第 2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 採取 跡埋戻し等 災害防止措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第23条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
砂利採取法第23条第2項
砂利採取法施行令第1条

■設定 □未設定

（ 緊急措置命令等）
第23条 都道府県知事又は 河川管理者は、 砂利の 採取に 伴 う 災害の防止のた め 緊

急の必要があると認 めるときは、 採取計画についてその認可を受けた 砂利採取
業者に対し、 砂利の 採取に 伴 う 災害の防止のた めの必要な措憧をとるべきこと
又は 砂利の 採取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事又は 河川管理者は、 政令で定 めるとこ ろにより、 第3条の規定
に違反して 砂利採取業を行なった者又は第16条若しくは第21 条の規定に違反
して 砂利の 採取を行なった者に対し、 採取 跡の 埋 め も どしその他 砂利の 採取に
伴 う 災害の防止のた めの必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第1項第2 号に該当し、 弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《ID189200A 不利益 建設総務課 砂利採取法第 26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂利採取計画の認可取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 砂利採取法第26条

■設定 □未設定

（認可の取消し等）
第26条 都道府県知事又は 河川管理者は、 第16条の認可を受けた 砂利採取業者

が次の各 号の 一に該当するときは、 その認可を取り消し、 又は6月以内の 期 間
を定 めてその認可に係る 砂利採取場にお ける 砂利の 採取の停止を命ずることが
できる。

処 分 基 準 (1) 第21条の規定に違反したとき。
( 2 )  第22条又は第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
( 3 )  第 31条第1項の条件に違反したとき。
( 4 )  不正の手段により第16条の認可を受けたとき。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

不 利益処分の 程度に 応じて、 聴聞又は弁明の機会の付与手続を行 う。 聴聞を行 う

聴聞・弁明手続 場合については、 砂利の 採取計画等に関する規則第12条から第24条までの規定
に もよる。

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《ID309700A 不利益 建設総務課 採石法第 33条の9》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 認可 採取計画の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 9

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33条の 4、 第 33条の 9

■設定 □未設定

（認可 採取計画の変更命令）
第 33条の 9 都道府県知事は、認可 採取計画に基 づいて行なわれている 岩石の 採

取が第 33条の 4に規定する要件に該当することとなると認 めるときは、その認
可を受けた 採石業者に対し、 当該認可 採取計画を変更すべきことを命ずること

処 分 基 準 ができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID309800A 不利益 建設総務課 採石法第 33条の12》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 採取計画の認可の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 12

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33条、 第 33条の 7、 第 33条の 8、 第 33条の 9、 第 33条の 12

■設定 □未設定

（認可の取消し等）
第 33条の 12 都道府県知事は、 第 33条の認可を受けた 採石業者が次の各 号の 一

に該当するときは、 その認可を取り消し、 又は6 箇月以内の 期 間を定 めてその
認可に係る 岩石採取場にお ける 岩石の 採取の停止を命ずることができる。
(1) 第 33条の 7第1項の条件に違反したとき。

処 分 基 準 ( 2 )  第 33条の 8の規定に違反したとき。
(3) 第 33条の 9又は次条第1項の規定による命令に違反したとき。
( 4 )  不正の手段により第 33条の認可を受けたとき。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID309900A 不利益 建設総務課 採石法第 33条の13第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 緊急措置命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 13第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33条の 13第1項

■設定 □未設定

（ 緊急措置命令等）
第 33 条の 13 都道府県知事は、 岩石の 採取に 伴 う 災害の防止のた め 緊急の必要

があると認 めるときは、 採取計画についてその認可を受けた 採石業者に対し、
岩石の 採取に 伴 う 災害の防止のた めの必要な措置をとるべきこと又は 岩石の 採

取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事は、 第 32条の規定に違反して 採石業を行なった者又は第 33条
若しくは第 33条の 8の規定に違反して 岩石の 採取を行なった者に対し、 採取 跡
の 崩壊防止施設の設置その他 岩石の 採取に 伴 う 災害の防止のた めの必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《ID31OOOO A 不利益 建設総務課 採石法第 33条の13第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 緊急措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 13第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 32条、 第 33条、 第 33条の 8、 第 33条の 13第2項

■設定 □未設定

（ 緊急措置命令等）
第 33 条の 13 都道府県知事は、 岩石の 採取に 伴 う 災害の防止のた め 緊急の必要

があると認 めるときは、 採取計画についてその認可を受けた 採石業者に対し、
岩石の 採取に 伴 う 災害の防止のた めの必要な措置をとるべきこと又は 岩石の 採

取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事は、 第 32条の規定に違反して 採石業を行なった者又は第 33条
若しくは第 33条の 8の規定に違反して 岩石の 採取を行なった者に対し、 採取 跡
の 崩壊防止施設の設置その他 岩石の 採取に 伴 う 災害の防止のた めの必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ］ 令和6年3月31日



《ID3101OD A 不利益 建設総務課 採石法第 33条の17》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設 総務課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 岩石の 採取を廃止した者に対する 災害防止命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 17

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33条、 第 33条の 17

■設定 □未設定

（ 岩石の 採取を廃止した者に対する 災害防止命令）
第 33条の 17 都道府県知事は、 第 33条の認可を受けた 採石業者が当該認可に係

る 岩石採取場にお ける 岩石の 採取を廃止したときは、 当該廃止した者に対し、
当該廃止の日から 2年間は、 その者が当該 岩石採取場において 岩石の 採取を行

処 分 基 準 なったことにより生ずる 災害を防止するた め必要な設備をすることを命ずるこ
とができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID120510A 不利益 都市計画課 屋外広告物法第 7条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 違反に係る 貼紙等の除却命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 屋外広告物法第7条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
屋外広告物法第7条
0紀の 川 市都市公園条例第 6条

■設定 □未設定

（違反に対する措置）
第7条 都道府県知事は、条例で定 めるとこ ろにより、 第3条から第 5条までの

規定に基 づく条例に違反した 広告物を 表示し、 若しくは当該条例に違反した 掲
出物件を設置し、 又はこれらを管理する者に対し、 これらの 表示若しくは設憧

の停止を命じ、 又は 相当の 期限を定 め、 これらの除却その他良 好な 景観を 形成
し、 若しくは風致を 維持し、 又は公衆に対する 危害を防止するた めに必要な措
置を命ずることができる。

2 都道府県知事は、 前項の規定による措置を命じよ うとする場合において、 当
該 広告物を 表示し、 若しくは当該 掲出物件を設置し、 又はこれらを管理する者
を 過失がなくて確知することができないときは、 これらの措置を 自ら行い、 又
はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。 た だし、 掲出物
件を除却する場合においては、条例で定 めるとこ ろにより、 相当の 期限を定 め、

処 分 基 準 これを除却すべき旨及びその 期限までに除却しないときは、 自ら又はその命じ
た者若しくは委任した者が除却する旨を公告しな けれ ばならない。

3 都道府県知事は、 第1項の規定による措置を命じた場合において、 その措置
を命 ぜられた者がその措置を 履行しないとき、 履行して も 十分でないとき、 又
は 履行して も 同 項の 期限までに 完了する見込みがないときは、行政 代執行法 （ 昭
和23年法律第 43 号） 第3条から第6条までに定 めるとこ ろに従い、 その措置
を 自ら行い、 又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、 その 費用を 義務
者から 徴収することができる。

4 都道府県知事は、 第3条から第 5条までの規定に基 づく条例 （ 以 下この項に
おいて 「条例 」 とい う。） に違反した 広告物又は 掲出物件が、はり 紙、はり 札等

（ 容易に取り 外すことができる状 態で工 作物等に取り付けられているはり 札そ
の他これに 類する 広告物をい う。 以 下この項において 同 じ。）、 広告 旗 （ 容易に
移動させることができる状 態で立てられ、 又は 容易に取り 外すことができる状
態で工 作物等に取り付けられている 広告の用に供する 旗 （これを支える 台を 含



む。） をい う。 以 下この項において 同 じ。） 又は立看板等 （ 容易に移動させるこ
とができる状 態で立てられ、 又は エ作物等に立て 掛けられている立看板その他
これに 類する 広告物又は 掲出物件 （これらを支える 台を 含む。） をい う。 以下こ
の項において 同 じ。） であるときは、その違反に係るはり 紙、はり 札等、 広告 旗
又は立看板等を 自ら除却し、 又はその命じた者若しくは委任した者に除却させ
ることができる。 た だし、 はり 紙にあっては第1 号に、 はり 札等、 広告 旗又は
立看板等にあっては次の各 号のいずれに も該当する場合に限る。
(1) 条例で定 める 都道府県知事の許可を受けな けれ ばならない場合に 明らか

に該当すると認 められるに もかかわらずその許可を受けないで 表示され又は
設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定 められている場合にあ
つては当該規定に 明らかに該当しないと認 められるに もかかわらず禁止され
た場所に 表示され又は設置されているとき、 その他条例に 明らかに違反して
表示され又は設置されていると認 められるとき。

( 2 )  管理されずに 放置されていることが 明らかなとき。

0紀の ） 1 | 市都市公園条例
（行 為の禁止）

第 6条 都市公園においては、 次に 掲げる行 為をしてはならない。 た だし、 法第
5条第1項、 法第 6条第1項若しくは第 3項又は第 4条第1項若しくは第 3項
の許可に係る もの及び 市長が必要と認 めた場合については、 この限りでない。
(1) 都市公園を 損傷し、 又は 汚損すること。
(2) 竹木を 伐採し、 又は 植物を 採取すること。
(3) 士石、 竹木等の物件を 堆積すること。
(4) 土地の 形質を変更し、 又は土砂、 石類を 採取すること。
(5) 鳥獣魚類を 捕獲し、 又は 殺傷すること。
(6) はり 紙、 はり 札その他の 広告物を 表示すること。
(7) 立入禁止 区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所 以外の場所 へ車両を 乗り 入れ、 又は 止 め置くこと。
(9) たき火をすること。
(1 0) 野営をすること。
(11) 禁煙 区域内で 喫煙すること。
(12) 都市公園をその用 途外に使用すること。
(13) 風紀を 乱し、 又はそのおそれのある行 為をすること。
(14) 指定された場所 以外の場所 へ ごみを 捨てること。
(15) 危険物を持 込み、 又は公園利用者に 危害を 与 える行 為をすること。
(16) その他公衆の 都市公園の 利用に支障のある行 為をすること。

【基準】
上記の条文による。

・和歌山県 屋外広告物規制 図
•和歌山県 屋外広告物の手引き
． 魅力ある 美しいま ちわか やまを め ざして 和歌山県 屋外広告物 ガイ ド ライ ン

参 考 資 料 • 高速道路等の 沿道にお ける 屋外広告物設置基準の 概要
•和歌山県 屋外広告物の手引き （ 別冊） 高速道路等の 沿道にお ける 屋外広告物許

可基準
•和歌山県違反広告物指導 マ ニ ュ アル



弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID158150A 不利益 都市計画課土地区画整理法第 110 条第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の 督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 土地 区画整理法第11 0 条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 土地 区画整理法第11 0 条第 3項

■設定 □未設定

（清算金の 徴収及び 交付）
第11 0 条 施行者は、第1 03条第 4項の公告があった場合においては、第1 0 4条第

8項の規定により確定した清算金を 徴収し、又は 交付しな けれ ばならない。 この
場合において、確定した清算金の 額と第1 02条第1項の規定により 徴収し、又は
交付した 仮消算金の 額との 間に 差額があるときは、施行者は、その 差額に 相当す

る 金額を 徴収し、 又は 交付しな けれ ばならない。
2 前項の規定により 徴収し、又は 交付すべき清算金は、政令で定 めるとこ ろによ

り、 利子を付して、 分 割徴収し、 又は分 割交付することができる。
3 第3条第2項から第 5項まで、第3条の 2又は第3条の 3の規定による施行者

は、第1項の規定により 徴収すべき清算金 （前項の規定により 利子を付した場合
においては、その 利子を 含む。 以 下 同 じ。） を 滞納する者がある場合においては、
督促状によって 納付すべき 期限を指定して 督促しな けれ ばならない。

処 分 基 準 4 前項の 督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定 款で
定 めるとこ ろにより、 同 条第3項の規定による施行者は規準で定 めるとこ ろによ
り、 同 条第 4項若しくは第 5項、第3条の 2又は第3条の 3の規定による施行者
は施行規 程で定 めるとこ ろにより、 督促状の 送付に要する 費用を 勘案して 国土交
通省令で定 める 額 以 下の 督促手数料及び年1 0 .75 パーセ ン トの 割合を 乗じて計
算した 額の 範囲内の 延滞金を 徴収することができる。

5 第3項の規定による 督促を受けた者がその 督促状において指定した 期限まで
にその 納付すべき 金額を 納付しない場合においては、第3条第 4項若しくは第 5
項、第3条の 2又は第3条の 3の規定による施行者は、 国税滞納処分の例により、
第3項に規定する清算金並びに前項に規定する 督促手数料及び 延滞金を 徴収す
ることができる。この場合にお ける清算金並びに 督促手数料及び 延滞金の 先取特
権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

6 督促手数料及び 延滞金は、 清算金に 先立つ ものとする。
7 第 41 条第1項及び第3項から第 5項までの規定は、 第3条第2項又は第3項



の規定による施行者の 徴収に係る第3項に規定する清算金並びに第 4項に規定
する 督促手数料及び 延滞金を 督促状において指定した 期限までに 納付しない者
がある場合について準用する。 この場合において、 第 41 条第1項及び第3項 中

「組合 」 とあるのは 「組合又は 区画整理 会 社」 と、 同 条第 4項 中 「組合の理事 」
とあるのは 「組合の理事又は 区画整理 会 社の 代表者 」 と 読み替える ものとする。

8 第 42 条の規定は、 第3条第2項から第 5項まで、 第3条の 2又は第3条の 3
の規定による施行者が第3項に規定する清算金並びに第 4項に規定する 督促手
数料及び 延滞金を 徴収する権 利について準用する。 この場合において、 第 42 条

第2項 中 「前条第1項」 とあるのは、 「第 11 0 条第3項」 と 読み替 える ものとす
る。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 60000A 不利益 都市計画課 都市公園法第 27条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 許可の取消し、 措置命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第27条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第27条第1項

■設定 □未設定

（ 監督処分）
第27条 公園管理者は、次の各 号のいずれかに該当する者に対して、この法律の

規定によってした許可若しくは認定を取り消し、 その効力を停止し、 若しくは
その条件を変更し、 又は行 為若しくは工事の 中止、 都市公園に 存する工 作物そ
の他の物件若しくは施設 （ 以 下この条において 「 エ作物等 」 とい う。） の改 築、
移転若しくは除却、 当該工 作物等により生ずべき 損害を 予防するた め必要な施
設をすること、若しくは 都市公園を 原状に 回復することを命ずることができる。
(1) この法律 （前条を除く。 以下この 号において 同 じ。） 若しくはこの法律に

基 づく政令の規定又はこの法律の規定に基 づく処分に違反している者
(2) この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
( 3 )  偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受け

た者
処 分 基 準 2 公園管理者は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 この法律の

規定による許可又は認定を受けた者に対し、 前項に規定する処分をし、 又は 同
項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のた め やむを 得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の 都市公園の 利用に 著しい支障が生じた場合
( 3 )  前 2 号に 掲げる場合の ほか、 都市公園の管理 上の理由 以外の理由に基 づ

く公益上 やむを 得ない必要が生じた場合
3 前条第2項若しくは第 4項又は前 2項の規定により必要な措置を命じよ うと

する場合において、 過失がなくてその措置を命 ぜられるべき者を確知すること
ができないときは、 公園管理者は、 その措置を 自ら行い、 又はその命じた者若
しくは委任した者に行わせることができる。 この場合においては、 相当の 期限
を定 めて、 その措置を行 うべき旨及びその 期限までにその措置を行わないとき
は、 公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行 うべき旨
をあらかじ め公告しな けれ ばならない。



4 公園管理者は、前項の規定により工 作物等を除却し、又は除却させたときは、
当該工 作物等を保管しな けれ ばならない。

5 公園管理者は、 前項の規定により工 作物等を保管したときは、 当該工 作物等
の所有者、 占有者その他当該工 作物等について権 原を有する者 （ 以 下この条に
おいて 「所有者等 」 とい う。） に対し当該工 作物等を 返還するた め、条例 （ 国の
設置に係る 都市公園にあっては、政令。 以 下この条において 同 じ。） で定 めると
こ ろにより、条例で定 める事項を公示しな けれ ばならない。

6 公園管理者は、 第 4項の規定により保管した エ作物等が 滅失し、 若しくは 破
損するおそれがあるとき、 又は前項の規定による公示の日から 起算して 2 週 間

（ エ作物等が特に 貴重な ものであるときは、 3月） を経過して もなお当該工 作
物等を 返還することができない場合において、条例で定 めるとこ ろにより 評価
した当該工 作物等の 価額に 比し、 その保管に不 相当な 費用若しくは手数を要す
るときは、条例で定 めるとこ ろにより、 当該工 作物等を 売却し、 その 売却した
代金を保管することができる。

7 公園管理者は、 前項に規定する工 作物等の 価額が 著しく 低い場合において、
同 項の規定による工 作物等の 売却につき 買受人がないとき、 又は 売却して も 買

受人がないことが 明らかであるときは、当該工 作物等を廃棄することができる。
8 第6項の規定により 売却した 代金は、 売却に要した 費用に 充てることができ

る。
， 第3項から第6項までに規定する工 作物等の除却、 保管、 売却、 公示その他

の措置に要した 費用は、 当該工 作物等の 返還を受けるべき所有者等その他第3
項に規定する措置を命ずべき者の 負担とする。

1 0  第 5項の規定による公示の日から 起算して6月を経過して もなお第 4項の規
定により保管した エ作物等 （第6項の規定により 売却した 代金を 含む。 以 下こ
の項において 同 じ。） を 返還することができないときは、当該工 作物等の所有権
は、 当該工 作物等を保管する公園管理者 （ 国土交通大 臣が公園管理者であると
きは、 国） に 帰属する。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 601 OD A 不利益 都市計画課 都市公園法第 27条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 許可の取消し、 措置命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第27条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第27条第2項

■設定 □未設定

（ 監督処分）
第27条 公園管理者は、次の各 号のいずれかに該当する者に対して、この法律の

規定によってした許可若しくは認定を取り消し、 その効力を停止し、 若しくは
その条件を変更し、 又は行 為若しくは工事の 中止、 都市公園に 存する工 作物そ
の他の物件若しくは施設 （ 以 下この条において 「 エ作物等 」 とい う。） の改 築、
移転若しくは除却、 当該工 作物等により生ずべき 損害を 予防するた め必要な施
設をすること、若しくは 都市公園を 原状に 回復することを命ずることができる。
( 1 )  この法律 （前条を除く。 以下この 号において 同 じ。） 若しくはこの法律に

基 づく政令の規定又はこの法律の規定に基 づく処分に違反している者
(2) この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受け

た者
処 分 基 準 2 公園管理者は、 次の各 号のいずれかに該当する場合においては、 この法律の

規定による許可又は認定を受けた者に対し、 前項に規定する処分をし、 又は 同
項に規定する必要な措置を命ずることができる。

( 1 )  都市公園に関する工事のた め やむを 得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の 都市公園の 利用に 著しい支障が生じた場合
(3) 前 2 号に 掲げる場合の ほか、 都市公園の管理 上の理由 以外の理由に基 づ

く公益上 やむを 得ない必要が生じた場合
3 前条第2項若しくは第 4項又は前 2項の規定により必要な措置を命じよ うと

する場合において、 過失がなくてその措置を命 ぜられるべき者を確知すること
ができないときは、 公園管理者は、 その措置を 自ら行い、 又はその命じた者若
しくは委任した者に行わせることができる。 この場合においては、 相当の 期限
を定 めて、 その措置を行 うべき旨及びその 期限までにその措置を行わないとき
は、 公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行 うべき旨
をあらかじ め公告しな けれ ばならない。



4 公園管理者は、前項の規定により工 作物等を除却し、又は除却させたときは、
当該工 作物等を保管しな けれ ばならない。

5 公園管理者は、 前項の規定により工 作物等を保管したときは、 当該工 作物等
の所有者、 占有者その他当該工 作物等について権 原を有する者 （ 以 下この条に
おいて 「所有者等 」 とい う。） に対し当該工 作物等を 返還するた め、条例 （ 国の
設置に係る 都市公園にあっては、政令。 以 下この条において 同 じ。） で定 めると
こ ろにより、条例で定 める事項を公示しな けれ ばならない。

6 公園管理者は、 第 4項の規定により保管した エ作物等が 滅失し、 若しくは 破
損するおそれがあるとき、 又は前項の規定による公示の日から 起算して 2 週 間

（ エ作物等が特に 貴重な ものであるときは、 3月） を経過して もなお当該工 作
物等を 返還することができない場合において、条例で定 めるとこ ろにより 評価
した当該工 作物等の 価額に 比し、 その保管に不 相当な 費用若しくは手数を要す
るときは、条例で定 めるとこ ろにより、 当該工 作物等を 売却し、 その 売却した
代金を保管することができる。

7 公園管理者は、 前項に規定する工 作物等の 価額が 著しく 低い場合において、
同 項の規定による工 作物等の 売却につき 買受人がないとき、 又は 売却して も 買

受人がないことが 明らかであるときは、当該工 作物等を廃棄することができる。
8 第6項の規定により 売却した 代金は、 売却に要した 費用に 充てることができ

る。
， 第3項から第6項までに規定する工 作物等の除却、 保管、 売却、 公示その他

の措置に要した 費用は、 当該工 作物等の 返還を受けるべき所有者等その他第3
項に規定する措置を命ずべき者の 負担とする。

1 0  第 5項の規定による公示の日から 起算して6月を経過して もなお第 4項の規
定により保管した エ作物等 （第6項の規定により 売却した 代金を 含む。 以 下こ
の項において 同 じ。） を 返還することができないときは、当該工 作物等の所有権
は、 当該工 作物等を保管する公園管理者 （ 国土交通大 臣が公園管理者であると
きは、 国） に 帰属する。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 60555A 不利益 都市計画課 都市公園法第 33条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 公園予定 区域等にお ける 原因者 への 費用 負担命令 （第13条の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第 33条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第13条

■設定 □未設定

（公園予定 区域等）
第 33 条 地方公共 団体は、 必要があると認 めるときは、 都市公園を設置すべき 区

域を定 めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を 新設しよ うとするときは、 都市公園を設置すべき

区域を定 めな けれ ばならない。
3 地方公共 団体又は 国土交通大 臣は、 都 市公園を設置すべき 地 域の状況を 勘案

し、適正かつ合理 的な 士地 利用の 促進を 図るた め必要があると認めるときは、前
2項の規定による 都 市公園を設置すべき 区域を、 立体的 区域とすることができ
る。

4 第1項又は第2項の規定により 都市公園を設置すべき 区域が 決定され、その旨

処 分 基 準 が公告された後当該 区域に 都市公園が設置されるまでの 間において も、当該 都市
公園を設置しよ うとする 地方公共 団体又は 国が当該 区域についての土地に関す
る権 原を取 得した後においては、 第2条の 3、 第 4条、 第 5条、 第6条から第
12条まで、 第13条、 第14条、 第1 9条、 第25条から第28条まで及び前条の規
定は、 当該 区域 （ 以 下 「公園予定 区域」 とい う。） 又は当該公園予定 区域内に設
けられる施設で公園施設となるべき もの （ 以 下 「予定公園施設 」 とい う。） につ

いて準用する。
5 地方公共 団体は、第1項の規定により 都市公園を設置すべき 区域を 決定しよ う

とするときは、あらかじ め、当該 地方公共 団体の 議会の 議決を経な けれ ばならな
し ‘゜

6 国土交通大 臣は、第2項の規定により第2条第1項第2 号イの 都市公園を設憧
すべき 区域を 決定しよ うとするときは、あらかじ め、当該 都市公園が 存すること
となる 都道府県と 協議しな けれ ばならない。



【基準】

上記の条文 に よ る 。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4 年3月31日



《IDl 60560A 不利益 都市計画課 都市公園法第 33条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 公園予定 区域等にお ける付帯工事 原 因者 への 費用 負担命令 （第14条第2項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第 33条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第14条第2項

■設定 □未設定

（公園予定 区域等）
第 33 条 地方公共 団体は、 必要があると認 めるときは、 都市公園を設置すべき 区

域を定 めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を 新設しよ うとするときは、 都市公園を設置すべき

区域を定 めな けれ ばならない。
3 地方公共 団体又は 国土交通大 臣は、 都 市公園を設置すべき 地 域の状況を 勘案

し、適正かつ合理 的な 士地 利用の 促進を 図るた め必要があると認めるときは、前
2項の規定による 都 市公園を設置すべき 区域を、 立体的 区域とすることができ
る。

4 第1項又は第2項の規定により 都市公園を設置すべき 区域が 決定され、その旨

処 分 基 準 が公告された後当該 区域に 都市公園が設置されるまでの 間において も、当該 都市
公園を設置しよ うとする 地方公共 団体又は 国が当該 区域についての土地に関す
る権 原を取 得した後においては、 第2条の 3、 第 4条、 第 5条、 第6条から第
12条まで、 第13条、 第14条、 第1 9条、 第25条から第28条まで及び前条の規
定は、 当該 区域 （ 以 下 「公園予定 区域」 とい う。） 又は当該公園予定 区域内に設
けられる施設で公園施設となるべき もの （ 以 下 「予定公園施設 」 とい う。） につ

いて準用する。
5 地方公共 団体は、第1項の規定により 都市公園を設置すべき 区域を 決定しよ う

とするときは、あらかじ め、当該 地方公共 団体の 議会の 議決を経な けれ ばならな
し ‘゜

6 国土交通大 臣は、第2項の規定により第2条第1項第2 号イの 都市公園を設憧
すべき 区域を 決定しよ うとするときは、あらかじ め、当該 都市公園が 存すること
となる 都道府県と 協議しな けれ ばならない。



【基準】

上記の条文 に よ る 。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4 年3月31日



《IDl 60565A 不利益 都市計画課 都市公園法第 33条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
公園予定 区域等にお ける工 作物な どによる 損害 防止等措置命令 （第26条第2項の
準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第 33条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第26条第2項

■設定 □未設定

（公園予定 区域等）
第 33 条 地方公共 団体は、 必要があると認 めるときは、 都市公園を設置すべき 区

域を定 めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を 新設しよ うとするときは、 都市公園を設置すべき

区域を定 めな けれ ばならない。
3 地方公共 団体又は 国土交通大 臣は、 都 市公園を設置すべき 地 域の状況を 勘案

し、適正かつ合理 的な 士地 利用の 促進を 図るた め必要があると認めるときは、前
2項の規定による 都 市公園を設置すべき 区域を、 立体的 区域とすることができ
る。

4 第1項又は第2項の規定により 都市公園を設置すべき 区域が 決定され、その旨

処 分 基 準 が公告された後当該 区域に 都市公園が設置されるまでの 間において も、当該 都市
公園を設置しよ うとする 地方公共 団体又は 国が当該 区域についての土地に関す
る権 原を取 得した後においては、 第2条の 3、 第 4条、 第 5条、 第6条から第
12条まで、 第13条、 第14条、 第1 9条、 第25条から第28条まで及び前条の規
定は、 当該 区域 （ 以 下 「公園予定 区域」 とい う。） 又は当該公園予定 区域内に設
けられる施設で公園施設となるべき もの （ 以 下 「予定公園施設 」 とい う。） につ

いて準用する。
5 地方公共 団体は、第1項の規定により 都市公園を設置すべき 区域を 決定しよ う

とするときは、あらかじ め、当該 地方公共 団体の 議会の 議決を経な けれ ばならな
し ‘゜

6 国土交通大 臣は、第2項の規定により第2条第1項第2 号イの 都市公園を設憧
すべき 区域を 決定しよ うとするときは、あらかじ め、当該 都市公園が 存すること
となる 都道府県と 協議しな けれ ばならない。



【基準】

上記の条文 に よ る 。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4 年3月31日



《IDl 60570A 不利益 都市計画課 都市公園法第 33条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
公園予定 区域等にお ける土石の 採取な どによる 損害防止等措置命令 （第26条第 4
項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第 33条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第26条第 3項 •第 4項

■設定 □未設定

（公園予定 区域等）
第 33 条 地方公共 団体は、 必要があると認 めるときは、 都市公園を設置すべき 区

域を定 めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を 新設しよ うとするときは、 都市公園を設置すべき

区域を定 めな けれ ばならない。
3 地方公共 団体又は 国土交通大 臣は、 都 市公園を設置すべき 地 域の状況を 勘案

し、適正かつ合理 的な 士地 利用の 促進を 図るた め必要があると認めるときは、前
2項の規定による 都 市公園を設置すべき 区域を、 立体的 区域とすることができ
る。

4 第1項又は第2項の規定により 都市公園を設置すべき 区域が 決定され、その旨

処 分 基 準 が公告された後当該 区域に 都市公園が設置されるまでの 間において も、当該 都市
公園を設置しよ うとする 地方公共 団体又は 国が当該 区域についての土地に関す
る権 原を取 得した後においては、 第2条の 3、 第 4条、 第 5条、 第6条から第
12条まで、 第13条、 第14条、 第1 9条、 第25条から第28条まで及び前条の規
定は、 当該 区域 （ 以 下 「公園予定 区域」 とい う。） 又は当該公園予定 区域内に設
けられる施設で公園施設となるべき もの （ 以 下 「予定公園施設 」 とい う。） につ

いて準用する。
5 地方公共 団体は、第1項の規定により 都市公園を設置すべき 区域を 決定しよ う

とするときは、あらかじ め、当該 地方公共 団体の 議会の 議決を経な けれ ばならな
し ‘゜

6 国土交通大 臣は、第2項の規定により第2条第1項第2 号イの 都市公園を設憧
すべき 区域を 決定しよ うとするときは、あらかじ め、当該 都市公園が 存すること
となる 都道府県と 協議しな けれ ばならない。



【基準】

上記の条文 に よ る 。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4 年3月31日



《IDl 60580A 不利益 都市計画課 都市公園法第 33条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
公園予定 区域等にお ける工 作物等の除去な どの措置に係る 費用 負担 （第27 条第 9
項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第 33条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市公園法第27条第 9項

■設定 □未設定

（公園予定 区域等）
第 33 条 地方公共 団体は、 必要があると認 めるときは、 都市公園を設置すべき 区

域を定 めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を 新設しよ うとするときは、 都市公園を設置すべき

区域を定 めな けれ ばならない。
3 地方公共 団体又は 国土交通大 臣は、 都 市公園を設置すべき 地 域の状況を 勘案

し、適正かつ合理 的な 士地 利用の 促進を 図るた め必要があると認めるときは、前
2項の規定による 都 市公園を設置すべき 区域を、 立体的 区域とすることができ
る。

4 第1項又は第2項の規定により 都市公園を設置すべき 区域が 決定され、その旨

処 分 基 準 が公告された後当該 区域に 都市公園が設置されるまでの 間において も、当該 都市
公園を設置しよ うとする 地方公共 団体又は 国が当該 区域についての土地に関す
る権 原を取 得した後においては、 第2条の 3、 第 4条、 第 5条、 第6条から第
12条まで、 第13条、 第14条、 第1 9条、 第25条から第28条まで及び前条の規
定は、 当該 区域 （ 以 下 「公園予定 区域」 とい う。） 又は当該公園予定 区域内に設
けられる施設で公園施設となるべき もの （ 以 下 「予定公園施設 」 とい う。） につ

いて準用する。
5 地方公共 団体は、第1項の規定により 都市公園を設置すべき 区域を 決定しよ う

とするときは、あらかじ め、当該 地方公共 団体の 議会の 議決を経な けれ ばならな
し ‘゜

6 国土交通大 臣は、第2項の規定により第2条第1項第2 号イの 都市公園を設憧
すべき 区域を 決定しよ うとするときは、あらかじ め、当該 都市公園が 存すること
となる 都道府県と 協議しな けれ ばならない。



【基準】

上記の条文 に よ る 。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4 年3月31日



《IDl 92200A 不利益 都市計画課 都市計画法第 81条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 開発許可等に係る許可等の取消し、 建築物除却命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第81条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市計画法第81条第1項

■設定 □未設定

（ 監督処分等）
第81条 国土交通大 臣、 都道府県知事又は 市町村長は、次の各 号のいずれかに該

当する者に対して、 都市計画上必要な限度において、 この法律の規定によって
した許可、 認可若しくは 承認を取り消し、 変更し、 その効力を停止し、 その条
件を変更し、若しくは 新たに条件を付し、又は工事その他の行 為の停止を命じ、
若しくは 相当の 期限を定 めて、 建築物その他の エ作物若しくは物件 （ 以 下この
条において 「 エ作物等 」 とい う。） の改 築、移転若しくは除却その他違反を 是正
するた め必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基 づく命令の規定若しくはこれらの規定に

基 づく処分に違反した者又は当該違反の事 実を知って、 当該違反に係る土地
若しくは エ作物等を 譲り受け、 若しくは 賃貸借その他により当該違反に係る
土地若しくは エ作物等を使用する権 利を取 得した者

処 分 基 準 ( 2 ) この法律若しくはこの法律に基 づく命令の規定若しくはこれらの規定に
基 づく処分に違反した工事の 注文 主若しくは 請負人 （ 請負工事の 下請人を 含
む。） 又は 請負契約によらないで 自らその工事をしている者若しくはした者

( 3 )  この法律の規定による許可、 認可又は 承認に付した条件に違反している
者

( 4 )  詐欺その他不正な手段により、 この法律の規定による許可、 認可又は 承
認を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じよ うとする場合において、 過
失がなくて当該措憧を命ずべき者を確知することができないときは、 国土交通
大 臣、 都道府県知事又は 市町村長は、 その者の 負担において、 当該措置を 自ら

行い、 又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。
この場合においては、 相当の 期限を定 めて、 当該措置を行 うべき旨及びその 期
限までに当該措 懺を行わないときは、 国土交通大 臣、 都道府県知事若しくは 市
町村長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行 う旨を、 あらかじ



め、 公告しな けれ ばならない。
3 国土交通大 臣、 都道府県知事又は 市町村長は、 第1項の規定による命令をし

た場合においては、 標識の設置その他 国士交通省令で定 める方法により、 その
旨を公示しな けれ ばならない。

4 前項の 標識は、 第1項の規定による命令に係る 士地又は工 作物等若しくは エ
作物等の敷地 内に設置することができる。 この場合においては、 同 項の規定に

よる命令に係る 士地又は エ作物等若しくは エ作物等の敷地の所有者、 管理者又
は 占有者は、 当該 標識の設置を 拒み、 又は 妨 げてはならない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 93950A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 56条の3第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和 3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 負担金の 督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 56条の 3第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I 都市再開発法第 56条の 3第 1項

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

■設定 □未設定

（ 負担金の 滞納処分）
第 56条の 3 地方公共 団体は、 特定事業 参加者が前条第1項の 負担金を 滞納した

ときは、 督促状によって 納付すべき 期限を指定して 督促することができる。
2 前項の 督促をするときは、 政令で定 めるとこ ろにより、年14 . 5 パーセ ン トの

割合を 乗じて計算した 額の 範囲内の 延滞金を 徴収することができる。
3 第1項の 督促を受けた特定事業 参加者がその 督促状において指定した 期限ま

でにその 納付すべき 金額を 納付しないときは、 地方公共 団体は、 国税滞納処分の
例により、 同 項の 負担金及び前項の 延滞金を 徴収することができる。 この場合に
お ける 負 担金及び 延滞金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとす
る。

4 延滞金は、 負担金に 先立つ ものとする。
5 第 42条の規定は、 地方公共 団体が第 1項の 負担金及び第2項の 延滞金を 徴収

する権 利について準用する。 この場合において、 同 条第2項 中 「前条第1項」 と
あるのは、 「第 56条の 3第1項」 と 読み替える ものとする。
【基準】
上記の条文による。

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外



備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 95030A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 99条第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 土地の 引 渡等に要した 費用の 納付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

■設定 □未設定

（ 費用の 徴収）
第 99条 市町村長は、 前条第1項の規定により土地若しくは物件を 引き 渡し、 又

は物件を移転するに要した 費用を第 96条第3項の規定により土地若しくは物件
を 引き 渡し、 又は物件を移転すべき者から 徴収する ものとする。

2 前条第3項及び第 4項の規定は、 市町村長が前項の規定によって 費用を 徴収す
る場合に準用する。

3 市町村長は、第1項に規定する 費用を前項において準用する前条第3項の規定
によって 徴収することができないとき、又は 徴収することが適当でないと認 める
ときは、第1項に規定する者に対し、あらかじ め、 納付すべき 金額、 納付の 期限
及び場所を 通知して、 これを 納付させる ものとする。

処 分 基 準 4 市町村長は、前項の規定によって 通知を受けた者が 同 項の規定によって 通知さ
れた 期限を経過して も 同 項の規定により 納付すべき 金額を 完納しないときは、 督
促状によって 納付すべき 期限を指定して 督促しな けれ ばならない。

5 前項の規定による 督促を受けた者がその指定の 期限までに第3項の規定によ
り 納付すべき 金額を 納付しないときは、市町村長は、 国税滞納処分の例によって、
これを 徴収することができる。 この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、 国
税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

第 4 款の 2 施設 建築物の 建築等の特例
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 95040A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 99条第 4項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の 督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

■設定 □未設定

（ 費用の 徴収）
第 99条 市町村長は、 前条第1項の規定により土地若しくは物件を 引き 渡し、 又

は物件を移転するに要した 費用を第 96条第3項の規定により土地若しくは物件
を 引き 渡し、 又は物件を移転すべき者から 徴収する ものとする。

2 前条第3項及び第 4項の規定は、 市町村長が前項の規定によって 費用を 徴収す
る場合に準用する。

3 市町村長は、第1項に規定する 費用を前項において準用する前条第3項の規定
によって 徴収することができないとき、又は 徴収することが適当でないと認 める
ときは、第1項に規定する者に対し、あらかじ め、 納付すべき 金額、 納付の 期限
及び場所を 通知して、 これを 納付させる ものとする。

処 分 基 準 4 市町村長は、前項の規定によって 通知を受けた者が 同 項の規定によって 通知さ
れた 期限を経過して も 同 項の規定により 納付すべき 金額を 完納しないときは、 督
促状によって 納付すべき 期限を指定して 督促しな けれ ばならない。

5 前項の規定による 督促を受けた者がその指定の 期限までに第3項の規定によ
り 納付すべき 金額を 納付しないときは、市町村長は、 国税滞納処分の例によって、
これを 徴収することができる。 この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位は、 国
税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

第 4 款の 2 施設 建築物の 建築等の特例
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 95050A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 99条第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
第一種 市街地 再開発事業施行 地 区にお ける土地の 引 渡等に要した 費用を 通知によ
り 納付させる場合の 未 納費用の 徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 5項

■設定 □未設定

（ 費用の 徴収）
第 99条 市町村長は、前条第1項の規定により土地若しくは物件を 引き 渡し、又

は物件を移転するに要した 費用を第 96 条第3項の規定により土地若しくは物
件を 引き 渡し、 又は物件を移転すべき者から 徴収する ものとする。

2 前条第3項及び第 4項の規定は、 市町村長が前項の規定によって 費用を 徴収
する場合に準用する。

3 市町村長は、 第1項に規定する 費用を前項において準用する前条第3項の規
定によって 徴収することができないとき、 又は 徴収することが適当でないと認
めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじ め、 納付すべき 金額、 納付の

処 分 基 準 期限及び場所を 通知して、 これを 納付させる ものとする。
4 市町村長は、 前項の規定によって 通知を受けた者が 同 項の規定によって 通知

された 期限を経過して も 同 項の規定により 納付すべき 金額を 完納しないとき
は、 督促状によって 納付すべき 期限を指定して 督促しな けれ ばならない。

5 前項の規定による 督促を受けた者がその指定の 期限までに第3項の規定によ
り 納付すべき 金額を 納付しないときは、 市町村長は、 国税滞納処分の例によっ
て、 これを 徴収することができる。 この場合にお ける 徴収金の 先取特権の 順位
は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《IDl 95550A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 99条の8第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 土地の 引 渡等に要した 費用の 納付 （第 99条第 3項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条の 8第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

■設定 □未設定

（特定施設 建築物が 建築計画に従って 建築されない場合の措置）
第 99条の 8 施行者は、 特定 建築者が 建築計画に従って特定施設 建築物を 建築し

なかった場合においては、その者を特定 建築者とする 決定を取り消すことができ
る。

2 施行者は、前項の規定により 同 項の 決定を取り消した場合においては、特定 建
築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を 占有している者に対

し、 相当の 期限を定 めて、 当該敷地の 明 渡しを求 めることができる。
3 前項の規定により 明 渡しの 請求があった特定 建築者及び特定施設 建築物の敷

地又は当該敷地にある物件を 占有している者は、 明 渡しの 期限までに、施行者に

処 分 基 準 当該敷地を 引き 渡し、 又は物件を移転しな けれ ばならない。
4 施行者は、第1項の規定により 同 項の 決定を取り消した場合においては、 新た

に特定 建築者を 決定するときを除き、 自ら当該特定施設 建築物の 建築を行わな け
れ ばならない。

5 第 99条の 3第3項の規定は第1項の規定により 同 項の 決定を取り消す場合に
ついて、 第 98条第1項及び第2項並びに第 99条 （第2項を除く。） の規定は第
3項の場合について準用する。 この場合において、 第 98条第2項 中 「都道府県
知事等 」 とあるのは、 「都道府県知事 」 と 読み替 える ものとする。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 95560A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 99条の8第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の 督促 （第 99条第 4項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条の 8第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

■設定 □未設定

（特定施設 建築物が 建築計画に従って 建築されない場合の措置）
第 99条の 8 施行者は、 特定 建築者が 建築計画に従って特定施設 建築物を 建築し

なかった場合においては、その者を特定 建築者とする 決定を取り消すことができ
る。

2 施行者は、前項の規定により 同 項の 決定を取り消した場合においては、特定 建
築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を 占有している者に対

し、 相当の 期限を定 めて、 当該敷地の 明 渡しを求 めることができる。
3 前項の規定により 明 渡しの 請求があった特定 建築者及び特定施設 建築物の敷

地又は当該敷地にある物件を 占有している者は、 明 渡しの 期限までに、施行者に

処 分 基 準 当該敷地を 引き 渡し、 又は物件を移転しな けれ ばならない。
4 施行者は、第1項の規定により 同 項の 決定を取り消した場合においては、 新た

に特定 建築者を 決定するときを除き、 自ら当該特定施設 建築物の 建築を行わな け
れ ばならない。

5 第 99条の 3第3項の規定は第1項の規定により 同 項の 決定を取り消す場合に
ついて、 第 98条第1項及び第2項並びに第 99条 （第2項を除く。） の規定は第
3項の場合について準用する。 この場合において、 第 98条第2項 中 「都道府県
知事等 」 とあるのは、 「都道府県知事 」 と 読み替 える ものとする。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 95690A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 106条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の 督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第1 0 6条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第1 0 6条第2項

■設定 □未設定

（清算金の 徴収）
第1 0 6条 第1 0 4条第1項の規定により 徴収すべき清算金は、政令で定 めるとこ ろ

により、 利子を付して分 割して 徴収することができる。
2 個人施行者 以外の施行者は、 第 1 0 4 条第1項の規定により 徴収すべき清算金

（前項の規定により 利子を付したときは、 その 利子を 含む。 以 下 同 じ。） を 滞納
する者があるときは、 督促状によって 納付すべき 期限を指定して 督促することが
できる。

3 前項の 督促をするときは、 組合にあっては定 款で定 めるとこ ろにより、 再開発
会 社にあっては規準で定 めるとこ ろにより、 地方公共 団体又は機構等にあっては

政令で定 めるとこ ろにより、年14. 5 パーセ ン トの 割合を 乗じて計算した 額の 範
囲内の 延滞金を 徴収することができる。

処 分 基 準 4 第2項の 督促を受けた者がその 督促状において指定した 期限までにその 納付
すべき 金額を 納付しないときは、 地方公共 団体又は機構等は、 国税滞納処分の例
により、 同 項の消算金及び前項の 延滞金を 徴収することができる。 この場合にお
ける清算金及び 延滞金の 先取特権の 順位は、 国税及び 地方 税に次 ぐ ものとする。

5 延滞金は、 清算金に 先だつ ものとする。
6 第 41 条の規定は、 組合の 徴収に係る第2項の清算金及び第3項の 延滞金を 督

促状において指定した 期限までに 納付しない者がある場合について準用する。
7 第 50 条の 11 第1項及び第2項の規定は、 再開発会 社の 徴収に係る第2項の清

算金及び第3項の 延滞金を 督促状において指定した 期限までに 納付しない者が
ある場合について準用する。

8 第 42 条の規定は、 施行者が第2項の清算金及び第3項の 延滞金を 徴収する権
利について準用する。 この場合において、 同 条第2項 中 「前条第1項」 とあるの

は、 「第1 0 6条第2項」 と 読み替 える ものとする。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 96650A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 118条の24第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の 督促 （第1 0 6条第2項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第118条の 24第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I 都市再開発法第1 0 6条第2項

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

■設定 □未設定

（清算）
第 118 条の 24 前条第1項の規定により確定した従前の権 利の 価額と 同 項の規定

により確定した 建築施設の部分の 価額とに 差額があるときは、施行者は、その 差
額に 相当する 金額を 徴収し、 又は 交付しな けれ ばならない。

2 第10 5条から第107条まで （第10 6条第6項を除く。） の規定は、 前項の場合
について準用する。 この場合において、第1 0 5条第1項 中 「前条第1項」 とある
のは 「第118条の 23第1項」 と、 「 同 項」 とあるのは 「第118条の 24第1項J
と、 第 1 0 6条第1項及び第2項 中 「第 1 0 4条第1項」 とあるのは 「第 118条の
24第1項」 と、 第1 07条第1項 中 「第10 4条第1項」 とあるのは 「第118条の
24第1項」 と、 「施設 建築物の 一部 」 とあるのは 「建築施設の部分 」 と、 同 条第
2項 中 「第101条第1項」 とあるのは 「第118条の 21 第1項」 と 読み替 える も
のとする。
【基準】
上記の条文による。

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外



備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 97050A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 118条の25の3第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の 督促 （第118条の 24第2項 •第1 0 6条第2項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第118条の 25の 3第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第1 0 6条第2項

■設定 □未設定

第118条の 25の 3 施行者は、 施設 建築物の 建築並びに施設 建築敷地及び施設 建
築物に関する権 利の取 得につき、 譲受け 希望の 申 出をした者及び 賃借り 希望の 申
出をした者 （第118条の 18又は次項の規定により 建築施設の部分若しくは施設
建築物の 一部についての 借家権又は施設 建築敷地若しくは施設 建築物に関する

権 利を取 得した者を除く。） 並びに特定事業 参加者の全ての 同 意を 得たときは、
第118条の 8、第118条の 1 0 において準用する第75条第1項及び第3項並びに
第77条第2項前 段、第118条の 25第2項において準用する第1 0 9条の 2第2項
後 段、 前条第2項において準用する第 1 0 9条の 3第2項後 段並びに第 118 条の
32 第3項において準用する 同 条第1項の規定によらないで、 管理処分計画を定

処 分 基 準 めることができる。 この場合においては、第118条の 22の規定は、適用しない。
2 前項の規定により管理処分計画を定 めた場合においては、 第118条の 18の規

定にかかわらず、当該第2種 市街地 再開発事業に係る施設 建築敷地又は施設 建築
物に関する権 利は、 第118条の 17の公告の日の 翌日において、 管理処分計画の
定 めるとこ ろにより、 これを取 得すべき者が取 得する。

3 第1項の場合においては、次の 表の 上 欄に 掲げる規定の 同 表 中欄に 掲げる 字句
は、 同 表下欄に 掲 げる 字句に 読み替 えて、 これらの規定を適用する。
表 省 略

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 97540A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 118条の28第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 土地の 引 渡等に要した 費用の 納付 （第 99条の 8第 5項 •第 99条第 3項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第118条の 28第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

■設定 □未設定
（施行者 以外の者による施設 建築物の 建築）

第 118 条の 28 施行者は、 施設 建築物 （管理処分計画においてその全部を 譲受け
予定者又は特定事業 参加者が 譲り受けるよ うに定 められた ものを除く。） の 建築

を他の者に行わせることができる。
2 第 99条の 2第2項及び第3項、第 99条の 3から第 99条の 9まで並びに第1 0 4

条第2項の規定は、前項の規定により施行者 以外の者に施設 建築物の 建築を行わ
せる場合について準用する。 この場合において、第 99条の 2第2項及び第3項、
第 99条の 3第2項並びに第 99条の 7 中 「権 利変換計画」 とあるのは 「管理処分

処 分 基 準 計画」 と、第 99条の6第2項 中 「第 99条の 2第3項」 とあるのは 「第118条の
28第2項において準用する第 99条の 2第3項」 と、 「地 上権又はその 共有持分 」
とあるのは 「施設 建築敷地又はその 共有持分 」 と、 第1 0 4条第2項 中 「第 99条
の 2第3項」 とあるのは 「第118条の 28第2項において準用する第 99条の 2第
3項」 と、 「第 99条の6第2項」 とあるのは 「第118条の 28第2項において準
用する第 99条の6第2項」 と 読み替 える ものとする。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 97550A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 118条の28第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の 督促 （第 99条の 8第 5項 •第 99条第 4項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第118条の 28第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

■設定 □未設定
（施行者 以外の者による施設 建築物の 建築）

第 118 条の 28 施行者は、 施設 建築物 （管理処分計画においてその全部を 譲受け
予定者又は特定事業 参加者が 譲り受けるよ うに定 められた ものを除く。） の 建築

を他の者に行わせることができる。
2 第 99条の 2第2項及び第3項、第 99条の 3から第 99条の 9まで並びに第1 0 4

条第2項の規定は、前項の規定により施行者 以外の者に施設 建築物の 建築を行わ
せる場合について準用する。 この場合において、第 99条の 2第2項及び第3項、
第 99条の 3第2項並びに第 99条の 7 中 「権 利変換計画」 とあるのは 「管理処分

処 分 基 準 計画」 と、第 99条の6第2項 中 「第 99条の 2第3項」 とあるのは 「第118条の
28第2項において準用する第 99条の 2第3項」 と、 「地 上権又はその 共有持分 」
とあるのは 「施設 建築敷地又はその 共有持分 」 と、 第1 0 4条第2項 中 「第 99条
の 2第3項」 とあるのは 「第118条の 28第2項において準用する第 99条の 2第
3項」 と、 「第 99条の6第2項」 とあるのは 「第118条の 28第2項において準
用する第 99条の6第2項」 と 読み替 える ものとする。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《IDl 97750A 不利益 都市計画課 都市再開発法第 121条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 公共施設管理者に対する 負担金の 請求

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第121条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第121条

■設定 □未設定

（公共施設管理者の 負担金）
第121条 施行者は、 市街地 再開発事業の施行により 幣備されることとなる重要な

公共施設で政令で定 める ものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共
施設の整備に要する 費用の全部又は 一部を 負担することを求 めることができる。

2 前項の規定による 費用の 負担については、あらかじ め、 個人施行者、 組合又は

処 分 基 準 再 開 発会 社が施行する 市街地 再 開 発事業にあっては当該公共施設の管理者又は
管理者となるべき者の 承認を 得、その他の 市街地 再開発事業にあっては当該公共
施設の管理者又は管理者となるべき者と 協議し、その者が 負担すべき 費用の 額を
事業計画において定 めておかな けれ ばならない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和4年3月31日



《ID211020A 不利益 都市計画課 都市緑地法第 72条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 推進法 人に対する改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市緑地法第72条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市緑地法第72条

■設定 □未設定

（改善命令）
第 72 条 市町村長は、 推進法 人の業務の 運営に関し改善が必要であると認 めると

きは、 推進法 人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID211030A 不利益 都市計画課 都市緑地法第 73条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 推進法 人の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市緑地法第73条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市緑地法第73条

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第 73 条 市町村長は、 推進法 人が前条の規定による命令に違反したときは、 その

指定を取り消すことができる。
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しな け

処 分 基 準 れ ばならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID254850A 不利益 都市計画課 都市再生 特別措置法第 62条の10第 5項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 勧告に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特 別措置法第 62条の 1 0 第 5項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再生特 別措置法第 62条の 1 0

■設定 □未設定

（ 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口の設置の制限等）
第 62条の 10 都市再生 朦備計画に記 載された 駐車場 出 入 口制限 道路に 面する土地

に 出 入 口制限対 象駐車場 （ 路外駐車場であ って、 自動 車の 駐車の用に供する部分
の 面積が 駐車場 出 入 口制限 道路の 交通の 現状及び 滞在快適 性等 向 上 区域にお け
る 催しの 実施その他の活動の 実施の状況を 勘案して、 駐車場 出 入 口制限 道路への
自動 車の 出 入りによる 歩行者の安全及び 滞在の 快適 性に及ぼす 影轡が 大きい も

のとして 市町村の条例で定 める規 模 以 上の ものをい う。 以 下 同 じ。） を設置し、
又は当該土地に設置された 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口の 位置の変
更をしよ うとする者は、当該 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口を当該 駐車

場 出 入 口制限 道路に 接して設 けてはならない。 た だし、当該 駐車場 出 入 口制限 道
路に 接して当該 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口を設 けることが やむを
得ないと認 められる場合として 市町村の条例で定 める場合にあ っては、この限り

処 分 基 準 でない。
2 都市再生整備計画に記 載された 駐車場 出 入 口制限 道路に 面する土地に 出 入 口

制限対 象駐車場を設置しよ うとする者は、当該 出 入 口制限対 象駐車場の設憧に 着
手する日の 30 日前までに、 国土交通省令で定 めるとこ ろにより、 当該 出 入 口制
限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口の 位置その他 国土交通省令で定 める事項を 市町
村長に届け 出な けれ ばならない。

3 都 市再生 幣備計画に記 載された 駐車場 出 入 口制限 道路に 面する土地に設置さ
れた 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口の 位置の変更をしよ うとする者は、
当該 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口の 位置の変更に 着手する日の 30 日
前までに、 国土交通省令で定 めるとこ ろにより、その変更後の当該 出 入 口制限対
象駐車場の 自動 車の 出 入 口の 位置その他 固土交通省令で定 める事項を 市町村長

に届け 出な けれ ばならない。
4 市町村長は、前 2項の規定による届出があ った場合において、当該届出に係る

事項が第1項の規定に適合しないと認 めるときは、当該届出をした者に対し、 期



限を定 めて、当該届出に係る 出 入 口制限対 象駐車場の 自動 車の 出 入 口の 位置に関
し設計の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告
に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ 円 滑な 歩行の確保に特に支障
を及ぼすおそれがあると認 めるときは、当該勧告を受けた者に対し、 期限を定 め
て、 当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID276700A 不利益 住宅政策課 空家等対策の推進に関する特別措置法第 14条第 3項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 住宅政策課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定 空家等に対する措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 空家等対策の 推進に関する特 別措置法第14条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 空家等対策の 推進に関する特 別措置法第14条第1項 •第2項 •第 3項

■設定 □未設定

（特定 空家等に対する措置）
第14条 市町村長は、特定 空家等の所有者等に対し、当該特定 空家等に関し、除

却、 修繕、 立木竹の 伐採その他周辺の生活環境の保全を 図るた めに必要な措置
（そのまま 放置すれ ば倒壊等 著しく保安 上 危険となるおそれのある状 態又は 著

しく衛生 上有害となるおそれのある状 態にない特定 空家等については、 建築物
の除却を除く。 次項において 同 じ。） をとるよ う助言又は指導をすることができ
る。

2 市町村長は、 前項の規定による助言又は指導をした場合において、 なお当該
特定 空家等の状 態が改善されないと認めるときは、 当該助言又は指導を受けた
者に対し、 相当の 猶予期限を付けて、除却、 修繕、立木竹の 伐採その他周辺の生
活環境の保全を 図るた めに必要な措置をとることを勧告することができる。

3 市町村長は、 前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧
処 分 基 準 告に係る措置をとらなかった場合において、 特に必要があると認 めるときは、

その者に対し、 相当の 猶予期限を付けて、 その勧告に係る措置をとることを命
ずることができる。

4 市町村長は、 前項の措置を命じよ うとする場合においては、 あらかじ め、 そ
の措憧を命じよ うとする者に対し、 その命じよ うとする措憧及びその事由並び
に 意見書の提出 先及び提出 期限を記 載した 通知 書を 交付して、 その措置を命じ
よ うとする者又はその 代理 人に 意見書及び 自 己に有 利な 証拠を提出する機会を
与 えな けれ ばならない。

5 前項の 通知 書の 交付を受けた者は、 その 交付を受けた日から 5日 以内に、 市
町村長に対し、 意見書の提出に 代 えて公開による 意見の 聴取を行 うことを 請求

することができる。
6 市町村長は、 前項の規定による 意見の 聴取の 請求があった場合においては、
第3項の措置を命じよ うとする者又はその 代理 人の 出 頭を求 めて、 公開による
意見の 聴取を行わな けれ ばならない。



7 市町村長は、 前項の規定による 意見の 聴取を行 う場合においては、 第3項の
規定によって命じよ うとする措置並びに 意見の 聴取の 期日及び場所を、 期日の
3日前までに、 前項に規定する者に 通知するとと もに、 これを公告しな けれ ば
ならない。

8 第6項に規定する者は、 意見の 聴取に 際して、 証人を 出 席させ、かつ、 自 己に
有 利な 証拠を提出することができる。
， 市町村長は、 第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、 その措
置を命 ぜられた者がその措置を 履行しないとき、 履行して も 十分でないとき又
は 履行して も 同 項の 期限までに 完了する見込みがないときは、行政 代執行法 （ 昭
和23年法律第 43 号） の定 めるとこ ろに従い、 自ら 義務者のなすべき行 為をし、
又は第三者をしてこれをさせることができる。

1 0  第3項の規定により必要な措置を命じよ うとする場合において、 過失がなく
てその措置を命 ぜられるべき者を確知することができないとき （ 過失がなくて
第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知すること
ができないた め第3項に定 める手続により命令を行 うことができないときを 含
む。） は、 市町村長は、その者の 負担において、その措置を 自ら行い、 又はその

命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。 この場合においては、
相当の 期限を定 めて、 その措置を行 うべき旨及びその 期限までにその措置を行

わないときは、 市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行
うべき旨をあらかじ め公告しな けれ ばならない。

11 市町村長は、 第3項の規定による命令をした場合においては、 標識の設置そ
の他 国 上交通省令 ・ 総務 省令で定 める方法により、 その旨を公示しな けれ ばな
らない。

12 前項の 標識は、 第3項の規定による命令に係る特定 空家等に設置することが
できる。 この場合においては、 当該特定 空家等の所有者等は、 当該 標識の設置
を 拒み、 又は 妨 げてはならない。

13 第3項の規定による命令については、行政手続法 （ 平成5年法律第88 号） 第
3 章 （第12条及び第14条を除く。） の規定は、 適用しない。

14 国 士交通大 臣及び 総務 大 臣は、 特定 空家等に対する措置に関し、 その適 切な
実施を 図るた めに必要な指針を定 めることができる。

15 前各項に定 める ものの ほか、 特定 空家等に対する措置に関し必要な事項は、
国土交通省令 ・ 総務 省令で定 める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

「特定 空家等に対する措置 」 に関する適 切な 実施を 図るた めに必要な指針 （ ガイ

参 考 資 料 ド ライ ン）

弁明

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID276703A 不利益 住宅政策課 空家等対策の推進に関する特別措置法第 16条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 住宅政策課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 過料

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 空家等対策の 推進に関する特 別措置法第16条第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 空家等対策の 推進に関する特 別措置法第16条第1項

■設定 □未設定

（ 過料）
第16条 第14条第3項の規定による 市町村長の命令に違反した者は、 50 万 円 以

下の 過料に処する。
2 第 9条第2項の規定による立入調査を 拒み、 妨 げ、 又は 忌避した者は、20 万

処 分 基 準 円 以 下の 過料に処する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第1項第2 号に該当し、 弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID276705A 不利益 住宅政策課 空家等対策の推進に関する特別措置法第 16条第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 住宅政策課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 過料

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 空家等対策の 推進に関する特 別措置法第16条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 空家等対策の 推進に関する特 別措置法第16条第2項

■設定 □未設定

（ 過料）
第16条 第14条第3項の規定による 市町村長の命令に違反した者は、 50 万 円 以

下の 過料に処する。
2 第 9条第2項の規定による立入調査を 拒み、 妨 げ、 又は 忌避した者は、20 万

処 分 基 準 円 以 下の 過料に処する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第1項第2 号に該当し、 弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日
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《IDl 65700A 不利益 下水道課 下水道法第 12条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定施設の設置計画の廃止命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第12条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
下水 道法第12条の 5

基 準 規 定 下水 道法施行令第 9条の 4、 第 9条の 5
0紀の 川 市公共 下水 道条例第11条

■設定 □未設定

（計画変更命令）
第12条の 5 公共 下水 道管理者は、 第12条の 3第1項又は前条の規定による届

出があった場合において、 当該特定事業場から公共 下水 道に 排除される 下水の
水質が公共 下水 道への 排 出 口において第 12 条の 2第1項の政令で定 める基準
又は 同 条第3項の規定による条例で定 める基準に適合しないと認めるときは、
その届出を受理した日から 60日 以内に限り、その届出をした者に対し、その届

処 分 基 準 出に係る特定施設の 構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から 排 出される
汚水の処理の方法に関する計画の変更 （前条の規定による届出に係る計画の廃
止を 含む。） 又は第 12 条の 3第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に

関する計画の廃止を命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ］ 令和5年3月31日



《IDl 65800A 不利益 下水道課 下水道法第 12条の9第 2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定事業場に対する事 故時の 応急措憧命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第12条の 9第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
下水 道法第12条の 9第1項 •第2項
下水 道法施行令第 9条の 8、 第 9条の 9

■設定 □未設定

（事 故時の措置）
第12条の 9 特定事業場から 下水を 排除して公共 下水 道を使用する者は、 人の健

康に係る 被害又は生活環境に係る 被害を生ずるおそれがある物質又は 油として
政令で定 める ものを 含む下水が当該特定事業場から 排 出され、 公共 下水 道に 流
入する事 故が 発生したときは、 政令で定 める場合を除き、 直ちに、 引き 続く当

該 下水の 排 出を防止するた めの 応急の措置を 講ずるとと もに、 速やかに、 その

処 分 基 準 事 故の状況及び 講じた措置の 概要を公共 下水 道管理者に届け 出な けれ ばならな
し ‘゜

2 公共 下水 道管理者は、 特定事業場から 下水を 排除して公共 下水 道を使用する
者が前項の 応急の措置を 講じていないと認 めるときは、 その者に対し、 同 項の
応急の措置を 講ずべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《IDl 66000A 不利益 下水道課 下水道法第 18条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 施設 損傷者 への工事 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第18条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 下水 道法第18条

■設定 □未設定

（ 損傷負担金）
第18条 公共 下水 道管理者は、公共 下水 道の施設を 損傷した行 為により必要を生

じた公共 下水 道の施設に関する工事に要する 費用については、 その必要を生じ
た限度において、 その行 為をした者にその全部又は 一部を 負担させることがで

処 分 基 準 きる。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《IDl 661 OD A 不利益 下水道課 下水道法第 18条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 汚濁原 因者 への 費用 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第18条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
下水 道法第18条の 2
下水 道法施行令第1 0 条の 2

■設定 □未設定

（ 汚濁原因者 負担金）
第18条の 2 公共 下水 道管理者は、公害健康 被害の 補償等に関する法律 （ 昭和48

年法律第111 号） 第 62条第1項の規定により特定 賦課金を 徴収された場合にお
いては、 政令で定 めるとこ ろにより、 当該特定 賦課金に係る 同 法第6条に規定

処 分 基 準 する指定 疾病に 影響を 与 える水質の 汚濁の 原 因である物質を当該公共 下水 道に
排除した特定施設の設置者 （ 過去の設置者を 含む。） に当該特定 賦課金の 納付に

要する 費用の全部又は 一部を 負担させることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《IDl 66340A 不利益 下水道課 下水道法第 25条の20》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第25条の 20

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 下水 道法第25条の 20

■設定 □未設定

（改善命令）
第25 条の 20 公共 下水 道管理者は、 認定事業者が認定計画に従って認定計画に

係る 雨水 貯留浸透施設の設置及び管理を行っていないと認 めるときは、 当該認
定事業者に対し、 相当の 期限を定 めて、 その改善に必要な措憧をとるべきこと

処 分 基 準 を命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《IDl 66350A 不利益 下水道課 下水道法第 25条の21第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 計画の認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第25条の 21 第1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 下水 道法第25条の 21

■設定 □未設定

（計画の認定の取消し）
第25 条の 21 公共 下水 道管理者は、 認定事業者が前条の規定による処分に違反

したときは、 計画の認定を取り消すことができる。
第25条の 12 の規定は、 公共 下水 道管理者が前項の規定による取消しをした

処 分 基 準 場合について準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《IDl 671 OD A 不利益 下水道課 下水道法第 37条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 下水の 排除の停止命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第 37条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
下水 道法第 37条の 2

基 準 規 定 I 下水 道法施行令第 9条の 4

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

0紀の 川 市公共 下水 道条例第11条、 第12条、 第14条

■設定 □未設定

（改善命令等）
第 37条の 2 公共 下水 道管理者又は 流域下水 道管理者は、特定事業場から 下水を

排除して公共 下水 道又は 流域下水 道 （ 終末処理場を設置している ものに限る。）
を使用する者が、 その水質が当該公共 下水 道又は 流域下水 道への 排 出 口におい
て第12条の 2第1項 （第25条の 30 第1項において準用する場合を 含む。） の
政令で定 める基準又は第12条の 2第3項 （第25条の 30 第1項において準用す
る場合を 含む。） の規定による条例で定 める基準に適合しない 下水を 排除するお
それがあると認 めるときは、 その者に対し、 期限を定 めて、 特定施設の 構造若
しくは使用の方法若しくは特定施設から 排 出される 汚水の処理の方法の改善を
命じ、 又は特定施設の使用若しくは当該公共 下水 道若しくは 流域下水 道への 下
水の 排除の停止を命ずることができる。 た だし、第12条の 2第6項本文 （第25
条の 30 第1項において準用する場合を 含む。） の規定の適用を受ける者に対し
ては、 この限りでない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

弁明の機会の付与



備 考

設 定 日 令和5年3月31日



《IDl 67400A 不利益 下水道課 下水道法第 38条第 6項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 下水 道課

適用日（掲載日） I 平成30 年4月1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 補償金の 原 因者に対する 負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 下水 道法第 38条第 6項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 下水 道法第 38条第 6項

■設定 □未設定

（公共 下水 道管理者、 流域下水 道管理者又は 都市下水 路管理者の 監督処分等）
第 38条 公共 下水 道管理者、 流域下水 道管理者又は 都市下水 路管理者は、次の各

号のいずれかに該当する者に対し、 この法律の規定によってした許可若しくは
承認を取り消し、 若しくはその条件を変更し、 又は行 為若しくは工事の 中止、

変更その他の必要な措 置を命ずることができる。
(1) この法律 （第11条の 3第1項及び第12条の 9第1項 （第25条の 18第

1項において準用する場合を 含む。） の規定を除く。） 又はこの法律に基 づく
命令若しくは条例の規定に違反している者

(2) この法律の規定による許可又は 承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、 この法律の規定による許可又は 承認を受

けた者
2 公共 下水 道管理者、 流域下水 道管理者又は 都市下水 路管理者は、 次の各 号の

処 分 基 準 いずれかに該当する場合においては、 この法律の規定による許可又は 承認を受
けた者に対し、 前項に規定する処分をし、 又は 同 項に規定する必要な措 置を命

ずることができる。
(1) 公共 下水 道、 流域下水 道又は 都市下水 路に関する工事のた め やむを 得な

い必要が生じた場合
(2) 公共 下水 道、 流域下水 道又は 都市下水 路の保全 上又は 一般の 利用 上 著し

い支障が生じた場合
(3) 前 2 号に 掲げる場合の ほか、 公共 下水 道、 流域下水 道又は 都市下水 路の

管理 上の理由 以外の理由に基 づく公益上 やむを 得ない必要が生じた場合
3 前 2項の規定により必要な措 置を命じよ うとする場合において、 過失がなく

てその措 置を命 ぜられるべき者を確知することができないときは、 公共 下水 道
管理者、 流域下水 道管理者又は 都市下水 路管理者は、 その措 置を 自ら行い、 又
はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。 この場合におい
ては、 相当の 期限を定 めて、 その措 置を行 うべき旨及びその 期限までにその措



置を行わないときは、 公共 下水 道管理者、 流域下水 道管理者若しくは 都市下水
路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行 うべき旨をあら

かじ め公示しな けれ ばならない。
4 公共 下水 道管理者、 流域下水 道管理者又は 都市下水 路管理者は、 第2項の規

定による処分又は命令により 損失を受けた者に対し、 通常生ずべき 損失を 補償
しな けれ ばならない。

5 第 32条第 9項及び第1 0項の規定は、 前項の 補償について準用する。
6 公共 下水 道管理者、 流域下水 道管理者又は 都市下水 路管理者は、 第 4項の規

定による 補償の 原 因となった 損失が第2項第3 号の規定による処分又は命令に
よる ものであるときは、 当該 補償金額を当該理由を生じさせた者に 負担させる
ことができる。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第13条第2項第 4 号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日
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